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2

大分県歳入歳出決算
審査意見書の第３章
審査意見、第４章財
務事務の執行につい
て

・監査意見書の財務事務の執行について、契約事務に関する指
摘事項があった。この中で仕様書が曖昧であったと指摘がある
が、この２件の事例とその後の財産管理の１件については、具
体的にどのようなことを指しているのか。

・契約事務については、教育委員会の各県立学校にＩＴ事業関連のプログラミングに係る１００
万円程度の委託事業があったが、この仕様書が曖昧であったという事例があった。教育委員会の
各県立学校は「完全かい」であり、支出負担行為の起票も審査も自ら行っている。通常、支出負
担行為は各課で起票し、内容は会計管理局の審査・指導室で全て確認するが、その体制が県立学
校にはない。このため仕様書が曖昧で、業務の履行もかなりラフな状態であったため、厳重注意
を行った。
　もう１つの財産管理については、農業大学校において、搾乳作業中に洗浄水が生乳に混入し、
損害賠償が発生した事例があった。
　また、内部統制の不適切な事案としては、振興局で契約書を偽造した事例があり、知事から内
部統制報告書で公印管理が不十分という報告があったので、監査委員としても認知し、今回意見
を述べたところ。

1
一般会計歳入決算額
調について

・地方譲与税が対前年度比較で約３０億
円増加している。

・地方特例交付金が対前年度比較で約３
０億円増加している。

・寄附金が２億円ほど前年度から９２．
７５％増となっている。

・地方譲与税が対前年度比較で約３０億円増加している要因、
内訳、今後の見通しは。

・地方特例交付金が対前年度比較で約３０億円増加している要
因、内訳、今後の見通しは。

・寄附金が２億円ほど前年度から９２．７５％増となっている
要因、内訳、今後の見通しは。

・（再質疑）地方消費税の清算基準についてはこれまでも検討
を重ねてきているようだが、最近の総務省の見直し状況はどの
ようになっているか。

・円安などを背景とした好調な企業業績により、特別法人事業譲与税が３０億４，６４３万円増
加。今後の見通しは、令和７年度は地方譲与税全体で２５４億６千万円、その主なものは特別法
人事業譲与税２２８億７，４００万円、地方揮発油譲与税２２億２００万円と見込んでいる。今
後も米国関税の影響やガソリン暫定税率廃止の議論などの動向を注視していく。

・令和６年度に国が実施した所得税、住民税の定額減税に伴う地方公共団体の減収を補填する定
額減税減収補填特例交付金が３０億５，４６１万円増加したことによるもの。定額減税は令和６
年度限りのため、７年度は住宅借入金等特別税額控除減収補填特例交付金６億８，８００万円、
定額減税減収補填特例交付金１，７００万円の合わせて７億５００万円となる見込み。

・企業版ふるさと納税の増加によるもの。令和６年度にソフトバンク株式会社から全国の森林保
全を支援するプロジェクトの一環で、企業版ふるさと納税制度を活用して２億５千万円をいただ
いた。令和７年度は寄付金全体で１億２，８００万円を見込んでいる。
　引き続き市町村と連携し、ふるさと納税の獲得に向けた取り組みを強化していきたい。

・その議論については、総務部のほうで確認をお願いしたい。

3
一般会計歳入決算額
調のうち使用料及び
手数料について

・使用料及び手数料について、何年も減
免しているものについてはしっかり議会
でチェックをしていく必要がある。
・大分フットボールクラブへの減免が単
年度で約１億円、これが２０年ほど続い
ている。

・予算編成の際は見込みで計上しているのか、予算計上の前提
条件について。

・指定管理施設における使用料について、県の収入となる１４
施設、また指定管理者等の利用料金制の８施設の計上をどのよ
うにしているのか。

・使用料及び手数料条例の第６項１項に基づく減免実績と、第
６条第１項の付則に基づく減免実績について知りたい。３年以
上減免が続いているものについては課題もあるのでは。

・（再質疑）何年も減免しているものについてはしっかり議会
でチェックをしていく必要があると思うので、減免実績につい
ての資料を請求したい。
　また指定管理制度等々、例えば大分フットボールクラブへ単
年度で約１億円、これが２０年ほど続いている。この減免が全
く改善や工夫が見られない部分については、いわゆるドームそ
のものの委託は委託業者、そして一方で減免しているのは、大
分フットボールクラブ、と難しい問題もあるかと思うが、行政
がもっとしっかりチェックをして、改善をしていく必要がある
と思う。そういう意味においても、大分フットボールクラブに
関しては、所管は企画振興部かそれとも土木建築部どちらにな
るのか。

・予算編成方針において、受益者負担を原則とし、人件費を含めた歳出規模に応じた収入見込額
を計上することとしている。具体的には過去の実績値の平均や特殊要因等を踏まえ、見込み額を
当初予算に計上している。２月補正予算ではその実績見込みを踏まえ、必要に応じて補正を行っ
ている。

・指定管理制度を導入している施設には、使用料施設と利用料金制施設の２種類がある。利用料
金制の施設については、各施設の設置及び管理に関する条例の定めるところにより、指定管理者
がその料金を定めることとし、地方自治法に則った県の指定管理制度運用ガイドラインに基づ
き、指定管理者が施設の運営に直接充当することから、歳入予算には計上をしていない。

・減免について、要件が条例に明記されているものの他、条例第６条の第１項「災害その他特別
な事情があると認めるものに対して減免等を行うことができる」という規定に基づくものがある
が、実際に収入という形で入ってこないため、予算計上されていない。
　６年度決算における使手料の減免額については、条例の規定ごとに分類をしており、該当部局
は商工観光労働部、農林水産部、土木建築部、教育委員会になる。
　６条１項に基づく特任は６年度実績１２８件で、高校総体といった大会の減免が４０件、２，
３７１万３千円、高等教育修学支援制度に基づく工科短大や農業大学校の授業料等が８４件、８
６０万２千円、大分フットボールクラブが１９試合分９，９５７万１千円。ハーモニーランド等
の設置及び管理許可として６，３１１万円、合計で１億９，４９４万６千円になる。
　付則に基づく減免実績は、狩猟関係と技能検定関係のみで合計１，６２４万７千円。このうち
北部九州総体の減免など単年度限りのものを除いて、３年以上継続して減免している状況。
　施設使用の目標の仕様策定、それから減免等については、各部局において対応している。

・大分スポーツ公園の指定管理は公園・生活排水課なので土木建築部が所管になる。



決算概要及び
決算審査

総務部

ＩＣＴ活用業務効率
化推進事業について

・ＩＣＴ活用業務効率化推進事業などに
より、県では生成ＡＩの先進的な実証実
験に取り組んでいる。

・ＩＣＴ活用業務効率化推進事業について、県では生成ＡＩの
先進的な実証実験に取り組んでいると思うが、実証の成果と課
題をどのように見極めており、今後どのように推進していこう
と考えているか。

・生成ＡＩの利用にあたって、セキュリティ上のチェック体制
等は十分議論がなされているか。

・今後とも、著作権侵害や誤情報の取り込み等がないか、セ
キュリティチェック体制を十分働かせたうえで、生成ＡＩの活
用を推進してほしい。（要望）

・実証の課題と成果についてだが、昨年度県では生成ＡＩサービスを初導入し、約８０名を対象
に実証実験を行った。その結果、文章の要約やエクセルで使用する数式の自動作成等で有効性が
確認でき、生成ＡＩを活用できる事務を洗い出すことができた。また、生成ＡＩに入力する指示
文の精度や生成ＡＩのモデルのバージョンによって、業務改善効果が大きく左右されることが分
かった。これらを踏まえ、今年度から生成ＡＩモデルのバージョンを見直し、全庁的に生成ＡＩ
を導入したところ。また、職員の生成ＡＩ活用スキルを向上させるため、研修等を実施し、活用
推進を図っているところ。
　今後は、効果的な活用事例やプロンプトを全庁に展開していく必要があり、生成ＡＩの活用が
得意な職員達でＰＴを構成し、活用事例を展開していく取組を進めていく。

・生成ＡＩのセキュリティ体制について、県が導入している生成ＡＩは、基本的にはＬＧＷＡＮ
という閉域の庁内ネットワークで使用するものである。インターネット上で生成ＡＩを利用する
場合は、各所属長の承認のうえで、デジタル政策課へ職員毎に利用申請し、安全かどうかを
チェックする体制を取っている。
　県では、個人情報や機密情報の取扱い、生成ＡＩが生み出した成果物の真偽や著作権侵害の確
認など注意点を定めたガイドラインを策定しており、職員はそのガイドラインを遵守するととも
に、事前に動画研修を受講するよう取り決めている。
　生成ＡＩの進展は非常に早いため、今後も国の法改正の動きや、新しいサービスの動向を見な
がら、県の生成ＡＩガイドラインの随時改定が必要と考える。

7
県税事務運営につい
て

4
遺贈としての寄付に
ついて

・遺贈について、遺贈そのものを故郷に
送りたいという方々がおり、これを結び
付ける取り組みをしている会社や団体が
ある。

・決算に関する調書の６０～６２ページに、寄附金について一
覧が掲載されているが、いわゆる遺贈としての寄付はどのくら
いあったのか。また遺贈寄付を自治体と結びつける団体がある
が、大分県での取り組みや考え方は。

・（再質疑）各部局で判断しているということは、そちらで聞
いたほうがいいということか。

・遺贈そのものを故郷に送りたいという方々がいて、そのよう
な希望を募って、そのふるさとと結びつけていく取り組みをし
ている会社もあるので、様々な機会をとらえて、情報提供して
いきたいと思う。（要望）

・各部局に確認したが、遺贈としての寄付の受け入れはなかった。寄附金はその活用方法により
それぞれの該当部局で受け入れており、現時点で取り組みを行っている部局はないと聞いてい
る。

・現時点で実績がないということなのでそういう話があればそれぞれの部局で話を聞くというこ
とになる。

5
政策県庁を担う人材
確保・育成推進事業
費について

・有給インターンシップの参加者数が目
標に届いていない。

・教職員の人材不足が課題となっている
ことから大学３年生から教職員採用試験
を受験できるようにしている。

・有給インターンシップの参加者数が目標に届いていない原因
をどう分析しているか。参加者のうち、県庁の採用試験を受け
なかった人の理由は把握しているか、またその分析結果を今後
の人材確保にどう活かすのか伺いたい。

・（再質疑）有給インターンシップ生の処遇についてはどう考
えているか。

・有給インターンシップ生の処遇も学生から選ばれる理由の一
つになる可能性があるため、引き続き検討をお願いしたい。ま
た、教職員の人材不足が課題となっていることから大学３年生
から教職員採用試験を受験できるようにしているところ。そう
いった方達へのアプローチも必要になると思われるので人事課
で実施している事業を部局横断的に広げていき、優秀な人材確
保に繋げてほしい。（要望）

・技術職の採用が非常に厳しい状況の中で、幅広く県外の学生も受け入れるため、学生の負担を
軽減する取組として有給インターンシップを実施している。令和５年度は総合土木職で試行的に
実施し６名が参加、令和６年度は８職種で募集を行い１９名が参加したが、目標の２５名には届
かなかった。その要因としては、昨年度が実質１年目の取組であったことから学生の間で十分に
知られていないことが影響したのではないかと考えている。また、受け入れ期間を３週間以内と
少し長めに設定していることも学生に敬遠される要因であった可能性がある。
　こうしたことから、現在、有給インターンシップの広報活動として行っている各大学のキャリ
ア支援センターの通知や人事委員会のインスタグラムの発信に加え、一人ひとりの学生にしっか
りと魅力を伝え参加に誘導できるよう、卒業生であるリクルーターからの働きかけも行ってい
く。また、これまでの参加者アンケ―トも参考に、受入れ期間などのプログラムの在り方につい
ても再検討したい。
　また、受験に至らなかった理由としては、他自治体や民間企業への就職、大学院への進学など
が考えられる。対策として、大分県庁で働きたいと思ってもらえるよう実際の仕事の面白さや魅
力を最大限伝える工夫をしていくともに、インターンシップ後の定期的なフォローも検討してい
く。

・有給インターンシップ参加者は、会計年度任用職員として採用され、一般の会計年度任用職員
と同等の給与を支払っている。

6

・納税が厳しい場合に相談して下さいと
納付書に書いてある。

・納税緩和制度という選択肢を示される
ことなくクレジットカードで納付するよ
う説明されたという声が届いている。

・納税が厳しい場合に相談して下さいと納付書に書いてある
が、相談者にどのような対応をしているか。

・昨年度及び直近の税務調査は、どの税目でどれくらいあった
のか。その追加徴収額はいくらか。

・（再質問）県民が１２月まで納付を待ってほしいと県税事務
所に相談した際、納税緩和制度という選択肢を示されることな
くクレジットカードで納付するよう説明されたという声が届い
ている。納税者に寄り添う姿勢や、納税者に対する納税緩和制
度の説明が不足しているのではないか。

・滞納整理においては、納税者の個別具体的な実情に即した対応が必要。そのため、納税相談で
は、納税者の話を丁寧に聞き、親切かつ分かりやすい説明を心がけ、個々の生活・事業状況を把
握し、猶予要件への該当可否を適切に判断している。

・税務調査は、主に法人二税、軽油引取税、ゴルフ場利用税、産業廃棄物税などの申告税目で実
施している。
　法人二税は、自主決定法人や不申告法人を対象に調査を行い、令和６年度は５５件の調査で
８，５７５，４００円、令和７年度は２３件で８，４４４，７００円を追加徴収した。
　軽油引取税は、販売店での帳簿調査や免税用途の確認を行い、令和６年度は４７６件の調査で
追加徴収額なし、令和７年度は２６１件で９０，７８４円を追加徴収した。
　ゴルフ場利用税は、利用人員等の調査を行い、令和６年度は９件の調査で１１９，８００円を
追加徴収したが、令和７年度は１件で追加徴収額はなかった。
　産業廃棄物税は、廃棄物の種類や重量等の調査を行い、令和６年度は１４件の調査で１，４４
５，１５５円、令和７年度は７件で３１２円を追加徴収した。
　今後も適正かつ公平な課税を実現するため、積極的に税務調査に取り組んでいく。

・基本的には納税者に寄り添った対応をしているが、本事例では説明が不十分な点があったかも
しれない。県税事務所には、納税者の事情に寄り添い、しっかりと納税緩和制度の説明をするよ
う指導を徹底する。



総務部 10
指定管理施設等運営
対策費について

・施設管理のメンテナンスにかかわる方
は低い賃金で仕事をしていると聞く。

・指定管理施設等運営対策費の事業概要には、指定管理施設に
おける賃金上昇への支援に要した経費とあるが、
①賃金上昇の想定額はどのくらいか。
②賃金上昇の確認はどのように行っているか。
③実際にどのくらい賃金上昇が図られたか。

・持続的に賃金が上がっていく環境を作ることが大切である。
施設管理のメンテナンスに関わる方は低い賃金で仕事をしてい
ると聞く。委託先までしっかりとチェックし、全ての働く方の
賃金がしっかりと上がっていく支援をお願いする。（要望）

・昨年の経費については、近年の大幅な賃金上昇を踏まえ、令和５年度と令和６年度の人事院勧
告の内容をもとに指定管理委託料の増額補正をしたところ。
　委託料の実際の算定にあたっては、基準価格に、令和５年度の人事委員会勧告上昇分の５．
７％から指定管理者負担とした１％を除く４．７％を、同様の方法で６年度は７．６％を県負担
分として、合計１億７３４万円を上乗せした。
　実際に委託料を上乗せしてどのように反映されたかについては、指定管理者との変更協定を締
結する際に、書面にて従業員の賃金引上げに対する意思確認を行い、事業完了後には、提出され
た事業報告書で人件費支出の状況を確認している。
　実際にどのくらい賃金が上昇したかというと、県営住宅の管理代行委託も含めた全体の令和６
年度と令和５年度を比較すると、約１億１，７００万円の増額となった。指定管理事業者におけ
る賃金上昇につながったと考えている。

8
県有財産維持管理費
について

・電気の施設管理などに関しては、技術
職員が監査に同行するようになってい
る。

・先日監査委員事務局から説明があったが、電気の施設管理な
どに関しては、技術職員が監査に同行するようになったとのこ
と。
　入札に関しても、見積もりの金額が適当なのか、質を保つこ
とができるのかということを判断できるように、技術職員が見
積もりを確認することが必要ではないか。

・（再質疑）専門的な視点をもって確認しないとわからない部
分もあると思う。施設管理の質が下がってはいけないので、今
後ぜひ考えてほしい。

・施設管理のうち、清掃や電気工作物保守などの委託契約は、当該施設を管理する各所属で締結
している。その発注に際しては、用度管財課と施設整備課で策定する庁舎管理マニュアルにおい
て仕様や積算が示されており、技術職員による確認がなくとも、一定の管理水準が確保されるよ
うに図られている。
　受託事業者の業務に問題がある等の報告・相談があれば、関係所属と連携して、事業者に是正
を求めるなど、適切に対処していく。
　施設の保全工事では、その執行を土木建築部に依頼して実施しており、技術職員の専門性が確
保されている。

・技術職員による判断を加えるかは、マニュアルを所管する所属での課題と思っているが、いず
れにしろ、仕様に見合った業務が行われているかは、業務報告などを通じて確認していきたい。

9
こころの健康相談事
業について

・メンタル不調者に対しては、職場の仲
間の理解や支えも大事である。セルフケ
アと併せて、職員全体への研修も必要。

・元の職場に戻すのではなく、新しい環
境に移す方が良い場合もある。

・メンタル不調による休職者の職場復帰率はどの程度か。また
復帰後に再度休職したケースはどのくらいあるか。ラインケア
強化や復職支援の手引き作成は評価するが、職場の仲間の理解
や支えも大事である。セルフケアと併せて、職員全体への研修
も必要ではないか。

・ケースによっては、元の職場に戻すのではなく、新しい環境
に移す方が良い場合もあるので、柔軟な対応を検討してほし
い。（要望）

・令和５年度末時点で精神疾患による休職者３６人のうち令和６年度中に復職したのは１６人
で、復職率は４４．４％。復職にあたっては「復職支援制度の手引き」に基づき、療養開始から
職場復帰および復職後のフォローについて、しっかりと所属との連携を図っている。特に、病気
休暇に入ったら、しっかり療養してもらうことが重要で、回復段階に応じて本人においても復帰
準備を主体的に行う。復職前には３か月間の試し出勤を行い、短時間の勤務から徐々に時間を延
長して復職に向けた準備を丁寧に行っている。復帰にあたっては周囲の職員の理解も必要。職場
復帰にあたっては所属とも緊密に連絡をとり、産業医等の面談に所属も参加するなど、支援体制
の強化を図っている。「職場復帰支援の手引き」においても所属の役割を明記し、職場としての
支援体制の理解も進んでいる。
　メンタルヘルスに係る研修を役職や年代に応じて実施しており、だれもがゲートキーパーとな
れるような研修を進め、病気の理解や対応について学ぶ機会を設けている。
　今後も、職員が安心して復帰できる体制に向け、産業保健スタッフによる支援の充実と職場の
理解促進を図っていく。

11
職員住宅管理費につ
いて

・職員住宅の設置戸数と入居状況、今後１０年間の維持管理想
定額、大規模修繕の予定などの現状及び職員住宅の今後の方向
性を伺いたい。

・アパートがない地域については確かに職員住宅が必要だと思
う。職員住宅を改修する際には、今住んでいる方が住んでいて
楽しいと思える住宅にしてほしい。単なる壁紙の張替えなどの
小規模修繕ではなく、若手職員が住みやすい住宅にすることが
重要である。ついては、その職員住宅がある地域を希望する職
員が増えるような住宅に是非してほしい。職員の意見をしっか
りと聞き、働きがいや能率向上につながるような快適な住宅整
備を進めてほしい。（要望）

・知事部局では、勤務地に近いところに住宅を提供する福利厚生の観点から、職員住宅を県内各
地に２５棟、５３０戸設置しており、現在の入居率は５７．６％である。今後１０年間の維持補
修については、電気設備や水道設備などの修繕等で２億２千万円程度が見込まれる。
　県職員住宅の現状、今後の方向性については、平成１７年に策定した基本方針において、原則
として新設は行わず、必要最低限の維持補修にて対応するとともに、入居率が低下し、改善が見
込まれない住宅については廃止することとしている。
　昨年度、県職員住宅の見直しを検討する中で、大分市及び別府市内においては職員住宅を用意
する必要性は乏しいとしたところ。一方で、それ以外の民間住宅が少ない地域については、職員
アンケートにおいて回答者の約７５％が必要と回答したことや、迅速な危機管理事案対応の必要
性から、今後、各管内職員のニーズを把握しながら、内部リフォームや外壁改修などを検討して
いく。
　引き続き、優秀な人材の確保や公務能率の向上に資するよう、必要な職員住宅の維持管理につ
いて、適切に対応していく。

12
豊の国ハイパーネッ
トワーク運営管理事
業について

・豊の国ハイパーネットワークの概要ならびに令和６年度伝送
路維持管理費用の金額、今後想定される伝送路の更新に係る費
用及び将来的なネットワーク形成の構想、今後豊の国ハイパー
ネットワークの設備をどのように維持管理していくか、例え
ば、民間の伝送路に移行していく等をお伺いしたい。

・光ファイバーネットは、悪くなるまでしっかり使っていただ
くのが基本だと思うので、よろしくお願いする。（要望）

・豊の国ハイパーネットワークは平成１５年度に運用を開始した光ファイバーネットワークであ
り、当時の情報ハイウェイ構想に基づき、国の補助金を活用し、県と市町村共同で構築したも
の。行政利用が主目的だが、一部、地域のケーブルテレビ等民間向けにも開放している。昨年度
の伝送路維持管理に係る決算額は、２２，６６３千円。
　平成３０年度に行った調査では、光ファイバーネットワークの劣化は確認されず、一般的な
ケーブルの耐用年数、周辺機器の更新時期等を踏まえ、令和１２年度までは現行のネットワーク
を維持する方針。今後、ネットワークを更新する場合は、数十億円の費用がかかることが想定さ
れる。
　民間の伝送路を使うというご指摘があったが、民間の伝送路への移管よりも維持管理のコスト
が下回っている現状から、経済合理性の観点から、現行ネットワークを使える間は使っていくの
が一番合理的と考える。今後の構想については、国の競争政策の状況や新しい無線通信の技術動
向等を踏まえながら検討する。
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私立学校理工系人材
育成支援事業費につ
いて

・私立学校理工系人材育成支援事業費に
ついて評価はＡである。

・私立学校理工系人材育成支援事業費について、主要な施策の
成果見ると評価はＡである。成果指標は「女子生徒の理系クラ
ス選択率」としている。それはそれで重要な点であると思う
が、この事業を通じて結果として、女子生徒が理工系大学にど
れぐらい進学したのかは把握しているか。

・女子に限らず、理工系人材の育成はこれからの時代重要だと
思う。全国的に女子の理工系進学が非常に伸びている傾向にあ
るので、是非今後もその傾向をつかんでおいていただきたい。
（要望）

・私立学校における女子生徒が理工系大学に進学した生徒数は把握していない。
　本事業は令和４年度から実施している。当初、「私立学校理工系女子育成支援事業」として開
始をしたが、令和５年度からは女子に限らず、男子含め理工系人材を育成することを目的として
実施している。
　具体的には、文理選択を行う前、この事業では高校１年生を対象として、理工系分野の先駆者
である東京理科大学の山本貴博教授や、理工系企業に勤める先輩社会人による講演などを盛り込
み、理工系分野への興味関心を高める取組を進めてきている状況である。
　このように、事業の主な対象が高校１年生ということもあり、その成果指標を「どれぐらい大
学に進学したか」にすると把握するまでに数年を要することから、２年生での「理系クラスの選
択率」を事業の成果指標としている。

15

13
地方消費税清算金に
ついて

・地方消費税の清算基準はかねてより総務省が見直しを重ねて
きたところだが、令和６年度改正の結果、本県における清算金
にどの様な影響があったと推測しているのか。
　過去、知事会からも経済センサスによって正確に都道府県別
の最終消費を把握できない場合は人口の比率を高める方向で清
算基準を見直すよう要望していたが、現段階でも見直すべき点
は残されていないか。

・（再質疑）地方消費税清算金は金額が大きく大分県に対する
影響が大きい。依然として清算基準に改善の余地があるのでは
ないか。地方消費税を最終消費地に正確に帰属させることは非
常に難しいと思うが、清算基準の平成３０年度改正で統計カ
バー率を７５％から５０％に変更したことで、より正確に帰属
されているだろう。インターネット販売や自動販売機による販
売額に関する改正も過去にはあったようだ。また、過去の宮崎
県の決算額と大分県の決算額を比較したところ、人口割合を踏
まえたうえでも宮崎県により多くの清算金収入があった。まだ
改善の余地があるのではないか。

・地方消費税は、国から払い込まれた税額を最終消費地に帰属させるため、消費に関連した、小
売年間販売額とサービス業対個人事業収入額を２分の１、人口を２分の１のウェイトで指標とし
て用い、都道府県間で清算している。
　令和６年度改正では、小売年間販売額とサービス業対個人事業収入額の算定に用いる統計を、
令和３年経済センサス活動調査に更新するとともに、「自動車賃貸業」、「学術・開発研究機
関」の２業種が除外された。この指標の更新に伴い、全国に対する本県の割合が上昇したことに
より、清算金に対する影響はプラスに働いている。
　清算基準の見直しについては、５年ごとにデータを更新しており、その際、最終消費地と税収
帰属地を一致させるよう、清算基準に用いる業種の見直しも行われている。「人口」の比率につ
いては、平成３０年度改正において、すでに２分の１まで比率が高められている。
　今後も国において、これまでと同様に、適宜見直しが行われるものと考えている。

・御指摘のとおり、インターネット販売、百貨店及び自動販売機による販売額は過去の改正で小
売年間販売額から除外された。地方消費税の人口一人当たりの税収は約１．１倍であるため概ね
平均的であるが、引き続き注視していく。

私立学校就職・早期
離職防止支援事業費
について

・私立学校就職・早期離職防止支援事業
費について、主要な施策の成果で見ると
評価はＡとなっている。

・私立学校就職・早期離職防止支援事業費について、主要な施
策の成果で見ると評価はＡとなっている。成果指標は「学校独
自のキャリア教育取組校数」としているが、この事業の成果と
して問うべきは、生徒の早期離職率がどのように変化したかに
あるかと考えるが、その状況は把握しているのか。

・離職率が若干下がっているとのことで、大変良かったと感じ
ている。どこの企業からも早期離職に関する困りの声が多いの
で、企業と連携しながら早期離職防止に何が有効的なのか探り
対応していただきたい。（要望）

・早期離職防止については非常に重要と考えており、在学中に社会的・職業的自立に向けて必要
な基盤となる能力や態度を育む、キャリア教育の充実が重要と考えている。
キャリア教育は、各学校が継続的に実施していくということが大事と考えていることから「学校
独自のキャリア教育取組校数」を指標としているところである。
議員ご指摘の私立学校における就職後３年以内の早期離職率については把握している。直近の変
化であるが、平成３０年３月の卒業生で５０.１％であったものが、令和３年３月の卒業生につ
いては、４６.２％と微減ではあるが減少している。
引き続き、事業を通じて私立学校のキャリア教育の充実等を支援していきたい。
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公社等外郭団体の指
導監督の総合調整及
び指定管理者制度及
び運用の総合調整に
関連して、その行政
効果について

・大分フットボールクラブは県のクラサ
スドームの使用料について２０数年全額
減免されている。

・行政企画課の所管事項に、指定管理者制度及び運用の総合調
整に関すること、公社等外郭団体の指導監督の総合調整に関す
ることがあるが、総合調整の行政効果について聞きたい。
　県の出資法人であり、県職員が出向して業務援助を行ってい
る大分フットボールクラブは県のクラサスドームの使用料につ
いて２０数年全額減免されているが、Ｊリーグ等の試合時、飲
食や物販の出店料をクラブが取っている。使用料が全額減免さ
れているにも関わらず、今年度、さらに出店料を上げたと聞い
ている。
　クラサスドームの使用料を全額減免されている中、出店者の
使用料について、県とクラブと指定管理者などで仕様書等によ
る役割分担を総合調整して、ドームの維持、管理、長寿命化が
図れる使用料の確保が不可欠である。
　昨日も使用料に関しては受益者負担が原則であるとの答弁が
あった。この原則に則っても問題だと思うが、この案件に関し
ては、土木建築部や企画振興部との総合調整が不可欠であり、
現状の問題認識について伺う。

・（再質疑）県出資法人の経営状況報告概要書の大分フット
ボールクラブについて６年度決算状況の売上原価が記載されて
いるが、この売上原価及び問題点及び懸案事項の中に、使用料
が全部減免されていると記載がなく、本来は払わないといけな
いものだという認識が全く出てきていない。毎年１億円弱、こ
れまでを考えると２０億を超える減免が行われている。ドーム
の屋根の開閉部分の発注も即座にやらなければならない案件
で、その財源としても非常に問題がある。
　今年行われたＯＮＥ　ＯＫ　ＲＯＣＫやジゴロックなどの使
用料を県としてどういう方針でやるのか、経済効果が大きなも
のについての使用料をどうするのか、主催者の負担の公平性な
どの問題があるが、問題として認識していないよう感じた。
　使用料にかかわる総合調整について、問題として考えている
のか、見直しを行うのか、総合調整をやる気があるのかについ
て、方向性やスケジュール感の考えがあるか。

・使用料の受益者負担の公平性ということ並びに今後の活用方
法、経済波及効果等を考えると徹底的に考える必要がある。こ
れは企画振興部、土木建築部とも総合調整が必要な案件なので
強く求めたい。（要望）

・指定管理施設、公社等外郭団体の総合調整機能においては、将来ビジョンの作成、賃金スライ
ドの導入など、制度全般の対応すべき事案について調整している。その他、公社等外郭団体の経
営状況などは様々な団体があるので、横串で見ながら経営改善に向けた適切な指導・助言を行う
など、総合調整の役割を発揮している。
　クラサスドームについては、大分フットボールクラブが出店料を徴収していると確認している
が、大分フットボールクラブだけでなく、ドームを活用したイベント時に出店する際に、事業者
から売り上げの一部を徴収するなどして、それぞれのイベントの活動経費などに充てることがあ
る。
　一方で、ドームの実際の使用料については、他県状況なども参考に、県民が利用しやすいよう
設定している。減免が長く続いていることに関しては、施設や団体の所管部局である土木建築部
や企画振興部にて、毎年度適用するかの判断を行っている。
　総務部としては、今後の長寿命化に必要な経費があるので、財務的な視点から確認していきた
い。長期的な長寿命化や施設改修については、施設そのもののあり方を考える中で議論になると
思うが、指定管理者については、より利用者を増やし、活性化させていくなど、現在の運営をど
うしていくのかを考え、実施している。行政企画課としては、それらの活性化に向けた取組につ
いて、所管部局等に助言等を行っている。

・クラサスドームは使用料金制度で行っている。使用料金制度では、減免を行うかは県の所管部
局で判断している。指定管理者側の部分としてどうかというのは若干違う部分があるが、経営状
況報告の中に、実際の収益がどうか、減免がどのぐらいあったか、ということは記載されていな
いため、どういった形で出していくのが良いのか検討したい。
　調整機能の話があったが、クラサスドームはコロナ禍前に比べ、利用状況が戻っていない。以
前は１１０万人ほどの年間利用者がいたが、今は９０万人弱という状況である。まずは利用者を
増やすこと、それに対してどうしていくのかということを、指定管理者側にも指導しているとこ
ろ。
　フットボールクラブについては、累積赤字がまだ出てるという状況である。まずは累積赤字解
消に向けてどうやっていくのか、という点について、担当部局と協議しながら、法人に対しても
早期の累積赤字解消に向け動いていく。

・減免や経営状況報告書についての指摘もあったが、会社としての累積赤字がいまだ解消してお
らず、法人経営として本来あるべき姿までいっているわけではないと認識している。減免をやめ
ることでトリニータが成り立たなくなると元も子もないため、県民会議等、県庁全体でどうして
いくかを考えている。法人の経営があるべき姿までいく必要があることについて、我々も考えて
いるのはご理解いただきたい。
　経済効果の件も、御指摘の通りのところもある。スポーツ振興課を作り、スポーツ施設のあり
方とスポーツ活性化について検討する体制を整え、今まさしく頑張っているところ。

17
こころの健康事業費
について

・オフィス改革が進められる中で、労働
相談や職員のメンタルヘルス相談などに
おけるプライバシーの確保が重要となっ
ている。

・職員のメンタルヘルスケアを実施しているが、相談する職員
のプライバシーの配慮が重要であり、その相談環境が確保され
ているか、またこれまで相談を受ける中でそのような場所の確
保をどう考えているか。

・オフィス改革で個別面談スペースの確保が難しくなる可能性
がある。本館７階の商工観光労働部のフロアでは労働相談ス
ペースの確保が難しいのではないかという話もある。プライバ
シーの配慮を重視しながら、安心して相談できる環境が損なわ
れないよう今後も気を付けていただきたい。（要望）

・メンタルヘルスに係る職員からの相談については、保健師への相談や臨床心理士によるカウン
セリング相談など様々であり、令和６年度の相談実績は、１，０５２件、１日あたりにすると４
～５件の相談となる。
　面談においては、安心して相談ができるようプライバシーにも配慮した環境づくりが不可欠で
あるため、現在、個別の相談室を４か所設けている。相談にあたっては、執務室を通らずに直接
相談室に入れるよう、別途出入口があり、安心して、緊張を和らげて来室できるようにしてい
る。
　今後も安心して相談に来られるよう、相談者の声にも耳を傾けながら、よりよい相談環境づく
りを努めたい。

18
指定管理施設等運営
対策費について

・全国同様、大分県でも最低賃金の引上
げが行われている。

・指定管理施設等運営対策費について、
　変更協定の前後で実際にどれくらい賃金が変わったのか。
　そこで働く人の雇用形態は。非正規が多いと思うが、非正規
も公平に上がっているのか。
　下請けに業務を依頼している場合の賃上げはどのように指導
しているのか。
　最低賃金の引き上げがあるが、賃金が引き上げられているこ
との確認方法は。

・（再質疑）下請けで働く人の賃金について、県から元請けに
指導しているのか。賃上げは原資がなければできない。元請け
に指定管理料を支払うのであれば、下請け、孫請けまでどうい
う形でお金が流れ、賃金があがっていることを確認すべきで、
検討課題である。
　元請け、下請けが関係すると偽装請負もなりがちになる。指
定管理施設の元請けに対し、下請けの管理について指導してい
くのか。

・令和６年度に行った指定管理施設運営対策費については、全体で１億１，７００万円賃上げに
使われているが、職員ごとに個別の賃金が何％上がっているか全ては把握できていない。昨年度
の指定管理施設運営対策費では指定管理事業者における正規職員、非常勤職員を含め補正予算に
計上したもので、下請けの賃上げ分は基本的には入っていない。前年と比べ人件費が上昇してい
ない事業者があったが、個別に確認すると年齢の若返りや配置の工夫等で対応しており、実質賃
金は上がっているということだった。
　今年の９月補正に計上した対策費では、清掃・警備など指定管理事業者から第三者への再委託
の賃金上昇につながるよう対応した。併せて賃金スライドも導入し、必要に応じ指定管理者から
再委託先との契約書の提出などにより、実際に賃上げを行ったか確認することとしている。

・昨年度実施した分は、先ほど回答したとおり指定管理そのものの人件費である。指定管理は通
常は５年間ほどの長期契約で、契約金額の中で人件費に充てるのか、違うところに充てるのか
は、例えば清掃業務などでデジタル化やロボットを導入するなど、指定管理者の創意工夫で判断
するところ。実際におかしな契約を行っていないか等は、実績報告の中で、各担当部署がヒアリ
ング等で確認している。
　行政企画課は指定管理者全体のことや指定管理者の施設利活用に関する評価部会を設け、民間
の委員からも今後の施設の利用促進や運営等についての意見をしているところ。
　今年の９月補正で計上した分では、人件費割合が高い清掃や警備業務等を第３者に再委託する
際の見積もり等を元に賃上げを行うことを確認し協定の見直しを行うので、今後は確認できるよ
うになると考えている。
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21
東九州新幹線等広域
交通事業費等につい
て

機運醸成等に６,６７１千円を支出してい
る。

・これが令和６年度のすべての事業費か。これまでも東九州新
幹線の推進をしているが、その必要性は不明。人口減少や福岡
県等への人口流出など課題がある中、東九州新幹線推進ありき
だと考えるがどうか。

・豊予海峡ルートについて、鉄建公団の調査でルート上に活断
層は確認できないと結論付けているが、ルート上にない事実の
みで、安全性についての言及はない。中央構造線断層帯は１０
キロ先に確認されているが、その影響はどのように考えるか。

・佐藤県政において、どれだけの経費を使ったか。また、令和
７年度の当初予算・補正と含めて教えてほしい。

・豊予海峡ルートと東九州新幹線については、国とも直接話し
合ったが、やはり現実性が薄い。何十年先にできるか分から
ず、私は無理だと思っている。本件に関して多くの県民の税金
を使い、県職員の労力をつぎ込むこと自体がもったいないの
で、中止を求めていきたい。（要望）

〔内部協議〕
・道路や河川の整備、防災減災など県民の切実な要求に対して
十分な予算を付けられていないことが本委員会でも指摘されて
いる中、税金の使い道として東九州新幹線と豊予海峡ルートよ
りも身近な問題を優先すべきだと考えるので、委員会として指
摘すべきである。
・大分第一ホーバードライブについて、経営状況を随時把握す
ることも大事だと思うので、審査意見に入れていただきたい。

・令和６年度決算額６６,７１６千円のうち４０,０００千円は、県内企業から広域交通の推進に
役立てることを希望する寄附があり、令和７年度以降の事業費として使用するため、全額をおお
いた元気創出基金に積み立てたもので、令和６年度の実際の推進事業費は差し引いて２６,７１
６千円。
　これは、全ての事業費ではなく、別途事務費として５０千円がある。
　新幹線については、金沢や福井、長崎など、最近の開業事例を見ても、民間の不動産投資の活
発化等により、目覚ましい発展を遂げており、東九州新幹線の整備は、人口減少下の地方都市に
おいても、大きな経済効果があると認識。
　一方で、地元負担や並行在来線等、様々な検討課題があるため、昨年の地域別説明会等でも参
加者に対し説明しており、整備の意義や効果等と合わせ、その課題についても、引き続き周知に
努める。

・豊予海峡ルートについては、「トンネル建設は十分可能と旧鉄建公団が結論づけた当時の地質
と、大きく変わらない」との報告も受けている。これらの報告は、委員ご指摘の安全性に対する
言及ではないが、今回の報告を受けて、過去の被災事例等を調査し、有識者からご意見をいただ
きながら工法の検討を進めるなど、大規模地震も考慮した安全性の検討もしっかりと行ってい
く。

・広域交通の推進に要した、令和５～６年度２年間の総額は３２,１８８千円。令和７年度予算
の補正見込みと合わせると、８０,９８９千円。

マイナンバーカード
利活用推進事業につ
いて

・マイナンバーカード利活用推進事業について、昨年度のマイ
ナンバーカード申請率が９２．３％となっているが、カードの
失効等の比率は掴めているか。また、ポイント付与基盤の構築
について、大分県版マイナポイントの活用事業所数が１０（目
標値は７）となっているが、少ないのではないか。

・（再質疑）マイナンバーカードについて、マイナンバーカー
ドの交付の資格を喪失した比率などが全国的に公開されていれ
ば、その比率を教えていただきたい。

・マイナンバーカード利活用推進事業について、失効や取り消しの件数を県で把握する制度はな
いが、全体のカード交付枚数からカードの失効や取り消し等の数を差し引いた保有枚数や保有率
については国が公表しており、県でも把握している。大分県におけるマイナンバーカード保有率
は、昨年度末の時点で７９．３％である。
　本事業の主旨はマイナンバーカード保有のきっかけを作ることであり、国のシステムを活用し
て令和４年度から３か年実施してきた。令和４年度は３事業、令和５年度は４事業、令和６年度
は１０事業と拡大してきたところ。県民にマイナンバーカードの利用を促すこと、県の各種施策
の利用を促していくことと、２つの目的が合致した事業である。現時点で約８割の県民がマイナ
ンバーカードを保有している状況になっており、今後は保有のきっかけの創出よりも、行政手続
への活用等、マイナンバーカードの利活用支援や利便性の向上に一層注力していきたい。

・失効や取り消しの比率をピンポイントで把握するのは制度上難しく、数字としては出ていな
い。概算ではあるが、延べの数字である申請率から保有率等を差し引くことで、失効・取り消し
の件数を推察することは可能。

20
情報セキュリティ対
策高度化事業につい
て

・これまで県等のサーバー等への侵入や影響等があったか。 ・情報セキュリティ対策高度化事業については、県と外部のインターネットを繋ぐところにセ
キュリティクラウドというシステムを用いて、通信の監視等のセキュリティ対策を行っている。
日常的に各種サイバー攻撃の兆候は観測しており、昨年度１年間で約６４０万件のアクセスを遮
断している。平成２９年にセキュリティクラウドを導入して以降、庁内への不正アクセスや情報
漏洩といった事例は発生していない。
　サイバー攻撃は多様化、巧妙化しているため、引き続き、セキュリティクラウドをしっかりと
運用していきたい。

22

県立総合文化セン
ター及び県立美術館
管理運営事業費につ
いて

・県立総合文化センターの女性用トイレ拡充について、昨年度
に拡充しているが、大きなイベント等の多くの人が集まるとき
は女性用トイレに行列ができ、解消ができていないと聞く。人
が多く来る際は、一部の階の男性トイレを時間設定を設けて女
性専用にするなど配慮ができないか。
　安心してコンサートなどに集中して楽しんでいただくため、
女性用トイレが混雑しない配慮が必要だと思うがどうか。

・女性用トイレの行列問題について、最近、一般的にもクローズアップされている。今回の改修
により、個室が２２から３２と１．５倍ほどになっており、時間短縮等の一定の効果があった。
御指摘の通り、大規模イベントの時は混雑がある現状であり、この解消については指定管理者で
ある公益財団法人大分県芸術文化スポーツ振興財団と協議のうえ、さらに工夫する余地がないか
検討したい。
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おおいたふるさと納
税推進事業費

・大分県民が個人版ふるさと納税をしたことによる住民税控除
額はいくらか。

・企業版ふるさと納税による税額控除はあるのか。あるなら
ば、その内容は。

・（再質疑）個人版の千件のうち大分県出身者何件したかが把
握できてれば教えていただきたい。ふるさと納税は、地元を出
た方が地元を応援するためのものなので。

・令和６年度に大分県民が他の自治体にふるさと納税をしたことによる本県の県民税控除額は１
４億９，７２６万円。この減収に対しては７５％の交付税措置がなされ、また逆に、他自治体の
住民から本県への寄附による増収もあるため、これらを合わせると、個人版ふるさと納税による
本県の影響額は、約３億円の減収となっている。

・企業版ふるさと納税を行った企業が得られる措置としては、損金算入と税額控除がある。具体
的には、法人税、法人事業税、法人住民税の算定の際には、寄附額の約３割が損金算入され、さ
らに寄附額の約６割が税額控除される制度となっており、最大で寄附額の約９割の軽減となり、
実質的な企業負担は寄附額の１割程度となる仕組みである。

・ふるさと納税については税控除があるので、証明書発行のために現住所については把握してい
るが、出身までは情報を取っていない。

23
地域づくり総合補助
金について

・ニーズを把握し活用しやすい補助金にしていくと説明があっ
たが、評価がＤ評価なので詳しく聞きたい。１各振興局の採択
件数について、２空き家ビジネス活用支援枠を実施してわかっ
た課題、３今後の事業展開

・一般の方が補助金自体を知らないのではないかと不安があっ
たが、広報していくとのことで安心した。
　観光協会、商工会等の団体と連携して活用していく流れにし
てほしい。
　令和５年度、令和６年度に地域の方と一緒に振興局にどのよ
うな案件なら採択されるか聞きにいったが、やはり一般の方が
使うには提出書類が多い、作業になれていない等課題はある。
事務局機能がある団体であれば大丈夫と思うが、一県民が使い
やすいように改善するよう要望する。
　振興局は県民と直接触れ合う貴重な機関。振興局にも一般の
方と関わっていくような場づくりをお願いしたい。（要望）

・女性用トイレの行列問題について、最近、世間一般的にクローズアップされてきているとこ
ろ。今回の改修により、個室が２２から３２と１．５倍ほどにはなっており、時間短縮等の一定
の効果があったと思う。御指摘の通り、大規模イベントの時は混雑が見られることが現状であ
り、この解消については文スポ財団と協議のうえ、さらに工夫する余地がないか前向きに検討し
いきたい。

・令和６年度の各振興局の採択件数は、東部で１４件、中部で２２件、南部で２１件、豊肥で５
件、西部で１２件、北部で１６件、計９０件にとどまり、目標値120件に対してD評価となってい
る。
　総合補助金の空き家ビジネス活用支援枠は、令和４年度から開始しており、昨年度までに１８
件の事業を採択している。課題としては、能登半島地震を踏まえ、空き家の活用に際して、耐震
改修の必要性を認識しており、今年度から、耐震改修を補助対象経費として加えたところ。

・今後の展開としては、交流人口の拡大につながる地域資源の磨き上げを支援するため、新たに
「地域未来創造枠」を設けた。また、各振興局における採択件数の増に向けては、今年度から、
テレビなど広報媒体で、総合補助金の周知を強化して地域の団体からの申請増を図っている。さ
らに、振興局間の定期的な意見交換の場を設け、他地域の採択事例も参考としながら、担当職員
それぞれの申請者の事業構築への支援のノウハウの底上げを図っているところ。

24
空き家対策促進事業
費について

・空き家バンク登録数の未達成の要因について。

・大分県全体の空き家数についてと、危険空き家の件数とその
対応について。

・管理不全空き家の判断基準案について、市町村の活用と効果
について。

・新聞やネット広告による啓発や相談窓口の設置により、空き家バンクの新規登録数は６９０件
となり、一昨年度を９件上回ったものの、移住者、不動産事業者、空き家所有者等への周知不足
により、未達成となった。

・総務省が公表した令和５年１０月１日時点の賃貸・売却用等物件を除く県内の空き家の数は、
５万８千戸。国に危険空き家の要件や定義はなく､件数調査も未実施だが、空き家の除却費を助
成する国の制度により、昨年度は県内１４市町村で、計162件のいわゆる危険な空き家の除却を
実施。
　危険な空き家については、令和５年末の法改正で固定資産税の優遇措置が廃止されたことも含
めて、新聞やＷｅｂ広告等により、所有者の適正管理の啓発を強化。また、利活用推進のため、
移住者による空き家の活用や、飲食店としての活用などに対して支援を行っている。

・管理不全空き家に関する県の判断基準案の提示以降、大分、別府、中津、日田の４市がすでに
判断基準を作成するなど、市町村での対応も進んでいる。各市町村とも、管理不全空き家の調査
はこれからとなるが、土木建築部と連携して技術的支援を行っていく。
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ホーバークラフト利
用促進事業費及び
ホーバーターミナル
おおいた管理運営事
業費について

･９月末の運航状況及び収益状況はどうなっているのか。また、
当初計画と比較してどういう状況なのか。

･利用向上を図るためにどのような対策を運航会社と協議してい
るのか。大分県として独自の対策を考えているのか。また、そ
れは間接的に赤字補填対策となっていないか。

･赤字が膨らむ前に事業断念の判断をすることも重要かと考える
が、今後の展望についてどのように考えているか。

・９月末時点の運航状況は、定期便は約３割の搭乗率、周遊便は約９割の搭乗率になる。収益状
況は、船舶の貸付料や施設の使用料の減免が必要かどうかという観点から、毎年度有識者を交え
た検証を通じて把握はしますが、随時の経営状況は把握していない。県としては、運航事業者と
の協定を踏まえ、民間事業者の経営に関わる情報を県が公表することは差し控えつつ、定期的な
検証を行っていきたい。
 当初計画との比較については、令和２年３月に県が公表したホーバークラフト導入方針では、
年間３０万人～４０万人の利用を想定している。また、昨年７月に運航事業者が公表した内容で
は、１日１５便の運航計画を示している。これらと比較すると、現状の搭乗率である３割は低い
と言わざるを得えない。しかしながら、現在の運航便数は安全を第一に始めており、計画便数の
半分の状況であることから、現時点で適切に評価する段階にはないと考える。

・現在アンケート調査も実施しているが、実際に搭乗した方の９割からは満足したとの回答を頂
いている一方で、往復利用するための増便などを求める声も多くいただく。利用向上について
は、まずは、この２か月間の搭乗率や利用者ニーズを分析し、冬季ダイヤに向けた編成作業を運
航事業者の相談も受けながら進めていく。また、増便については夜間航行が必須となるため、国
等との協議を経て訓練等を行う必要がある。こうしたことで、往復利用ニーズを充足できる便数
が確保できるものと認識。このほかにも、利用者を拡大するために、運航事業者として広報を強
化することや、旅行商品と組み合わせた商品開発も必要だと考える。
　大分県としての独自の対策については、条例に基づき、ホーバークラフトの運航による空港利
用者の利便性向上に加え、ホーバーターミナル周辺地域のにぎわい創出も求められている。この
ため、県で各種イベントを実施するほか、２次交通対策等を検討している。
　これらは県として行う必要があるもので、直接的・間接的問わず事業者への赤字補填とはなら
ないと考える。

・空港アクセス改善のための当該運航事業は２０年間継続し、赤字補てんはしないという基本協
定と双方の信頼関係のもと実施されている中、開始早々の事業断念の意向は、県・運航事業者と
もに一切ない。今後も、県民の足として、安定安全な運航を基本に、利便性向上に向けた増便
や、希少な観光資源としての価値を活かした取組をともに進めていく。

27
自動車運送事業者乗
務員確保対策事業費
について

・バス・タクシー・トラックのドライバーとして、１４０人が
新規採用されましたが、それぞれの目標値と実績値はどうなっ
ているか。また、１４０人の新規採用中、女性は何人いたの
か。

・乗務員確保に係る意見交換及び協議を９回行っているが、協
議の対象、参加者数及び協議内容について教えてほしい。ま
た、協議で出た意見等について、どのように対応していくの
か。

・（再質疑）先日タクシーの乗った時に、タクシーの運転手が
２種免許を持たずにタクシー車両を運転している人が多く、タ
クシーを運転している人からすると不安全かつ違法行為ではな
いのかという話があった。人が不足すると、免許は持っている
が訓練を受けずにホーバーを運転するといったことがあるので
はないかと懸念する。安全第一であればいかなる時でも安全に
運転できることを県として把握するべきだと思うが、どのよう
に考えるか。

・新規採用者の内訳については、バスは目標値１０人に対して実績１０人、トラックは４５人に
対して６４人と目標を達成することができた。一方で、タクシーは９１人に対して６６人と目標
に届かなかったが、タクシーは経験者採用等にも力を入れているため、一定数不足分をカバーで
きていると考える。
また、新規採用者１４０人のうち女性は２１人であり、増加傾向にあるものの、引き続きの対策
が必要である。

・乗務員確保に係る意見交換及び協議については、各交通事業者を個別に訪問し、経営者や管理
担当者だけではなく、現場の採用担当者や女性ドライバーと直接対話し、必要な支援についての
意見交換・協議を行った。女性ドライバーからは「トイレや休憩室等の環境改善が必要」、採用
担当者からは「効果的な自社のＰＲ方法が分からない」といった声をいただいたため、それらの
意見を踏まえ、令和７年度から本事業の拡充を行った。引き続き交通事業者のニーズを踏まえ、
乗務員確保対策を進めていく。

・ホーバークラフトの操縦士は船舶の免許を持っているものが採用されている。加えて、安全性
を高めるために独自の訓練時間を課し、英国のグリフォン社の指導も受けながら認証をもらう取
組をしている。実際は国の管理のもと操縦士の資格等は把握されており、県も安全第一と考えて
いることから、必ずチェックをしていきたい。

28
空き家対策促進事業
費について

・空き家ビジネス活用支援と空き家バンクは制度的に違うの
か。空き家をビジネスとして利用するための補助金は、県外企
業が利用してもよい等、制度面はどうなっているか。

・（再質疑）サテライトオフィスなど、県外企業が空き家を会
社として利用するのも含まれるのか。また、地域で商売すると
いうより、会社、事務所的な活用もよいか。

・ひとつは、総合補助金の空き家ビジネス活用事業があり、地域の賑わいづくり、交流人口拡大
のために、空き家を使って宿泊業や飲食店を始めるといった取組を行うところへの補助。もう一
つは、空き家の利用の事業で、県単独で県内への移住者への改修費等の補助。このほか、空き家
の除却等への支援事業もある。

・空き家を活用した地域の活性化につながるビジネスが対象なので、県外企業の利用も対象。
　空き家を活用するうえで、現行事業としては、店舗の利用や地元のゲストハウスや交流拠点の
整備は補助対象。単なる倉庫、社宅、事業の実態のない支店は対象外。
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29
スポーツによる地域
の元気づくり事業費
について

・県出資法人である株式会社大分フット
ボールクラブの経営に対する監督指導責
任について、経営状況報告概要書の４．
決算状況の５．問題点及び懸案事項に
は、クラサスドームの使用料が２０年ほ
ど全額減免していることについての記載
すらない。

・スポーツイベントを活用した情報発信について、トリニータ
の活用及びトリニータの試合、クラサスドームでの活用実態を
具体的に説明を求める。
　クラサスドームの使用料が２０年ほど全額減免していること
について、原価意識の欠如を指摘せざるを得ず、県の責任が大
きい。ドームの専用使用料は条例で入場料等を徴収する場合の
加算額に基づいており、最も高い席の３００倍を加えるとされ
ていることから、最も高い席の試合の料金設定が大分フット
ボールクラブに抑えられている気がしてならない。この料金設
定も含めて指導あるいは協議は進めているか。

・プロスポーツチーム等を活用した機運醸成の中で、交流人口
の拡大に寄与しているとあるが、ホームゲームの１９試合だけ
でなく全３８試合を活用することも大事ではないか。
　トリニータのシートを買っているが、年間１試合くらいはロ
イヤルシートで見たい。ラグビーやサッカーのワールドカップ
の時もＶＩＰルームは素晴らしく、お金を出す価値があると
思った。トリニータのロイヤルシートは今なくなっており、課
題ではないか。エスコンフィールドの超ＶＩＰ席バルコニース
イートは年間４千万円で、個室で十数人が着席できるように
なっており、ドジャー・スタジアムでは、試合の注目度や対戦
相手によって料金設定が変動している。対してトリニータは、
ホームゲーム１９試合でロイヤルシートが２０席ほどあったと
思うが、１試合２５万円で全額減免している。こういったこと
について関係部局と連携を図り協議して、新しい時代の交流人
口拡大に活用してほしい。（要望）

〔内部協議〕
・大分フットボールクラブによるクラサスドームの使用料減免
など歳入予算に計上されておらず、責任所在が曖昧になってい
る。全額減免の判断基準が非常に曖昧である。減免した金額は
売掛金のように見える化していく必要がある。減免が単年度で
判断され、そのままずるずると行っている。このような緩い取
り扱いは許されないので、担保を取るとか保証金とか、こうい
う部分をどうするか、明確な改善策を出していく必要がある。

・大分トリニータの活用実態について、小学校等への学校訪問を昨年度２５件実施したほか年に
１試合、約３千人の親子を無料招待することにより、子どもたちをはじめとした県民にプロス
ポーツの魅力を身近に感じてもらった。
　また、昨年度は５月のホームゲームを大分県民デーと称して、県観光ブースの出展や県内特産
品の抽選会等を実施し、地域の魅力ある観光資源などを県内外からの来場者に対してＰＲする
他、大型ビジョンを活用して県に関係した様々な情報を発信した。

・クラサスドーム使用料の２０年間減免について、ドームが竣工した平成１３年から使用料の２
分の１を減免しており、債務超過に陥った平成２２年からは全額免除としている。今シーズンの
使用料については、新型コロナウイルスの影響による累積赤字が６千万円赤字計上されており、
早期に解消する必要がある。
　また、昨年１１月に開催された県民会議においても引き続き、県民、経済界、行政の三位一体
でトリニータを支援していくことが決定したことを踏まえ、県としては上位リーグで戦い抜ける
チーム作りが観戦客の増加となり、また健全な経営につながることから、引き続き全額免除を土
木建築部にお願いしたところである。
　この全額免除はあくまでも特例的な取り扱いであり、県民をはじめ、関係者の十分な理解が必
要であることから、県は今後もクラブの経営状況を十分にモニタリングしていく必要があると考
えている。
　使用料の加算金の見直しについて、プロスポーツチームのチケット収入の増加、つまり、各
チームの経営改善につながるための提案と理解している。こちらの加算金規定は、他県の状況を
参考にしながら定められたと聞いている。

30
ホーバークラフト利
用促進事業費につい
て

・ホーバークラフトについては、関係者の苦労の中で大分空港
便も就航したが、便数が少ないことから、片道利用に限られる
ケースが多いのが実態。ホーバーターミナルへのバスの手配は
しているようだが、利用者の便宜を図る上では、エアライナー
を西大分のホーバーターミナルに立ち寄らせることがより合理
的と思うが、どのように考えるか。また、バス関係者の声を聞
いたときに、利用者からバス会社に声が挙がると、経営者も検
討するのではないかとの意見を伺ったが、バス会社等から何ら
かの議論の投げかけはなかったか。

・ホーバーに関するエアライナーとの連携については、片道で
ホーバーを使ったが、帰りの便でホーバーが動かない、もしく
はホーバーの時間に間に合わない時はホーバーの利用を諦めな
ければならない。それをなくすためにはエアライナーを立ち寄
らせる。新川までは戻るので、もう少し足を伸ばす。そうする
ために、何人の乗客があれば赤字を出さないといった議論を
しっかりすればより利便性が高まると思う。是非交通事業者と
しっかり議論をしてほしい。（要望）

・現在、県では、ホーバーターミナルから大分駅までの２次交通のニーズ等を検証するため、無
料シャトルバスの実証運行を行っている。現在の利用状況は１便あたり８名で、ホーバー利用者
の約３割に相当する状況であることから、大分駅までの２次交通に対するニーズは一定程度ある
と考えており、その最適な手段を検討していく必要がある。
　ご提案いただいたようなエアライナーを西大分のターミナルに立ち寄らせることについても、
主にホーバークラフトの片道利用者などにとって、利便性は高まるものと考えている。
現状ではバス会社から県へのアプローチはないが、現在実施している利用者アンケート調査の結
果を踏まえ、具体的な導入可能性について、今後、交通事業者とも協議をしていきたい。
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福祉保健部

・健康アプリあるとっくについて、以前の歩得との違いは何
か。アクティブユーザーを増やす機能とは。

・以前の歩得には、年代ごとの順位表示があったが、新しいあ
るとっくは地域の順位表示だけになっている。利用者の楽しみ
を増やすため、今後の機能拡充を要望する。（要望）

・新アプリでは、健康チェック機能を充実させ、毎日の睡眠や野菜摂取などの生活習慣を記録で
きる機能を追加し、健康的な生活習慣の定着を図っている。また、歩数等で貯まったポイントを
使うことで、スポーツジムの無料体験など、協力店で様々なサービスを受けられるほか、県産品
が当たる抽選に応募できるようになった。
　このようにポイントで得られる特典がインセンティブとなり、さらに歩いてポイントを貯めよ
うと行動を促す仕組みになっている。
　加えて、季節ごとの健康管理等に役立つコラムの配信や、職場対抗戦などのイベントを開催し
ている。こうした取組によりアクティブユーザーを増やすよう努めている。

31
公共交通ＥＶ車両導
入支援事業

・主要な施策の成果の当該事業の成果欄に、ＥＶ車両に関する
航続距離、耐用年数、費用対効果の実績データが少ないことか
ら導入が進まず、目標を達成することができなかったとある。
この事業で１台の大型ＥＶバスが導入されており、今後の方針
にもあるが、車両の運用状況についての分析などは、今後どの
ようにデータ収集・分析し、公表していく予定か。また、それ
らを踏まえて、今後の導入支援事業にどの様に繋げていく予定
か。

・ＥＶ車両については、教育委員会の審査でも議論があり、支
援学校のスクールバスの導入にあたって航続距離や価格が高い
といった課題があり、ＥＶ車両を選べなかったということだっ
た。航続距離はどうしてもＥＶ車両を使った時に気になるとこ
ろではあるし、そういったものがどのくらいの能力を発揮して
いるのか。技術的には進歩すると思うが、その状況も含めてい
ろんな会社から情報を集め、実際に走らせる中でどのような能
力が発揮できているかをしっかり掴んでいただきたい。また、
県内部の部局間で情報共有できるようお願いしたい。（要望）

・ＥＶバスの導入については、バス事業者の車両更新時期の都合や、導入効果の実績データが少
ないことから、これまで導入が進んでこなかったが、今年の３月に、大分バス株式会社において
県内事業者初となるＥＶバスが導入された。 導入から半年が経過し、当該ＥＶバスの性能や効
果にかかる実績データを大分バスで分析しているところであり、分析結果が分かり次第県から各
バス会社にも横展開していく。
　また、国においても、令和８年度から自動車税の種別割と重量税を減免する特例措置を設ける
方針が報道で発表されたところであり、今後全国的にも導入が加速されるものと考えている。大
分バスのＥＶバスは、静かで振動もなく快適な乗り心地と、可愛らしいラッピングと合わせ、利
用客にも大変好評。
今後も各バス会社に導入を積極的に働きかけていきたい。

32
ホーバークラフト利
用促進事業費につい
て

・２０年間経営の赤字補填はしないという答弁があったが、そ
のためには経営状態について県は常に把握しておくべき。これ
は、これまで３９年間以前にホーバークラフトが経営破綻した
時の大きな教訓。今後はどのような形で随時検証と経営把握を
していくか。

・２０年間減免すると大体４０億円だったと思うが、ホーバー
（船体）と施設利用料の減免は正式に年間及び２０年間でどれ
くらいか。

・当初計画では年間３０万人から４０万人の計画だったが、実
際は１年４ヶ月遅れて今年の７月から始まった。本来、開業後
は人気で増えると思うが、実際の搭乗率は３割で、それを３０
万人、４０万人にしていくには容易なことで増えるものではな
い。県としてどのような方向性を考えているか。

・冬までに増便を考えていると報道されているが、それについ
てどの程度状況を掴んでいるか。

・（再質問）年間約２億円で、２０年間で約４０億円という金
額は大きい。途中で経営破綻したという理屈は絶対通らない。
１年に１回も大事だが、経営状況を随時把握することは絶対に
必要。利益が出なければ会社が成り立たないので。県の責任と
してそこまで含めて考えるべき。上下分離という状況で県はそ
の部分で責任を果たすべき。経営に対するアプローチについ
て、第三者委員会とかではなく県として常に連絡を取っている
か。

・騒音調査を実施しているが、近隣のマンションや会社などか
ら騒音の苦情は来ているか。県としてどのように対応している
か。

･プロペラで近隣に飛沫が飛ぶという話を聞いており、適切な対
応をしなければならないと考える。
･経営の問題については毎日調査が必要と言っているわけではな
い。半年に１回ぐらい訪問して経営状態をしっかり聞いてほし
い。県のお金を無駄にするわけにはいかないのでしっかりと検
討してほしい。(要望)

・経営状況については、船舶の貸付料や施設使用料の減免が必要かという観点で、毎年度有識者
を交えた検証を通じて把握している。把握の仕方は運航実績や収支実績が出る年度末に行うこと
としており、随時の経営状況は把握していない。運航事業者からのデータをもとに今年度も検証
を行っていきたい。

・減免金額は、施設に関しては年間約５,６００万円。船舶に関しては、３７億円の整備費用を
２０年間で単純に割り戻し、単年度で１億８,５００万円、合計は約２億。

・搭乗率３割の向上に向けて、運航事業者が安全第一で進める中、利便性を向上して搭乗率を上
げてほしいと考える。そのため増便やダイヤの最適化が利便性向上につながり、リピーターを増
やし搭乗率が上がると考える。ダイヤの編成等に関わる相談に我々も入っていく。運航事業者が
商品造成等を行う一方、県としても商工観光労働部の商談会などあらゆる機会を利用してホー
バークラフトの認知を広げていきたい。

・今後の増便について、冬の航空便のダイヤ接続や運航データ分析を行い、搭乗率などを考慮し
てダイヤを編成していく過程で、これからの作業になる。この編成作業に関して県も一緒に考え
ていく。

･ご指摘のとおり、経営に対する把握について、県民の貴重な財産を貸し、空港アクセス改善事
業を２０年間安定して行うため、運航事業者の経営状況はしっかりと把握していく。
　この把握については、外部の有識者に入ってもらい専門的な見地から経営状況をしっかり見る
ということで考えており、単年度ではなく長期的な推計なども併せて見て、事業運営が適正に行
われるかを確認する。
　日々の運航・経営状況を逐一把握するのは難しいが、運航事業者と密に連携を取って把握に努
める。

・騒音や飛沫の心配については、運航を始める時に国東及び西大分側ともに説明している。両地
域からは騒音や飛沫による被害の心配をいただき、県は騒音調査や飛沫の調査を実施し、今後も
継続したい。騒音に関しては訓練時の騒音調査を実施したところ一定の基準の範囲であり、地域
の方々に結果を伝えたが、特にご心配の声はなかった。今後は夜間航行も始めるが、夜間は基準
が厳しいので調査は継続していきたい。
　飛沫の調査についても同様に実施をしている。訓練時の調査に加えて定期運航の中でも調査を
していく。気象海象の状況によっては風向きにより飛沫の影響を受けるという声もある。このよ
うな声を丁寧に聞きながらしっかりと調査を進めていく。

33
みんなで進める健康
づくり事業について
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34
みんなで進める健康
づくり事業について

・食の環境整備について、うま塩、もっと野菜のために具体的
にどんな事業に取り組んだのか。

・（再質疑）以前豊後高田市で豊後高田だしの開発や販売促進
に携わった経験がある。しかし、こうした取組を行政主体で進
めると、数年間は意欲的に取り組むものの、徐々にトーンダウ
ンしてしまう傾向がある。
　今後も常に新しい取組を模索し、効果的にアピールできるよ
う努めてほしい。もし、次の具体的な施策で考えていることが
あれば教えてほしい。

・昨年８月の野菜の日の取組では、食品関連企業や市町村と連携して、県内各地のイベントで野
菜摂取量の測定コーナーを設け、幅広い年代の方に測定してもらうとともに、結果をもとに管理
栄養士等がアドバイスを行うことで、健康意識の向上を図った。
また、スーパーや飲食店に対し、食の健康応援団への登録を働きかけ、減塩や野菜たっぷりの弁
当・惣菜の提供を拡大するとともに、１０月にはキャンペーンを実施し、うま塩弁当の普及に重
点的に取り組んだ。加えて、企業や栄養士会と連携して、うま塩やもっと野菜のレシピを作成
し、SNS等での情報発信により意識醸成を図ってきたところ。

・食の健康応援団として、県内５７５店舗を登録。これらの店舗では、カロリー控えめや減塩メ
ニューを提供するなど、健康に配慮した工夫をしている。それぞれの店舗が独自に進めている取
組について、あるとっくでの紹介や、それ以外にも様々なキャンペーンを通じて広く情報発信
し、登録店舗が継続して活動できるよう工夫していく。

35
みんなで進める健康
づくり事業について

・若い世代の健康づくりについて、実態として改善されたとい
う数値はないのか。

・県民健康づくり実態調査の結果によると、１回３０分以上軽く汗をかく運動を週２日以上、１
年以上実施しているものの割合は、平成２３年と令和４年で比較すると、２０代、３０代では、
男性は３０ポイント以上、女性は１０ポイント以上増加しており、大きく改善がみられる。
　若い世代で運動習慣の定着がさらに進むよう、あるとっくの利用拡大に努めていく。

36
備蓄物資管理費につ
いて

・備蓄物資の主な物資はどのような種類なのか教えてほしい。

・（再質疑）災害物資のうち、アレルギー対応食品が含まれて
いるのか、また、県にどれくらいのアレルギー疾患を持つ人が
いるのか、もしわかれば教えてほしい。

・主な備蓄物資は、アルファ化米やレトルトカレーなどの食料や飲料水、毛布、携帯トイレなど
の生活用品のほか、配慮が必要な方へのおむつや生理用品、段ボールベッドなど。

・現在備蓄しているアルファ化米やレトルトカレーは、アレルギー対応食品である。

37
備蓄物資管理費につ
いて

・報道で、地域防災計画の改定で今後は備蓄状況を毎年公表す
るといわれていた。いつ公表するのか。

・災害対策基本法の改正により、県と市町村は、毎年、その年の備蓄状況を１２月末までに公表
することとされたところ。
　なお、今年の備蓄状況については、来年７月１日までで差し支えないとされていることから、
それまでに公表したい。

38
災害時要配慮者支援
事業費について

　 ・現時点での個別避難計画の作成率を教えてほしい。

・令和７年度より、支援強化事業として福祉避難所の連携体制
を構築するという計画のようだが、具体的なスキームを教えて
ほしい。

・（再質疑）福祉避難所の連携体制について、グループ連携で
の避難訓練の実施状況と、今後の実施計画の有無を教えてほし
い。

・在宅で医療ケアを必要とする方の中には、災害時に避難が困
難な方が多数存在する。以前の確認では、県としてこれらの対
象者の数を正確には把握していないとのことだった。レセプト
情報などを活用し、しっかり把握してほしい。
　避難所において、これらの要配慮者が共同生活を送ることが
本当に可能か、具体的に検討してほしい。避難所に避難した方
が酸素ボンベを使用していた際、本人が交換方法を知らず、施
設職員も対応できなかった事例があった。このような個別具体
的な状況への対応が重要である。
　上記のような課題を視野に、関係者や医師会を含めて協議を
実施してほしい。（要望）

・個別避難計画の作成率は本年４月１日時点で４９.０％。

・災害時に、確実に福祉避難所の開設・運営ができるよう、地域の福祉施設がグループを形成
し、避難者や職員の相互受け入れ、施設利用者の移送など、複数施設による実動訓練の実施に対
して支援。
グループに対して、訓練用物品の購入や講師謝金、資料作成費など、５０万円を上限に支援す
る。

・今年度、大分市、中津市、津久見市の３グループでの実施を計画している。
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県立病院負担金につ
いて

・県立病院負担金の意義と増額してきた経過について説明いた
だきたい。また、今後も増額が必要ではないか。

・答弁いただいたように、国に向けての働きかけも強めていた
だきたいと思う。（要望）

・県立病院は、独立採算制を基本としているが、救急医療や周産期医療、感染症対応など、採算
性は低いものの県民にとって欠かせない政策医療を担っている。安定的な医療提供体制を確保す
るために、これらの診療に係る収入のみで賄いきれない費用等について、地方公営企業法に基づ
き一般会計で負担している。
近年では、長引く物価高と人件費の上昇等による経営状況の変化などを踏まえ、負担金を増額し
てきており、６年度当初予算では２．８億円の増、今年度はさらに２．７億円の増となってい
る。
　今後も、必要な医療体制が維持できるよう、社会情勢や経営状況等を踏まえ、負担金の額を引
き続き考えていきたい。併せて、国に対して、物価や賃金の上昇に応じた臨時的な診療報酬の改
定や緊急的な財政支援を要望していくほか、国庫補助金等の積極的な活用により可能な限り支援
を行っていきたい。

41 病児保育について

・スマホで空き状況が確認でき、予約もできるなど、利便性が
よいため、感染症が流行した時には集中すると思うが、ニーズ
に応えられているのか。

・（再質疑）保護者としては体調の悪いこどもを慣れない場所
に預けることに抵抗を感じるケースが多いのではないか。こど
もにとっても負担が大きいと考えられる。
　こどもの体調が良いときに保護者と一緒に施設を訪れ、慣れ
る機会を設けるなどの対応ができれば、いざという時にも安心
して預けられるようになるのではと考える。何か見解や取組が
あれば聞かせてほしい。

・県内病児保育施設の昨年度の平均稼働率は３８％であり、月別に見ても約５５％が最も高く、
感染症の流行期など利用者の急増にも対応できるよう定員数を確保しているところ。こどもの急
な体調不良の際にも、安心して利用できる体制を確保しており、引き続き、市町村と連携しなが
ら、子育て世代の仕事と育児の両立を支援していく。

・健康なこどもが病児保育の場に来ることで、逆に病気をもらってしまうリスクも考慮する必要
があるため、困難だと考えている。しかしながら、今後、関係者から事情を聞いてみたいと思
う。

39
障がい者工賃等向上
支援事業について

・主要な施策の成果の評価がＢとなって
いる。

・近年の賃金上昇率に見合うだけの工賃向上を果たせていない
のではないか。

・受注額の適正な価格転嫁など、確実に工賃改善効果が反映で
きる方策を検討すべきではないか。

・（再質疑）工賃向上への支援策が多岐にわたる分野で導入さ
れていると聞き安心した。障がい者活躍日本一を目指す本県に
とって、平均工賃は客観的指標として非常に重要である。
様々な分野で機会を創出することは重要である。事業者に収益
が残る取組、高付加価値な事業の創出も必要ではないか。岩手
県のヘラルボニーのような取組が本県でもできないかと考えて
おり、そのようなところとのコラボレーションやマッチングを
通じて、収益性の高いビジネスを創出できる可能性がある。先
ほどの報告でマッチングの事例が少しあったが、具体的にどの
ような事例があるか、教えてほしい。

・令和６年度の平均工賃月額は、目標の２５，９６９円を４０８円下回る２５，５６１円となっ
たが、令和５年度からは８６円上昇した。
これは、原材料費の高騰などがあったものの、データ解析等の高単価業務の拡大やコロナにより
減少していた販売機会が徐々に回復してきたことに伴う収入増などによるもの。しかしながら、
近年の賃金上昇や物価高騰等を踏まえると、今後は、目標達成に向けた更なる工賃向上が不可欠
であると認識。

・今年度から、業務拡大や新規分野への進出を後押しするための助成制度を創設。既に、想定を
上回る申請が上がってきており、ＩＴや草刈り業務など、工賃が高い分野も多く含まれている。
加えて、ご指摘の適正な価格転嫁も大事。このため、現在、共同受注センターを中心に、受注業
務の内容に応じた単価表の作成を検討しているほか、来月には、価格転嫁や価格交渉に向けたセ
ミナーを開催する予定。
　今後も、こうした取組を通じて、工賃向上を図る就労継続支援事業所をしっかりと支援してい
く。

・ヘラルボニー主催の国際アートアワードにおいて、今年、県内の作家が初めて受賞した。この
受賞を機に、トヨタとのコラボレーションによるラリーカーのデザインや、スカーフなどの商品
化が進むといった好事例が生まれている。そのほかにも注目されるアーティストは多数存在す
る。
　こうした状況を踏まえ、今年度から作品の商品化に向けた取組を開始した。現在アミュプラザ
大分で開催中の県内アーティストによる作品展示・販売会は、開始から３週間余りで、順調な来
場者数を記録している。これにより消費動向やノウハウの蓄積を現在進めているところ。今後
は、この分析結果を基に実際の商品創出につなげていきたい。

40
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42
障がい児通所給付費
等県負担金について

・県教委の資料によれば、特別支援学級
に在籍する自閉症・情緒障がいのこども
が令和２年１，２４８人から令和７年
２，４８１人と５年間で約１，２００人
も増加している状況。グレーゾーンも含
め、障がいをもつこどもが増えている状
況で、放課後等デイサービスが居場所と
なっていると考える。

・障がい児通所給付費等県負担金において、放課後等デイサー
ビスに要した金額はいくらか。

・令和４年度、５年度、６年度の県内の放課後等デイサービス
の数と通所しているこどもの延べ人数は。

・支援の質が低い事業所や適切な支援を行わない事業所が増え
ているとの指摘もあるが、開業後の課題について、人材確保や
質の向上、保護者とのコミュニケーションなど、どのように支
援を行っているか。

・（再質疑）障がいを持つこどもの保護者からは、希望しても
放課後等デイサービスに入所できないという問題が指摘されて
いる。放課後等デイサービスには、６歳～１８歳と幅広い年齢
層のこどもが利用しており、その中で強度行動障害を持つ高校
生などが、小さなこどもと同じ空間で過ごすことへの不安があ
るという保護者の声も聞かれる。
　こうした状況から、中学生・高校生、あるいは高校生のみを
対象とした放課後等デイサービスの開設を求める声もある。ま
た、一部の事業所では、地域との交流を積極的に行っている例
があり、保護者としては、こどもたちの将来の社会参加のため
に、地域と交流を持つ放課後等デイサービスの拡充を望む声も
ある。
　障がいを持つこどもの居場所について、県としての今後の展
望を聞かせてほしい。

・令和６年度障がい児通所給付費等県負担金２５億７，３３７万７，５５２円のうち、放課後等
デイサービスに要した費用は１６億３，７３４万４，９８６円。

・各年度の事業所数及び年間延べ利用者数は、令和４年度が２４２事業所で約３万５千人、令和
５年度が２６３事業所で約４万１千人、令和６年度が２９４事業所で約４万５千人と事業者数、
利用者数ともに増加傾向である。

・開設後３か月を目途に現地での個別指導等を行うほか、年１回、オンラインでの集団指導や経
験の浅い療育担当職員向けの事例検討研修を実施。
　加えて昨年度は、事業所の増加を踏まえ、特に事業所の多い１０市町を直接訪問して、地域ご
とに事業所が抱える課題の共有や対応策についての勉強会も開催したところ。
　委員ご指摘の人材確保や保護者とのコミュニケーションなどの課題についても、この勉強会で
情報共有を図った。
今後とも質の向上等に向け、きめ細かな事業者指導に努めていきたい。

・放課後等デイサービスへの入所を希望しながらも叶わない方がいる状況は認識しているが、地
域間格差の問題もある。都市部には事業所が集中する一方で、過疎地域では利用を希望するこど
もがなかなかサービスを受けられない状況が見られる。
　県障がい者計画においては、各市町村の需給量を考慮して指定していく方針としており、各市
町村と協議しながら希望するこどもが利用できる体制づくりを進めていく。
　また、強度行動障害への対応も重要な課題である。令和６年度報酬改定で強度行動障害に対す
る支援を重点的に行う事業所に対する加算制度が新設されたことを受け、専門性の高い人材の育
成に努めていく。
　地域との交流についても、今後、集団指導等を実施する中で、好事例の横展開を図っていく。

43 民生委員費について

・民生委員児童委員の現状及び課題、欠員状況、１２月改選に
あたって要員確保への対応についてお尋ねする。

・県独自の報酬を支給する考えはないか。

・民生委員は地域において重要な役割を担っており、一人暮ら
しの方や、仕事と両立されている方もいるため、現状をしっか
りと把握し、適切な対策を講じてほしい。（要望）

・本年４月１日時点で、県内の民生委員の定数２,９９３に対し充足率は９７.９％で、６３人の
欠員が生じている状況。定年年齢の引き上げや民生委員活動の業務負担の増大等により、担い手
確保が年々厳しくなっていることが主な要因。
　１２月の改選に向けて、民生委員ＯＢによる新任委員へのサポートや、タブレットの活用によ
る業務効率化などに取り組む市町村等に対し、今年度の新規事業によって支援することとしてお
り、現在１５の市町に交付決定を行ったところ。
　また、働きながら活動する民生委員もいるため、企業・団体への協力依頼のほか、退職予定の
自治体職員に向けた周知も行うなど、確保に力を入れている。

・民生委員には、市町村を通じて、交付税措置される年間６０,２００円の活動費を支給してい
るほか、民生委員協議会の運営費や、民生委員協議会長の活動費に対して、県費で助成してい
る。
　県独自の上乗せは考えていないが、活動費単価はここ５年据え置かれており、国に対してその
引き上げを要望している。

44
医師充足対策事業
（医師）

・大分県内の医師は充足されているのか。また、小児科が特に
少ないのではないか。どの診療科が不足しているのか、医師確
保のための対策についてお尋ねする。

・医師不足、特に小児科医の不足は深刻である。私自身、こど
もを連れて受診した際に長時間待たされることが多く、これが
現状だと認識している。小児科に限らずだが、命を守るという
観点から、力を入れて取り組んでもらいたい。（要望）

・大分県内の令和４年末時点で人口１０万人当たりの医師数は２９７．９人と、全国平均の２６
２．１人を上回っており、県内の地域中核病院の医師充足率は９５．１％。一方で、医師少数区
域の西部医療圏など医師の地域偏在は依然として解消できていないことから、自治医科大学や大
分大学地域枠により地域医療を担う医師を養成しているところであり、現在６６名が地域中核病
院等で診療にあたっている。
　また診療科別に見ると、特に不足している小児科医、産婦人科医、救急科医について、研修資
金貸与制度により、これまでに小児科医３４名をはじめ計１４８名の医師を確保したところ。
　今後も、大分大学医学部、市町村、地域中核病院等関係機関と連携を図りながら、医師の確保
に取り組む。

45 老人クラブについて

・高齢者の生きがいの高揚と社会参加を促進するため、社会奉
仕活動を総合的に実施する老人クラブの活動経費や、高齢者が
安心して生活できる地域づくりを推進するための友愛訪間活動
に要する経費の一 部に対して助成したとあるが、大分県内の老
人クラブの現状と課題、今後の対応についてお尋ねする。

・老人クラブについては、イメージアップと参加しやすさが図
られるような工夫をお願いしたい。（要望）

・県内の老人クラブは、令和６年度末で１，１３４クラブあり、会員数は３９，３４８人となっ
ている。コロナ禍前の令和元年度末と比較すると５年間でクラブ数は約２割減、会員数も約3割
減少しており、それに伴うクラブ活動の低下が課題となっている。
　そのため、県や関係団体で構成する老人クラブ会員増強推進協議会を設置し、会員数の減少に
歯止めをかけるための取組に力を入れている。具体的には、ｅスポーツを導入することで活動の
活性化を図るクラブが出始めているほか、豊後大野市では、老人クラブからシニアクラブ豊後大
野連合会と名称を変更したことで、会員から明るく前向きとなったという声も上がるなど、イ
メージアップを図ることができたクラブもあり、今後の新規会員の確保が期待されているとこ
ろ。
　今後も関係機関と連携し、会員増強に向けた取組を推進していく。
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・令和６年度の重度心身障がい者医療費給付事業の助成実績は、県内全市町村に対し、９億３９
８万５千円。補助割合は中核市に対しては４分の１、その他の市町村は２分の１を県負担として
いる。医療費の本人負担分について助成を行った市町村に対して補助を行うことにより、重度心
身障がい者の医療費負担を軽減することができた。

46
放課後児童対策充実
事業費について

・大分県の最低賃金は来年１月から８１
円引上げの１，０３５円となるが、この
改定により加配（補助）指導員の時間給
は改定されるが、主任指導員の固定給は
改定されないようである。

・県として、最低賃金改定に伴い、どのような対応を考えてい
るのかお尋ねする。

・主任指導員は、責任が重大であると同時に多岐にわたる業務
をこなしている。しかし、健康保険への加入などで手取りが少
なくなる現状がある。こどもたちの健全育成を支える上で、県
としてこの状況をしっかりチェックし、支援できる部分は尽力
していただきたい。（要望）

・今回の最低賃金の改定を受け、市町村では適切に対応されるものと思われるが、県としては、
その必要な財政支援を行う。
　なお、放課後児童クラブは、国が定める基準額に基づき運営されるものであり、その基準額は
毎年、賃金改定等を踏まえた見直しがなされているものと考えている。

47
重度心身障がい者医
療費給付事業につい
て

・市町村補助実績及び補助割合、成果について教えてほしい。

障がい児発達支援早
期利用促進事業につ
いて

・令和６年度の障がい児発達支援早期利用促進事業の助成実績は、対象児のいる１５市町に対し
４２４万５，０９６円。補助割合は中核市に対しては４分の１、その他の市町村は２分の１を県
負担としている。児童発達支援等のサービス無償化を行った市町に対して補助を行うことによ
り、保護者負担軽減と発達障がい児への早期支援が図られた。

・市町村補助実績及び補助割合、成果について教えてほしい。

48

49

・市町村補助実績及び補助割合、成果について教えてほしい。 ・令和６年度の補助実績は全市町村に対し６億５千４９１万９，４９３円。全ての３歳以上児の
保育料を免除する国の幼児教育無償化に合わせ、市町村とともに第２子以降の３歳未満児の保育
料を全額免除することで、多子世帯の経済的負担の軽減が図られ、理想のこども数の実現の一助
となっている。

大分にこにこ保育支
援事業費補助金につ
いて

50

51

・令和６年度の実績は、大分市に対し３，９８４千円。不妊治療の補助は、妊娠・出産を望む
方々への経済的負担の軽減に繋がっている。不妊治療費等助成事

業について

・市町村補助実績及び補助割合、成果について教えてほしい。

・市町村補助実績及び補助割合、成果について教えてほしい。

・市町村補助実績及び補助割合、成果について教えてほしい。

・（再質疑）市町村への補助金について、負担割合が４分の１
と２分の１で異なっているが、サービスそのものは県下全域一
律に提供されている。大分市は５事業で５億４，５１０万円を
負担しており、もし補助率が一律であれば、この財源を他の子
育て支援事業に充てられたのではないか。
　大分市内の公園は、草刈りが行き届いていない箇所が見られ
る一方、別府市に新しくできた公園はとても整備されており、
子育て世代の方がたくさん訪れている。そういった施設がある
地域には子育て世代が移り住む傾向もある。
　子育て満足度日本一を掲げるのに、中核市の大分市への補助
率が４分の１という現状が、総合的な子育て環境の向上を阻害
し、地域間の不均衡を生じさせているのではないか。県として
の総合的な判断をどのように考えているか、部長に見解をお尋
ねする。

・こどもは国の宝という観点からも、政令市や中核市といった
区分に関わらず、国に対しても十分な財源措置を講じるよう強
く求めていくべき。県としても子育て満足度日本一を目指すと
いう目標を掲げる以上、また、知事は大分市長経験者でもあ
り、中核市である大分市が人口減少を食い止めるダムとしての
役割を果たすよう、率先した取組が求められる。これらの課題
解決には高度な政治的判断が求められると思うが、この点につ
いて県に強く要望する。（要望）

・令和６年度は、県内全市町村に対し、２億９，６５７万８，６６４円を補助した。補助割合
は、中核市が４分の１、その他市町村が２分の１となっている。ひとり親家庭等に対して市町村
とともに医療費の一部を助成することにより、医療機関での窓口負担は、児童は無料、その親は
１回５００円となっている。このことにより、ひとり親家庭等の健康の保持及び生活の安定が図
られた。

・子育て満足度日本一の実現の取組については、安心・元気・未来創造ビジョン２０２４及び大
分こどもまんなかプランで位置付けており、その進捗は１１項目の指標の総合順位で管理してい
る。最新の指標の総合順位は全国７位となり、前年の１５位から大きく伸展することができた。
その要因は、この地域で今後も子育てしていきたいと答えた３歳児を持つ母親の割合や将来の夢
や希望を持っていると答えた中学３年生の割合など複数の項目で昨年の順位を上回ったこと。
　今後は、指標の順位が低迷している男性の家事・育児への参画の改善に向け、共育ての推進に
力を入れるなど、引き続き、子育て満足度日本一を目指していく。また、これは都道府県単位で
比べているものであり、県内における市町村間の競争となっているものではない。

・補助率は、大分市の中核市移行時の経緯と協議に基づき設定されている。中核市は、その他の
市と異なり、保健所や児童相談所の設置ができるなど、権限が強化されていることや財政力や他
の市町村とのバランスも踏まえ、県としてどこまで支援するか、総合的に調整しながら現状の補
助率にしている経緯がある。また、市町村ごとに子育て環境の特色があることは認識している。
県としては、経済的支援などを通じ、県全体で一定レベルの高い子育て支援が実現できるよう努
めている。
　各市町村は、県の支援に加え、独自の視点や基準、子育て満足度向上を目指した施策をそれぞ
れ展開しており、大分市も同様に独自の支援を進めている。
　こうした状況を踏まえ、県としては引き続き現状の支援の形で応援していく方針。

ひとり親家庭等医療
費助成事業について

子育て満足度日本一
について
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マイナ保険証につい
て

・マイナ保険証の利用率は県全体ではいくらか。また各病院等
でのミス等で１０割徴収した例はあるか。

・紙の方が事務効率は良い、マイナ保険証を持ってくる方は少
ない、紙に戻してほしいなどといった声が聞かれるが、県とし
てマイナ保険証の推進ではなく、廃止を求め紙の保険証へと転
換するよう求めるべきではないか。

・（再質疑）マイナンバーカードの普及率が７～８割に達して
いるにもかかわらず、マイナ保険証の利用率は３割にとどまっ
ており、大きなギャップがある。利用していない方々は、これ
までのマイナ保険証の紐付けの問題など、様々な課題を認識し
ているからだと考えられる。
　県の基本的なスタンスとして、国にマイナ保険証の廃止を求
めるものではないとしても、マイナ保険証でも紙の保険証でも
使えるようにすべきだと厚生労働省に提言していくべき。
　先ほどの答弁では、利用できる方はマイナ保険証を使ってい
ただくようという趣旨だったが、そうではなく、紙の保険証も
引き続き利用可能とすべきであると明確に主張すべきではない
か。

・厚生労働省公表の令和７年７月の本県の利用率は３１．０４％となっている。また、病院等で
医療費を１０割徴収した例は把握していない。

・マイナ保険証により、医療機関では、保険情報入力の省力化やミス防止といった確認作業の効
率化につながっていると認識している。
また利用者側にも、過去の受診状況やお薬の履歴などのデータに基づく適切な医療を受けられる
ことや、高額療養の場合に手続きなしで限度額を超える支払が免除されるなどのメリットがある
ことから、利用可能な方はマイナ保険証を使っていただきたいと考えている。

・現在、制度は過渡期にあると認識しており、国民健康保険や後期高齢者医療制度の被保険者証
は、既に７月末で有効期限が到来しているが、一時的に使用できる暫定措置が講じられている。
　最も大切なのは、医療を必要とする方が、各々の自己負担割合で適切に医療を受けられる体制
を全体として構築することであり、そのため、当面は、マイナ保険証に加え、紙の資格確認書な
どを通じて医療がきちんと受けられるよう、県としても国に対してしっかり伝えていく。

54
障がい者工賃等向上
支援事業について

・アグリ就労アドバイザー配置事業の成果について教えてほし
い。

・６年度平均工賃月額が伸び悩んだ理由とその分析について教
えてほしい。

・今後の農業分野へのアドバイザー派遣拡大における課題につ
いて教えてほしい。

・若い方々は地方で生まれ育ち、成人して就労する際に大分市
に移り住む傾向があるが、そのような方が県の様々な事業の受
益者としてサービスを利用する点においては他の市町村と変わ
りない。しかし、大分市で多くの若者を受け入れることによ
り、大分市の負担が増大している状況は問題である。
　県下全体で若者の流出をいかに食い止め、地域に回帰させる
かを議論する上でも重要なことであり、各市町村の負担割合が
均衡でないことに問題がないのか。補助割合については、こう
した点も含めて検討をお願いしたい。（要望）

・農業分野の工賃が高くなっているという風に受け止めたが、
農業そのものは時給単価が低いという課題を抱えており、まだ
まだ厳しい状況を抜け出せていないと感じている。　Ｂ型事業
所だけでなく、Ａ型事業所においても、様々な事業所で就労で
きる方が増えるよう考えていかなければならない。
　また、農林水産部にも拡大する上での課題を伺ったところ、
遠隔地であるため派遣される方がなかなか環境になじめない、
というような、いわゆる障害特性に応じた課題があるとのこと
だった。関係部署と情報交換を行いながら、課題解決に向けた
取組をお願いしたい。（要望）

・県では、平成２９年度から、農業実施により工賃向上を目指す事業所を支援するため、アグリ
就労アドバイザーを配置しており、令和６年度は８６事業所に対し、延べ１９７回、技術指導や
品種選定の提案等を行った。
こうした取組の結果、この間の農福連携事業所数は、７８から８６事業所に増加するとともに、
平均工賃月額も１８，５１８円から２６，５８０円と、８，０６２円、率にすると４３．５％上
昇している。なお、６年度の工賃は、全事業所平均を１，０１９円上回ったところ。

・データ解析等の高単価業務やインバウンド需要による宿泊客数増に伴う客室清掃業務の増加な
どにより、収入増を達成した一方、長引く物価高騰の影響を受け、費用もかさんでおり、結果、
平均工賃月額は微増にとどまった。

・アグリ就労アドバイザーの派遣拡大に向けては、事業所のニーズに寄り添った支援の充実と事
業所が農業分野に進出しやすい環境づくりが課題であり、重要であると考えている。
このため、まずは、事業所からの要望が最も多い栽培技術支援に的確に対応できるよう、一層の
指導強化を図るとともに、規模の大きい農場を持つ事業所などに対しては、振興局の普及員とも
連携しながら、きめ細かく支援していく。
また、環境づくりでは、販路確保と設備支援が不可欠。そこで現在、共同受注センターを通じ
て、受注機会の確保やスーパーにおける産直コーナーの設置等を進めているほか、今年度創設し
た「就労継続支援事業所活躍推進補助金」により、設備導入経費を助成している。
引き続き、アドバイザーを核として、農福連携の更なる強化を図り、工賃向上を実現していく。

55

こどもの虐待防止
ネットワーク強化事
業及び虐待児童ケア
推進事業について

・具体的な内容について教えてほしい。

・児童虐待は、その発見、特に初期段階での気づきが非常に困
難であると認識しており、地域全体で見守る体制の構築が重
要。虐待を受けるこどもはもちろん、虐待に至ってしまう保護
者が置かれた環境も、虐待の要因となることがある。そうした
意味で、地域全体でのネットワークを構築し、虐待の早期発見
に努めることが極めて重要。同時に、保護者に対する適切なケ
アや支援も欠かせない。
　さらに、虐待を受けたこどもの心のケアも非常に大切。これ
らの点について、今後県のとしての取組に力を入れていただき
たい。（要望）

・令和５年１月の中津市内での児童虐待による死亡事件を受け、県の検討委員会で対策を講じる
こととし、精神科医等の配置による児童相談所の体制強化を実施。また、児童相談所、医療機
関、市町村等の関係機関による連携体制の強化を実施しており、特に市町村との連携について
は、各市町村の要対協へ児童相談所職員が毎回出席し、情報共有を図っているところ。
　施設職員の資質向上については、県内の児童養護施設（９か所）、乳児院（１か所）、児童家
庭支援センター（５か所）、これらの施設と児童相談所が連携強化のため合同研修を実施してい
る。専門講師を招いた研修や、情報共有による連携を深め、職員の資質向上を図っているとこ
ろ。
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56
災害発生時における
住民への情報提供に
ついて

・昨年９月の石川県・奥能登豪雨災害
で、大雨特別警報発表前に氾濫や土砂崩
れで、亡くなったことが判明したと報道
されている。

・大分県防災計画で情報の発表や避難指示など、どう迅速に住
民に伝達するようにしているのか。

・災害の規模が大きかったり、頻発したりしているので、関係
機関と連携しながら、早めの対応、早めの周知を図ってほし
い。（要望）

・特別警報などレベル５の気象情報を待つことなく、危険な状況が予測される段階で、早期に住
民の避難行動を促すことが重要であると認識している。
　本県の地域防災計画では、県は、気象情報等により災害のおそれがあると判断した場合には、
安全・安心メール、防災アプリ、ＳＮＳなどを活用して、県民に対して広く注意を呼びかけるこ
ととしている。
　また、市町村が早期に避難情報を出せるよう、県では気象台と連携しながら事前に説明会を開
催し、雨量や河川水位などの最新の観測データや予測情報を速やかに共有するなど、きめ細かな
情報提供を行い、早めの住民避難につなげるよう努めていく。

57
日米共同訓練等につ
いて

・日出生台や十文字原の日米共同訓練や沖縄１０４号線越え移
転訓練、英国軍などの外国の軍隊の演習について、県として縮
小・廃止とはいうが、知事も言っているように拡大していると
いう認識であると思うが、それをどう政府に伝え具体的に廃止
の方向へもっていこうとしているのか。

・先日のレゾリュートドラゴン（実動訓練）で、日出生台演習
場だけでなく、由布院盆地でもオスプレイがかなり飛び、別府
市などにも展開して飛んだ。その時、住民の方から「家が揺れ
た」「振動もかなりあって不安だった」という声が寄せられて
いる。一人暮らしの高齢女性からも声が寄せられている。この
訓練が頻発し拡大していることは、住民の安全・安心につな
がっておらず、逆に不安が広がり、負担が増えているのは明ら
か。縮小、廃止に向けてさらにしっかり声を上げてほしい。住
民の不安の声をしっかり掴んで対応してほしい。中止、廃止に
向けて我々としても一層頑張っていく。（要望）

・沖縄県道１０４号線越え実弾射撃訓練に対する将来にわたる縮小・廃止という基本的な考えに
変わりはなく、関係市町とも常に認識を共有しているところ。
　県内演習場における他国参加の訓練が増えることは、地元の方々の負担や不安などの増大に繋
がる。
このため、県としては、地元住民をはじめ県民の負担軽減に向けて、地元の方々の声をしっかり
と国に届けながら、関係市町とともに、引き続き、粘り強く求めていく。

58
部落解放同盟への委
託等について

・部落解放同盟や全日本同和会への委託料という補助金につい
て、解放同盟幹部の官製談合問題など不正を起こしている団体
に対し、支出することはやめるべきではないか。
　また、官製談合事件について、現市長は「行き過ぎがあっ
た」と述べているが、県としてこの事件をどう考えているの
か。また事件を受けて両者に対しどのように指導をしたのか。

・当該事業は、部落差別解消推進法に基づき、地域の実情に応じて、きめ細かく、相談、教育、
啓発に取り組むものであり、必要な事業と考えている。ただし、事業のあり方については、他の
事業等と同様、効果等を評価するとともに、その時々の情勢等に応じて不断の見直しを行ってい
く。
　大分県は法令や規則に基づき適正に事業執行しており、法令順守を徹底している。特定の団体
や個人に違法な便宜を図ることはしていない。今回の事件に関しては、団体を指導する立場にな
いが、人権課題の解決に向けた相談・教育・啓発については適宜協議等を行っている。

59
パートナーシップ宣
誓制度について

・パートナーシップ宣誓制度導入後の制度登録組数などの実施
状況について説明いただきたい。
全国的には渋谷区・世田谷区で制度が導入されて１０年であ
る。赤旗新聞によると、パートナーシップ宣誓制度の登録者数
は全国で1万人を超えている。大分県の状況を教えていただきた
い。

・令和６年４月１日に制度導入以降、１０組が宣誓している。
　令和６年度は、本制度を広く県民に知ってもらうため、チラシを作成し、様々な機会を捉えて
配布等を行うとともに、性の多様性への理解促進のための啓発冊子（おおいたにじいろブック）
を作成し、市町村や小中高などの教育機関に配布した。
また、昨年度初めて、性の多様性に関する県民向けの講座を２回開催した。

60
市町村消防指令業務
の共同運用について

・昨年１０月から県下１４消防本部の通
信指令業務を一元化した共同運用が本格
開始。

・全県一元化は全国初の取組であるが、この間の運用状況につ
いてお尋ねしたい。

・この事業を通じて各消防本部で現場要員（消防、救急）の増
強が期待されるところであるが、１４消防本部で実際に増強が
実現できたところはいくつあるのか。

・県として共同運用に対する支援はどのような形で行っている
のかお尋ねしたい。

・（再質疑）国から適切な施設、人員配置について、県におい
て適切に行われるよう指導する通知が来ると思う。国から言わ
れても、消防本部の財政力、各運営する自治体の財政力にかな
り左右されるのではないかと思うが、要望はされているとのこ
とだが、財源確保について、国側の反応はどういう状況なのか
教えてほしい。

・消防庁の調査整備計画を見ると、県でも十分ではなく、各消
防本部にも施設整備と人員の配置にかなり不足が見られる。南
海トラフ地震の発生確率の見直しがされたが、６０％～９０％
程度以上と高確率で起こると言われている 。緊防債以外の財源
や財政措置を早々に行うべき。自前で頑張る状況ではないと思
うので、強く消防庁に要望していただきたい。消防職員の殉職
もかなり多い。隊員の皆さんは住民の生命と財産を守るために
命をかけて取り組んでおられるので、強く要望していただきた
い。（要望）

・共同運用により最新のシステムが導入され、大規模災害時は通常の４倍の１１９番通報を受け
付けることが可能となっており、昨年８月の台風第１０号の際には指令台を２倍にすることで問
題なく対応できた。また、通報者のスマートフォンの映像をリアルタイムで指令センターに届け
るシステムも導入され、救急時の通報者との意思疎通や火災現場の状況把握に効果を発揮してい
る。さらに、当初、地理に不慣れとの懸念の声が多かった災害地点の特定についてもシステムの
高度化や、訓練・研修による指令員個々のスキルアップ等により問題なく実施できている。この
ように、共同運用は円滑に機能しており、様々な効果が現れているところ。
　このような効果を維持し、センターを円滑に運営していくための課題としては、安定した財源
確保等が考えられる。

・直近の聞き取り調査では、６消防本部において、現場要員等に再配置していると伺っている。

・整備費については、既に支援を行っているが、今年度から円滑な立ち上げ支援として指令セン
ター共通部分の維持管理費についても、支援することとしている。また、安定した財源確保につ
いては、今年６月、総務省消防庁に要望を行ったところであり、引き続き要望していきたい。

・今回の広域消防指令センターについては、緊急防災・減災事業債を充てている。起債の期限が
今年度までになっている。現時点では整備をすぐに必要としているものがあるわけではないが、
今後必要が生じた際に、引き続き緊防債が充てられるよう、延長して対応していただきたいと国
に要望したところ。消防庁からは、要望の趣旨は理解していると回答いただいているところ。
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61
避難所における機器
の整備について

・主な事業内容の詳細について伺う。特に、避難所等における
情報収集に必要な機器等の整備では、どのような機器等の整備
が行われたか。

・（再質疑）私がよく聞くのは、Ｗｉ－Ｆｉ設備を是非つけて
ほしいという話。実際に避難所で使う方にとって必要なものが
整備されないといけない。バリアフリーの件などもそうだが、
実際に使うであろう想定されている方の意見を聞いて、それが
反映される仕組みができているのか。

・避難者の方が主体的にそういったことに携わっていくことが
防災意識の向上につながっていくと思うので、引き続きお願い
する。（要望）

・この事業は、災害に強い人づくりや地域づくり、避難しやすい避難所づくりを推進するため、
避難訓練などにかかる経費、避難所で必要とされる備蓄品の購入経費、避難場所の案内看板や避
難路の整備にかかる経費などに補助している。避難所等における情報収集に必要な機器等の整備
として、令和６年度は、佐伯市が購入した衛星携帯電話の経費を補助した。
　その他、避難所で必要となる、非常用発電機や蓄電池といった機器、簡易トイレや簡易ベッド
等の備蓄品にも補助した。

・避難所でのＷｉ－Ｆｉ等の整備など、避難者への意見聴取については、避難訓練等に参加させ
ていただきながら、そういった声を住民の方から直接聞きながら進めている。Ｗｉ－Ｆｉの整備
は、今回県の方でスターリンクを１０台購入した。これは同時に１２８台まで接続可能のため、
こういったものを持ち込んで活用していきたいと考えている。

62 防災士について

・現在の防災士の人数と女性の防災士の人数は。

・これまでスキルアップ研修に参加した防災士の人数は。

・災害時における女性の視点も重要であり、女性防災士の増員
に向けてどのように取り組んでいるのか。

・防災士の資格取得は順調に伸びていると思う。懸念は、資格
取得後、防災士が十分その役割で資格を生かしきれているのか
ということ。これは自主防災組織が機能しているか、地域で行
われる避難訓練が充実しているかということにも関わってく
る。防災士になったが、どう活動していいか分からないという
声も聞く。実践的な活動をしていくためにも、スキルアップ研
修は非常に重要になる。研修後には避難訓練等に生かしていく
ことも大事なので、研修の充実を図ってほしい。（要望）

・令和７年３月末時点で、県内の防災士資格を取得した人数は１４，３９５人、そのうち女性は
２，５０２人となっている。

・令和６年度に防災士スキルアップ研修を２３回開催し６２２名が参加。平成２８年度から令和
６年度までに延べ６，５４０人が参加。

・災害時における女性の活躍を推進することと、女性の避難所での被害をなくすという２点に取
り組んでいる。具体的には、今年度、女性防災士や女性の有識者、自治体の女性職員に集まって
もらい、懇談会を開催し、意見交換を行った。こうした意見を活かし、女性の取り組み、女性の
活躍を推進していきたい。

63
避難訓練における要
配慮者の参加につい
て

・避難訓練における要配慮者の参加状況は。

・また、災害において一番被害を受けやすい災害要配慮者の避
難訓練への参加が非常に大切。今実施できているところの横展
開をぜひ県としても進めていただきたい。福祉部門と連携しな
がら今後どう進めていくかについて伺いたい。

・避難訓練は地域づくり、地域住民同士のつながりにつなが
る。平常時の安全安心、災害時のお互いの共助という部分でも
重要になってくる。避難訓練の充実を市町村や地域と連携しな
がら進めていただきたい。（要望）

・避難訓練は、県のほか市町村や地域で行われる訓練があり、要配慮者の参加を把握するのは難
しいが、令和６年度に県が実施主体となり高齢者福祉施設と連携して６施設で実施した訓練のう
ち２施設で７５名の要配慮者が参加している。

・福祉部門としっかり連携し、特に個別避難計画を作っているところ。先進地域に学びながら、
しっかりと進めていきたい。

64
浄化槽の適正維持に
ついて

・本県では、浄化槽適正維持を図るため、管理台帳の再整備を
行っているが、現状台帳の再整備がどのような状況になってい
るのか。

・総合計画の実施状況について、１１条法定検査受験率の目標
が４７．５％となっているが、目標数値の考え方は。

・受検者の拒否の割合は。

・文書指導について、郵送しているだけだと思うが、指導の仕
方はどのようにしているのか。

・浄化槽法５４条に浄化槽の設置及び管理に関し必要な協議を
行うための協議会を組織することが追加されており、以前自民
党の清田議員が質問し、今後協議会を設置するという答弁が
あった。恐らく、大分県の浄化槽管理組合等で協議会を立ち上
げていると認識しているが、現状この協議会がどのような設置
ができているか、どのような動きをしているのか。

・協議会を通して台帳の再整備が非常に大変だと思う。台帳整
備は外部委託の一般競争入札でやっていると思うので、是非入
札業者含めて台帳整備について数値化をしながら行っていただ
きたい。
いずれにしても水質保全について、浄化槽は非常に重要だと思
うので引き続き目標達成できるようお願いします。（要望）

・昨年度から台帳整備をしており、令和６年度は市町村が所有する下水道台帳、また維持管理業
者が所有する浄化槽管理者の情報を県の浄化槽台帳と突合させ、存在しないことがあきらかな浄
化槽５，１１１基を廃止した。今年度は令和６年度に整備した台帳情報を基に法定検査の受検が
確認できないすべての浄化槽の管理者に対し、７月から文書発送をしている。これにより未受検
者への受検勧奨を行うとともに、宛所不明で返送されたものについては今後精査し、来年度引き
続き行うこととなるが、存在しないところまで確認し、廃止をして実態を把握できるようにす
る。

・主要な施策の成果の目標値については、受検率が令和３年度末の最新値が４５．５％であり、
令和６年度からの３ヵ年事業ということで、台帳整備と広報啓発に重点的に取り組むということ
で、年１％ずつの向上を見込んで目標設定している。

・法定検査の受検案内を出して拒否した割合は約１％である。

・これまで、環境管理協会（法定検査機関）から受検拒否者の報告が毎月上がってきて、それを
保健所と権限委譲している市町村にお知らせし、県の方から拒否者に対し文書指導を行うよう保
健所と市町村に伝えている。今年、台帳整備で未受検者に対し、法定検査・清掃・保守点検をす
るメリットを記載したチラシを同封して、文書指導を行っている。

・協議会は市町村と権限未委譲の保健所、清掃業者、法定検査機関、保守点検業者が入ってお
り、台帳整備の進め方と今後台帳整備した後の制度維持、法定検査の内容について検討してい
る。
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65
青少年のインター
ネット利用について

・安全・安心なインターネット等利用環境づくり事業につい
て。重要な事業と考えており、ＩＣＴカンファレンスはホーム
ページでも資料を拝見し、非常に充実した内容だと感じたとこ
ろだが、目標値に対して実績値が届いていない状況である。今
後の方針を教えてほしい。

・中高校生に率先して参加を促すのは難しいと思うが、参加者
が増えるような働きかけをお願いしたい。現在では、中学生で
もスマートフォンを持ち、授業でもタブレットを使用するな
ど、インターネットに触れる機会が早期化している。ついて
は、小学生へのアプローチの幅を広げていくことが重要だと考
える。事業内容に、小学生以下への啓発資料配布とあるが、今
後はもう一歩踏み込んだ取組を考えていく必要があるのではな
いか。この点について、お考えを伺いたい。

・本事業の目標値については、コロナ前の参加人数８０名を基準としていたが、コロナ以降、開
催方法をオンラインに変更したことを契機に低調となっており、４年度から会場での開催に戻し
たが、回復に至らず６年度も３９名に留まった。今年度は、世代を超えたＩＣＴやＡＩ活用を
テーマに、対象者を中・高校生だけでなく、新たに大人も参加可能とすることとし、より幅広い
議論ができるよう参加者の目標を５０名に再設定したところ、中・高校生４４名、大人１２名の
計５６名の参加があった。その結果、中・高校生が大人の意見を聞いたうえで、さらに活発な議
論を行うなど、ネットモラル向上に効果的であった。今後、青少年自らが考え、情報社会を生き
抜く力を育む取組とともに、子どもたちの発達段階に合わせたインターネットの適切な利用がで
きるよう保護者に対しても家庭のルール作りなどの啓発を進めていく。

・小学生以下、幼稚園からインターネット利用に関するリテラシー教育することが効果的だと言
われており、令和６年度は、幼稚園、小学生など低年齢層の保護者を対象に、パンフレット８万
枚を作成、配布したところ。ご指摘も踏まえ、現在の事業効果を検証しながら必要な取組を検討
していく。

66
大分県少年の船運航
事業について

・大分県少年の船運航事業について。周
りから好評な声をよく聞く。応募者数も
目標値に対しても実績値が大きく上回っ
ている。

・既に大きな予算を使っている事業のため、応募が多いからと
いって事業規模を大きくするのは難しいとは思うが、今後の展
開を教えてほしい。また、一過性の経験にしないために参加後
のアフターフォローはどのようなことを行っているのか教えて
ほしい。

・研修終了後、参加者や保護者に意見を伺いながら、本研修の社会性を養い、生きる力を育むと
いう目的に対して有益な内容となっているか確認しているところ。今後も、社会性やコミュニ
ケーション能力等を養い、生きる力を育む研修となるよう、青少年団体とともに適宜検討を行っ
ていく。アフターフォローについては、本研修後、事後研修として、参加者同士が学びや成長を
深め合う機会を確保しており、団員が班長や、青年リーダーに憧れ、目標にするといった姿が見
られ、よいロールモデルになっている。　
　
また、かつての団員が班長・副班長や青年リーダーとして参加する事例も見られ、次のリーダー
の育成に繋がっている。次世代人材の育成に向けて、参加者のネットワークを促進させ、社会参
画に対する意識向上を図っていく。

67
自転車ヘルメットの
着用について

・おこさず・あわず・事故ゼロ運動推進
事業費について。交通事故のない安全で
安心な社会の実現に向け、交通安全運動
の実施や交通安全教育の研修等を開催
し、交通安全思想の啓発を行ったとある
が、ヘルメット着用率の低さや通勤・通
学時の不安全運転を目にすることが少な
くない。また、自転車運転者への青切符
制度が導入されることもあり、これまで
以上に交通安全思想の啓発が必要となっ
てくる。

令和６年度の取組内容並びにどの点に力を入れて交通安全思想
の啓発を図っていこうと考えているのか、考えをお尋ねした
い。

・県職員は公の立場にあるので、安全運転の模範を示すべきだ
と考える。県職員に対する啓発の考え方を部長にお尋ねした
い。

・令和６年度は、高齢者や自転車の安全対策、横断歩道でのマナーアップの推進を重点項目に掲
げ、四季の交通安全運動など県民総ぐるみの運動を実施し、交通安全思想の啓発を図った。ま
た、のぼり旗等の各種交通安全グッズを活用した関係団体や各市町村の活動を支援したほか、交
通安全教育講師による研修を実施した。さらに、横断歩道でのマナーアップ等の啓発動画をＹｏ
ｕＴｕｂｅ公式チャンネルに公開するなど、ＳＮＳを活用した啓発にも取り組んだところ。来年
度から自転車運転者への青切符制度が導入されることから、今年度中に県独自にチラシを作成
し、各種講習会で活用するなど、広報啓発を積極的に実施する。

・県警と連携して、朝夕の通勤時間帯に定期的に自転車ヘルメットの着用等を呼びかけている。
加えて、飲酒運転の禁止など、自転車の安全利用及び交通法規の遵守に関する文書を全職員に通
知しているところ。さらに、職員が利用する共通システムの掲示板機能を活用し、担当職員がヘ
ルメット着用等について頻繁に呼びかけを行っている。また、各部で実施する職場研修の項目と
しても取り扱ってもらっているところ。県職員としての範を示せるように、庁内に呼びかけてい
く。

68

地域気候変動対策推
進事業費の予算執行
及び事業評価につい
て

・地域気候変動対策推進事業費について、予算執行率が６３．
７％と低く、事業評価もB評価であるが、要因は何か。
　また、事務事業評価における事業成果としては「経済活動の
活発化により温室効果ガス排出量は微増したものの」と書いて
おり、概ね達成とあるが、何％増加したのか。また、概ね達成
とはどの程度のことを言っているのか。

・予算執行率が低くなった主な原因だが、大分県では家庭の太陽光発電によるＣＯ２削減量をま
とめてクレジット化するおおいた太陽光倶楽部という事業を行っている。このクレジットの売却
を毎年行っているが、昨年度の売却量が当初予定していた２千トンから、公募した結果５００ト
ンに止まった。これにより、基金への積立金としての支出が大きく減少したことが主な原因。
　直近の令和４年度の吸収量を考慮しない純粋な排出量は２千９９８万９千トンで、前年度の２
千９５３万３千トンと比較して約１．５％増加している。
　目標に対する達成率については、９０％以上であることから、概ね達成とした。

69
源泉現況調査につい
て

・源泉現況調査を委託調査されている
が、主な活動指標が源泉位置情報の取得
率の目標値が１３％となっている。

・元々の日導値が低すぎると思うが、なぜ１３％の目標値だっ
たのか。
　令和７年度から令和８年度にかけ温泉賦存量調査を行うよう
にしているが、どのように調査を行うのか。
　事業に対する成果指標が、源泉数の全国順位となっているの
は、適切な成果指標でないと思われるが、成果指標を源泉数の
全国順位とした理由は。

・この調査は、大分市を対象に行うもので、実施前の位置情報取得率が、現況調査実施前の時点
で、市内の源泉数２４４件中７件の２．９％と低かったため、初年度の目標を１３％に設定した
もの
　温泉賦存量調査については、過去の研究や令和６年度に行った温泉現況調査の結果をもとに、
温泉の開発前から現在までの変化モデルを作成し、将来の温泉資源量を予測するもの
　成果指標を源泉数の全国順位とした理由は、この温泉資源量調査等により、温泉資源の保護と
持続可能な利用を図り、おんせん県おおいたを支える日本一の温泉の源泉数維持を目指すため
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70
若い世代の特殊詐欺
被害について

・特殊詐欺等被害防止対策推進事業の成
果として、スマートフォンや携帯への
メール、ＳＮＳや国際電話を利用したも
のなど多様な手口により、６５歳以上の
高齢者だけでなく、幅広い世代で被害が
増えている、特に２０代。成果指標では
目標が達成できず、評価はＤとなってい
る。

・増加傾向にある若い世代の被害分析及び予防・被害対策をど
のように考え取り組んでいくのか。

・令和６年の２０代の特殊詐欺被害は、簡単に稼げるなどといった副業名目での詐欺被害が多
く、全体の５７％、５３件中３０件となっている。副業名目の詐欺の端緒はインターネットの広
告等となっており、このような状況も受け、県では今年度から詐欺等の端緒となりやすいＳＮＳ
を活用した注意喚起の広報を年代別に行っているところ。副業名目の詐欺についても若い世代を
対象に行っており、若者が関心を持ちそうな動画広告で実際の被害事例などを紹介し、注意を促
している。
また、大学の新入生への出前講座や企業の新採用職員研修等の機会を捉え、詐欺についての注意
喚起も行っており、今後も積極的に出前講座の実施を働きかけていきたい。

71
ＰＣＢ廃棄物の保
管・処理について

・事業概要として、ＰＣＢ廃棄物保管事業者へ適正保管の指導
及び期限内適正処理の指導や高濃度ＰＣＢ廃棄物の新規発見事
業者へ指導を行い、速やかに処分を完了させるよう指導した。
また、早期処理・期限内処理に関する広報を行ったとあるが、
大分県として高濃度PCB廃棄物があるのか。あるとするならば、
どのように処理・保管しているのか。
低濃度ＰＣＢ廃棄物について、令和９年３月までに適正に処理
しなければならない。県有施設における低濃度ＰＣＢ廃棄物の
調査及び処理状況はどのように行っているのか。

・ＰＣＢについて、高圧受電設備が多いと思うが、電気主任技
術者がいるのでしっかり委託・管理し、取り替えたときは必ず
点検確認していただくように。（要望）

・高濃度ＰＣＢは県内の８事業所で保管している状況であり、うち７事業所については、１２月
までにＪＥＳＣＯ北海道で処理をする予定である。現在は法に則り、漏れがないよう保管してい
ただいている状況である。残りの１事業者についても保管を継続していただく予定である。
県有施設については、文書での周知に加え、専門家を講師として招いた説明会の開催等により低
濃度PCB廃棄物の調査を実施している。文書通知と庁内のネット掲示板にもあげて期限が迫って
いることを呼び掛けている。また、各施設において調査を行っており、令和９年３月末までに見
つかったところは処理をするようにしている。

72
防災士の年齢構成に
ついて

・防災士の登録数について話があったが、年齢構成はどうなっ
ているか。

・多分７０歳以上の方が多いのではないかと思う。やはり機動
力がないところにつながっていることもあるかと思うので、
しっかり年齢構成を分析し、若い世代を増やしていただきたい
と思う。（要望）

・県内１万４千人の防災士の年齢構成は把握していない。今年も５００人余りの防災士を養成し
ているところで、私も養成講座の講師をする中で、実感としては６０代が一番多いと感じてい
る。中には１０代の方もいる。

73
地域気候変動対策推
進事業について

・どの様なＮＰＯや団体等に啓発運動・研修等に県として助成
金を出しているのか？また、県内のＺＥＢプランナーの育成実
態は。

・（再質問）地球温暖化の普及啓発活動は単年度でできるもの
ではない。単年度で打ち切られているような団体もあると聞い
ている。その当たりの認識はどのようになっているのか？

・ＮＰＯ法人への啓発活動における助成については、３～５年
間当初の採択の段階から練られた事業計画を見て、寄り添って
サポートをしながら、成果を挙げていってもらいたい。（要
望）

・ＺＥＢプランナーについては、様々な動きがあると伺ったの
で、強力にサポートしていただきたい。（要望）

・地域気候変動対策推進事業では、環境保全活動を行っているＮＰＯ法人などに、一般向けの講
座等を委託して実施している。１つ１つの講座の参加者は多くはないが、複数回実施するなどし
て、地道な啓発活動を行っている。
未来の環境を守る人づくり事業では、環境カウンセラーや大学教授などをアドバイザーとして委
嘱し、地域や学校などで行われる講演会や学習会、自然観察会に派遣しており、地球温暖化対策
の普及啓発は、ＮＰＯ法人等と連携しながら進めているところ。
　県ではＺＥＢプランナーの育成に係る取組は行っていないが、県内でも設計事務所や電気工事
会社など１６社が、一般社団法人環境共創イニシアチブにＺＥＢプランナーとして登録されてい
ると認識している。今後、温室効果ガスの削減を進めていく上では、ＺＥＢを増やしていくこと
はもちろん、遮熱、断熱など、様々な技術を、県内でも普及させていくことが大切であると考え
ているので、ＺＥＢプランナーのニーズが広がるよう、省エネや再エネの導入をより一層推進し
ていきたいと考えている。

・啓発事業については、地道に長い年月をかけてやっていく必要があると考えている。県ではい
くつか啓発事業を行っているが、毎年適切な団体を判断したうえで、委託をしている。そうした
中で委託する団体が変わることはあり得ると考えている。いずれにしても県民に対する普及啓発
の活動を県として地道にやっていくことが大事になると思っているので、ＮＰＯ法人等と今後も
連携して取り組みたい。

74
大分県少年の船運航
事業について

・大分県少年の船運航事業は実行委員会方式で、県から実行委
員会への助成金実績はこちらの調書で確認できるが、事業全体
の報告書が見えてこない。例えば、研修リーダーを含む高校生
や大人の参加状況も中々見えない。そのため、事業全体の報告
書、あるいは参加者の感想を含めた報告書があるのか、あるい
は、どういう形で作成しているのか伺いたい。

・報告書は、後ほど資料提出いただきたい。（要望）

・本研修終了後、毎年報告書を作成している。この中には、経費や参加者の感想などを盛り込ん
で掲載し、この事業が、青少年の社会性を養い、生きる力を育む上で、大きな効果を上げている
ことを報告している。
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75
消防団員の確保につ
いて

・消防力強化推進事業で、評価を見るとＡランクで、成果指標
が女性増加となっているが、現実的に県内で消防団員はどんど
ん減っていると思う。女性が増えてAにしているが、実際の消防
団員の確保について、数は把握していると思うが、本当に消防
団員を増やす政策をもっと前面に出すことは難しいのか。

・消防団員がどんどん減っていて、現実的に、県内の市町村の
職員あるいは県庁職員も消防団に入れると思うが、そこはどう
なのか。渡辺室長も団員になっているのか。

・消防団員については、令和７年４月１日現在１万２，９７６人いる。委員がおっしゃる通り、
昨年から比べると、２６０名ほど団員数が減っている。人口減少社会の中であり、非常に消防団
確保を維持していくこと自体が各消防本部で非常に困難な状況となっている。それを踏まえ、今
年度は新たに高校と連携して、就職・進学前の生徒に対し、消防団の魅力や活動を伝え、将来地
元に戻ってきた時に消防団に入団していただけるような取り組みも進めているところ。
　また、消防団応援サイトを昨年１０月に開設し、ホームページを作っている。この中に１８消
防団の各市町男女１名ずつにインタビュー記事を載せている。また、消防団応援の店という登録
が３８５個あり、応援の店は、検索しやすい形となっている。
　なかなか確保は難しいが、消防団長のところに行って意見交換を随時行っている。この点に関
しては、全国的に課題となっていて難しい部分もあるが、消防本部と各市町村と連携しながら、
消防団員の確保維持に引き続き努めたいと考えている。

・確かに市町村に関しては、新規採用になった時に団員になっているという話は、先ほど話した
消防団長の話の中で話を聞いている。県庁の人間が団員として参加されているのは、こちらでは
把握していないが、何人かはいると聞いている。最後の質問の私が入っているかどうかなのだ
が、大変申し訳ないが、入団はしていない。

76
温泉資源の管理につ
いて

・温泉を新規に設置する場合で、一番大事なのは管理の方だと
思う。廃業後に施設をそのままにして、ずっと漏れ出している
ところがある。権限がないため、県職員が指導してやっと改善
されてもまた問題が生じるという状況があるので、今後事業を
考える時は、大事な資源を管理するという考え方もお願いした
い。

・管理については、県ではそういう制度自体ないが、今後、温泉を守るという観点から、事業を
構築する際に心がけていきたいと思う。

77
浄化槽の宅内配管へ
の補助について

・令和３年から配管の上乗せ補助をずっとしていただいている
が、宅内配管についても、その補助が大分市であれば上限30万
と市町村の要綱で、これが改正で交付金が活用できるように
なった。県のホームページ等でもチラシを作っており、この中
に宅内配管の補助も使えるような形で、ぜひPRを進めていきた
いと思います。補助金があるから、転換をするという考え方は
なかなかなく、改装するときにこの補助が使える、新築を作る
ときにこの補助が使えるという考え方なので、補助金のあり方
も今後検討していただければと思う。その点について何か見解
があればお願いいたします。

・浄化槽の合併転換の補助金の上乗せということだが、補助金の方は、土木建築部が所管してお
りますので、本日のご意見を伝えて、検討していきたいと思う。
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交差点の通行ルール
について

・優しいマナーと思いやりの運転県おお
いた推進事業費について。これまで機会
があるごとに、交差点の交通ルールが身
についていないドライバーが多いという
のを、主に県警本部に投げかけてきたと
ころ。地元で地域の児童の登校時間に交
通安全の見守り活動をしているが、依然
として交差点を通過する際のルールが分
からない様子のドライバーをよく見かけ
る。
　特に事故に繋がりかねない例として、
優先道路の車がすぐそばに来ているのに
停止せずに発進する交差車両、または逆
に優先道路の車が交差車両に譲ろうとし
て一時停止してしまうといっ、大事故に
発展しかねない混乱事例を今でも体験す
る。今朝も２回こういった事例を見かけ
たところ。

事故を防止するという観点から、交通安全の優しいマナー、思
いやりといった取組を続けていくうえで、これまで注意喚起そ
のものに、どのような取組をしてきたのか、ご教示いただきた
い。

・これまで県警本部に対しても、交差点での通行ルールを周知
してほしいと投げかけしてきたが、免許証更新時の講習会など
では、周知啓発のための十分な時間が確保できないといった答
弁をいただいているところ。ついては、こうした縛りにとらわ
れない部局で、交通安全、また、交差点の通行ルールについて
啓発していただきたい。

・本年８月末の時点で、全交通事故の約５割が交差点及び交差点付近で発生しており、交差点に
おける交通安全は重要な課題と認識している。県では、このような現状を踏まえ、特に横断歩道
において歩行者が犠牲となる重大事故を抑制するため、横断歩道でのマナーアップの推進を重要
施策のひとつとして、取り組んでいるところ。そのため、四季の交通安全運動期間中のほか、
「交通マナーアップの日」や「県民交通安全日」、「飲酒運転根絶県民運動の日」における街頭
啓発に加え、啓発動画をＹｏｕＴｕｂｅ等に公開し、横断歩道での交通マナーアップの啓発に取
り組んでいるところ。引き続き「思いやりの連鎖の大切さ」を発信し、横断歩道における交通
ルールの遵守とマナーアップの推進に取り組んでいきたい。

79
企業立地促進事業に
ついて

令和６年度における企業訪問件数１８７
０件について、主な訪問先の都道府県の
内訳と企業誘致件数５０件の成果が上
がっている。

・新たに雇用された人数について伺いたい。また、人手不足や
県外流出が大きな課題となる中で、新たに誘致した企業を地元
の高校生が選んでいるか。

・高校生が大都市に出ていくことは、一定程度致し方ないと思
う。逆に言えば、一度は県外に出た高校生が地元に戻ってくる
ような魅力ある企業の誘致、つまり、若者のニーズについて十
分に検討することが必要。例えば、高校生が誘致企業の本社へ
の企業訪問・見学をすることがあっても良いと思う。それによ
り、東京に本社があるけども大分にも企業があり、大分との結
びつきを感じられるのではないかと思う。また、県内にバラン
スよく誘致しようと言われているが、中津の山国町に今年３月
に開業したグリーンコープは、地元での雇用も生まれており非
常に喜ばれている。地元自治体とともに企業誘致を進めていっ
てほしい。（要望）

・主な訪問先だが、１８７０件のうち７３５件が東京都や神奈川県などの関東圏、４３０件が大
阪府、兵庫県などの関西圏及び愛知県などの東海圏、３０件が福岡県などの九州内、残りの６７
５件は県内立地企業となっている。新たな雇用者数については、立地表明ベースでの集計で５４
９名となっている。
　地元高校生などに選ばれているかについてだが、立地企業は、インターンシップの実施受け入
れや合同企業説明会への参加、高校就職担当者との情報交換などにより地元高校生などの積極的
な採用につなげている。このような取り組みの結果、例えば、中津東高校や、宇佐産業科学高校
の令和６年度の進路状況では、進学者も含めて、卒業生の全体の２割弱から３割程度は県内立地
企業への就職となっている。今後も企業訪問時には、地元高校生などの積極的な採用を誘致企業
に働きかけていく。また、自動車や半導体関連産業などのものづくり企業に加えＩＴ関連企業な
ど、多様で魅力的な企業の誘致により若者に選ばれる企業の立地を更に推進していく。



商工観光
労働部

80
外国人労働者受入対
策強化事業について

・技能実習生等の外国人材を受け入れ、
企業の中で共に働いて共に企業に活力を
与えることが求められている。

・様々な取組をされている中で、就業環境等整備促進事業の主
な事業内容について、また、日本語教育に取り組む企業も多い
と思うが、具体的な成果等についてお伺いしたい。また、外国
人労働者が増える中で、受入企業からどのような相談が寄せら
れているのか、その解決に向けてどのように取り組んでいるの
か。

・（再質問）例えば日本人が外国人に対して、「そこにおかけ
ください」と言っても意味が伝わらない。やさしい日本語で言
えば「そこに座ってください」となる。そういった日本語独特
の言い回しもたくさんあると思うが、日本人労働者がやさしい
日本語を学ぶ環境をもっと作っていかなくてはいけないと思
う。そういった点について、各企業においてどうなっている
か、また県としてどのように指導しているのか。

・主な内容は、外国人材の就業・居住環境の改善を行う企業に対する補助で、和式トイレの洋式
化やフローリング張替えなど寮の改修、エアコンの設置、コミュニケーション促進のための翻訳
機購入等に対し支援を行っている。令和６年度からは、新規で電動自転車を補助対象とした。
　外国人労働者の日本語教育について、技能実習生は入国前に半年程度の日本語学習を経て入国
するが、入国後には、日本語のほか地域での生活マナー等の研修が専門機関によって実施され
る。それを補完する形で、企業によっては日本語講座への参加を支援したり、翻訳機を整備する
ところも見られる。令和６年度は、この事業で翻訳機購入などコミュニケーション支援として５
件の補助を行った。また、県においても、オンライン日本語講座の開催や市町村に対する日本語
教育実施のための支援を通じ、大分県在住外国人の日本語学習の機会充実を図っているところ。
　受入企業からの相談は、既に雇用している外国人材の在留資格の切替えや従事する業務に適合
する在留資格についてなどの内容となっている。ただ、最も多いものは、外国人材を受け入れた
ことがない企業からの相談で、外国人材を受け入れるまでの流れや在留資格制度についてなどの
基本的な内容が多い。まずは、受入れに当たっての基本的な情報を知ってもらうことが重要であ
るため、今後も企業向けセミナーの開催や企業訪問等を通じて、外国人材活用に関する周知・啓
発に努めるとともに、おおいたジョブステーション内に今年度新設した企業向けの外国人材雇用
相談窓口においてしっかりと企業をサポートしていきたい。

・日本人が早口や大分弁で喋るため理解できなかったり、理解できないのに分かりましたと返事
をしてトラブルになる事例がある。企業には、従業員にやさしくゆっくり喋っていただくことを
お願いしている。セミナー等を開いたときにそういった話もしながら伝えていきたい。

81

デスティネーション
キャンペーン（Ｄ
Ｃ）推進事業につい
て

・事務事業評価はＢ評価で、宿泊者の増加等成果はあったと思
うが、ＤＣの課題やレガシーについて、大阪・関西万博等の今
年度の事業にどうつなげてきたか。

・そうした形で、どんどん進めていってほしいが、毎年こうし
た大きな取り組みがあるわけでもない。周遊バスが大変好調
だったということだが、今後は二次交通の課題への対応や観光
地のブラッシュアップをＤＣや大阪・関西万博の期間に実施し
つつ、いかに継続していくかが重要と考えている。観光部局だ
けでなく他部局とも連携しながら横断的な取り組みを進めても
らいたい。（要望）

・本事業は、コロナ禍からの観光産業の復活などを目的として昨年４月～６月に福岡県、ＪＲ九
州や旅行会社等と連携して主に国内誘客に取り組んだもの。ＤＣの経済波及効果は約１４６億円
と当初の目標である１２０億円を上回った。
　事業の成果目標である日本人宿泊者数は、目標の９５．８％となりＢ評価であった。令和６年
の日本全体の日本人宿泊客数も対前年比でマイナス１％と低調な状況であったことも一因。他
方、大分県の令和６年の日本人宿泊客数は６７６万人で前年比プラス７％で、ＤＣの効果が表れ
ていると思われる。また、ＤＣ期間中の日本人宿泊者数は１６３万２千人、前年比伸び率が１
１．１％と、全国平均が同じ期間ではマイナス１．４％であり、この２点を考慮してもキャン
ペーンの効果は大きかったと考える。
　事業終了後も、例えばＤＣを機にＪＲ九州が運行開始した「かんぱち・いちろく号」は現在も
人気観光列車として多くの方が利用するなど、香港や上海などの海外富裕層からも注目を集めて
いる。一方、ＤＣでも人気の観光地に観光客が集中したため、県内をいかに周遊させるかという
課題が浮き彫りとなったが、ＤＣ期間に実施した県内周遊バスツアー「ぐるっと大分バスの旅」
は好評であり、課題解決に一定の効果もあったため、今年度の宇佐神宮御鎮座１３００年事業の
一つ「大分ゆめバス」の実施につながったところ。さらに、デジタルマーケティングの手法は大
阪・関西万博の来訪者などへの本県の広告配信とその効果分析に発展的に利用されている。
　今後も、ＤＣや万博、宇佐神宮御鎮座１３００年などで培ったノウハウにより、さらに効果的
な観光誘客を推進していく。
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障がい者雇用総合推
進事業について

本県が掲げる、障がい者活躍日本一の達
成には、雇用率の上昇が必要不可欠であ
る。その観点からも、本事業は大切な取
組であると考える。身体障がい者に比
べ、知的及び精神障がい者の雇用促進が
課題であると県でも認識していると思
う。

・本事業及び関連する諸事業において、その課題解決に向けた
具体的な取組内容をご説明いただきたい。中でも、福祉保健部
や教育委員会といった他部局との連携も必要と思うが、特徴的
なものがあれば併せてお示しいただきたい。また、いわゆる難
病患者の就労等についてもサポートが必要と考えるが、雇用対
策として取り組まれた事業はあるか。

・様々な取組をされていることがよく分かった。ただ、まだ未
達成の企業もあると思うし、働きたい意欲のある障がい者の方
もたくさんいると思うので、上手くマッチングしていけるよう
に取組を強化してほしい。また、フォローアップもお願いした
い。せっかく就職しても、その後続かないのでは意味がないと
思うので、引き続きの取組をお願いしたい。（要望）

・知的・精神障がい者の雇用促進の取組として、雇い入れ体験の機会を提供して、受け入れに対
する不安の解消に努めている。障害者就業・生活支援センターに配置している障がい者雇用アド
バイザーが、障がい者と受入先企業のマッチングを行い、障がいの特性に応じた訓練を個別に
コーディネートしている。
　身体障がい者には、作業環境や通院などの症状に応じた配慮を、知的障がい者には、作業指示
を具体的にわかりやすく、繰り返し行うようにするなど、障がいに応じた対応を行っている。ま
た、本県独自の支援として、精神障がい者に対してメンタルアドバイザーを配置し、精神障がい
者の特性、訓練ニーズ等を踏まえた訓練設定や助言、定着支援を行っている。
　他部局との連携については、福祉保健部、教育委員会、大分労働局が参画する大分県障がい者
雇用推進チーム会議を３ヶ月に１回程度開催し、障がい者雇用支援の取組を戦略的に進展させて
いる。具体的には、障がい者雇用率未達成企業の中で、短期的アプローチにより障がい者雇用率
達成が見込まれる企業と、中長期的アプローチを要する企業を選定し、各支援機関と共に選定企
業を訪問し、課題に応じた具体的な対応策を提案している。訪問した企業の情報はチーム会議の
中で共有し、継続的な支援を行っている。
　難病患者の就労支援については、障がい者の職業訓練において、障がいのある方だけでなく、
難病患者の方も対象としている。令和元年から６年度までの過去６年間の障がい者職業訓練にお
いて、３名の方が受講され、３名とも就職した。また、アイネスに設置している県の難病相談・
支援センターでは、ハローワーク大分と連携して、月に１度、難病患者就職相談会を開催し、就
労に関する相談や情報提供等の支援を行っている。令和６年度の相談者は在職者を含めて２２名
で、うち新たな就労につながった方は３名。
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中小企業等業務改善
支援事業について

・申請件数の目標値が２５０で実績値２５４、評価Ａとのこと
だが、県内の中小事業者数とそれに対する支給実績の割合につ
いて説明いただきたい。

（再質問）
・０．５７％ではほんのひとつまみ。最低賃金がアップされた
ことは良いことだが、中小企業としてはなかなか厳しいのが実
態である。幅広い事業者に支援を届けなければならない。国の
採択を受けた中小事業者が支援対象なので、その点でも対象が
広がらないのではないか。大分県独自の施策で直接支援をする
ことや社会保険料の軽減を国に求めることを考えるなど、幅広
い事業者が賃金アップできる環境づくりを進めていかなければ
いけないと思うがどうか。

・ずっとこういったやりとりをしている。今の時期に、幅広い
事業者が賃金アップできるような形で行政が支援し、経済の活
性化が図られていけば、行政からの公的な支援を長く続けなく
ても経済活性化によって中小事業者も元気になってやっていけ
る。このような関係を作るべきだと思う。是非その点を考えて
ほしい。また国にも働きかけてほしい。（要望）

〔内部協議〕
・賃金アップができる中小業者の環境づくりについて。労働者
側、また雇用する側にとっても、大変関心の高い問題だと思
う。大分県は９９．９％が中小業者なので、幅広く支援策が届
くようにすることを考えるべき。

・大分県内の中小事業者数は、令和３年経済センサス活動調査によると３１，９６７社。国の業
務改善助成金に上乗せ支給する県の業務改善奨励金の支給件数は１８１件であり、その割合は
０．５７％となっている。
　国の業務改善助成金については、従来、事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が５０円以
内の事業者、本県で言えば事業場内最低賃金が１，００４円以内の事業者が対象事業所とされて
いたが、９月５日より、事業場内最低賃金が改定後の地域別最低賃金未満まで、本県でいえば
１，０３５円未満の事業者まで対象が拡大されたところ。
　県の奨励金についても、９月補正で重点枠を創設したので、国の支援対象の拡充にあわせて、
より多くの事業者に活用していただけるよう努めていく。

・定例会の際もご意見をいただいた。賃上げの支援金支給自体は一時的な負担の軽減になるが、
一方、大分県では生産性向上を促す設備投資や資金繰りを支援することで中小企業の長期的な収
益向上に繋げ、賃上げを持続的なものとして考えていきたいと思っている。これから県内企業５
００社訪問も実施するので、その中で状況を見ながら、さらに国の動きも見ながら施策を考えて
いきたい。

84
シニア雇用推進事業
について

・シニアの雇用も非常に大事だと思うが、小さい文字が見づら
いことやスマホに慣れていないことなど、いろいろなハードル
がある。シニアに対する配慮はどのようにしているのか。

・シニア求職者の、退職後にもう一度働きたい、自分に合った新しい仕事を見つけたい、久しぶ
りの求職活動に不安などシニアならではの要望に応えるため、大分県中高年齢者就業支援セン
ターに国家資格であるキャリアコンサルタントを持つ就職相談員を配置している。シニア求職者
に対して、丁寧なキャリアコンサルティングを行い、本人の経験してきた仕事や持っている資格
等に適した求人を提案するほか、シニアが仕事を探すうえで困ることの多い応募書類の作成支援
や面接支援など、シニアに寄り添った支援を行い、就職に結びつけている。
　また、雇用労働室に配置しているシニア雇用推進員は、県内中小企業を訪問して、シニアの体
力的な負担を考慮した柔軟な働き方や職務内容の考慮など、シニアが継続して活躍できる環境を
整えるための企業側の配慮などを周知・啓発している。

85
プラン２０１５の目
標数値と実績につい
て

・プラン２０１５の令和６年実績につい
て。観光入込客数は目標２０，５９０人
に対し１７，９４２人、達成率８５．
６％にとどまった。また、県内宿泊者数
は８３２万９千人で、そのうち外国人宿
泊者は１５６万９千人であった。

・長期総合計画において目標値の見直しが行われたため、外国
人宿泊者数については旧計画では目標未達成、新計画では目標
達成と逆転している状況は承知しており、加えてコロナ禍から
の回復途上という要因もあると考えている。ただし、令和６年
はＤＣも実施されたことから、インバウンドの実績については
苦戦した印象があるが、この点をどのように分析しているか。
さらに、分析を受けて、万博や宇佐神宮御鎮座１３００年など
県事業にどう反映したか。

・インバウンドについては、日本全体で見ると、京都や大阪、
北海道、東京では、歩いている人の多くが外国人ではないかと
思われるほどである。そうした地域と比べると、観光県である
大分としてはまだ十分ではないと感じている。乗り遅れること
なく取り組みを進めてもらいたい。宿泊客が増え、滞在時間を
長く持ってもらうことで各地域にさまざまなメリットが生まれ
るため、いろんな分野でやり方を考えてもらいたい。（要望）

・プラン２０１５の目標設定は、平成３０年の数値を基に令和６年の目標値を設定したもの。そ
の後コロナ禍となり、想定外の影響を受け、令和６年後半は各数値が徐々に回復してきたもの
の、完全には戻り切れないものもあった。
　観光入込客数については、コロナ以降、各地域のイベント等が減少したことや施設が休館して
いたなどもあり、人の動きが鈍く、令和６年は目標未達となった。
　また、外国人宿泊客数についても、コロナ禍前の想定に基づく目標値の設定であったため、感
染拡大による宿泊客数の鈍化を織り込めず未達となったが、令和６年は１５６万９千人で過去最
高の数値となり、コロナ禍後も堅調に推移していると考えている。令和６年後半から人の動きも
活発になり、国内外ともに宿泊客数も順調に推移しており、今後はビジョン２０２４に基づき、
目標指標の達成に向け取り組んでいく。
　分析結果の反映として、今年度は大阪・関西万博を契機とした取組として、国内外の観光客に
向け、万博会場における県内各地の観光・地域資源の魅力発信や大阪市内での本県のＰＲ、ま
た、さんふらわあと連携し、同社の実施した昼の瀬戸内海カジュアルクルーズにおいてブースを
設置し、乗船客への情報発信など、関西方面からの誘客の取組を実施した。さらに、宇佐神宮御
鎮座１３００年事業では、人気観光地から県内全域への周遊を図るため、県内の名所旧跡５０か
所をスポットとしたデジタルスタンプラリーなどの取組を実施しているところ。今週４日には流
鏑馬神事、来週月曜は勅使の来訪を祝う臨時奉幣祭が開催される。
　また、コロナ禍後のインバウンドの回復にあわせ、台湾やオーストラリアの旅行客に好評を博
しているくじゅう連山や国東のロングトレイルといった本県の自然を題材としたコンテンツを現
地の旅行代理店に売り込み、需要の増加を図るとともに、ガイド育成など付加価値の向上に取り
組んでいる。引き続き追い風に乗り、国内外からの誘客を更に推進し、県内経済の活性化につな
げていく。
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86
ＵＩＪターン就職等
支援加速化事業につ
いて

・事業の成果の部分に書かれているよう
に、就職活動環境が変わってきて、求職
相談者自体が減少している。

・目標値に対して実績値が下回っており、センターの在り方や
アプローチの方法自体も見直していく必要があると考えるが、
今後の方針は。
　また先日センターが移転され、利便性の高い場所に移ったこ
とは強みだと思うが、何もせずに人が来るというわけではな
い。今後の認知度向上や利用者数増に向けた取組みを教えてほ
しい。

・近年の就職活動は、オンライン化や学生の価値観の変化、情報の多様化などで大きく変化して
いる。求職者は手軽に就職活動を行うことができるものの、情報が溢れる中で自分に合う仕事は
何か、キャリアをどう構築すればよいかなど、就職に関する具体的な相談ニーズはむしろ高まっ
ている。
　こうした現状を踏まえ、おおいた産業人財センターでは就職活動への支援だけでなく、若者が
将来を見据えたキャリア形成を支援する場としての機能を高めると共に、企業との連携を深め、
県内での人材確保や定着につなげることとしている。
求職者や県内企業が相談しやすいように、対面だけでなく、オンライン相談など多様な相談機会
の提供に取り組んでいる。就職支援と企業の採用支援を行うことで、本県の持続的な発展を支え
る人材総合拠点として、その役割を果たしていきたい。
　認知度向上や利用者数増に向けた取組について。センターは、以前は大分市中央町のアーケー
ド内に設置していたが、駐車場がないなど利便性や認知度に課題があった。先月、人通りが多い
大分駅駅ビル１階に移転し、大きく報道もされたことで、認知度が大幅に向上した。
　さらに、新しい愛称「おおいたジョブステーション」と親しみやすいロゴマークを用意し、Ｓ
ＮＳによる広報活動、アミュプラザの協力によるコンコースのサイネージによる広報にも取り組
んでいる。先日のオープニングイベントでは２，０００人以上が来場し、大きな周知効果を得る
ことができた。今後もこのような取組を継続することで、さらなる認知度向上と利用者数の増加
を図っていく。

87
次世代空モビリティ
産業促進事業につい
て

・企業セミナー、県民向けイベントを行ったとのことだが、そ
れぞれの目標と実績を教えてほしい。それを踏まえて、今後の
商用開始に向けて、どのようなスキームで考えているか。国と
の協議はどのような形で進んでいくのか。また、産業科学技術
センターの体制強化とあるが、具体的にどのようなものか。
　現在開催中の大阪・関西万博において、空モビリティ関連の
ものが色々と公開されていると聞いている。もし状況が分かる
のであれば、これについても教えてほしい。

・（再質問）スキームの説明があったが、時期などは未定なの
か。

・セミナーは２回開催し、１回目は目標３０名のところ３７社３８名が参加した。２回目は目標
８０名のところ５４社１０４名が参加した。県民向けイベントについては、大分県央飛行場で空
飛ぶクルマのデモフライトなど「空フェスおおいた２０２５」を開催し、目標２００名のところ
県内外から７００名が来場した。
　今後の商用開始に向けたスキームについては、これまで商用サービス創出支援補助金を活用し
て、３社が離着陸場の候補地選定やルート調査等を行っており、今後もこうした民間事業者によ
る社会実装の取組を支援していきたい。
　国との協議の状況について、今年４月には国土交通省が所管する「バーティポート施設のあり
方検討委員会」から依頼され、本件の取組を説明したところ。また６月には、内閣府や国土交通
省に向けて空飛ぶクルマの社会実装に向けた制度環境整備等を要望している。そのほかにも随
時、国の施策や本県の取組について意見交換を行っている。
　産業科学技術センターの体制強化について、今後の空飛ぶクルマの普及と市場拡大を見据え、
産業科学技術センターでは、大型トルク計測機や電力変換効率を測定するパワーメータ等の機材
を導入し、民間事業者が行う空飛ぶクルマに係る技術開発について評価できるよう体制を強化し
た。
　現在開催中の大阪・関西万博では、「空飛ぶクルマステーション」において、空飛ぶクルマの
実装された未来が体感できる展示を行っているほか、スカイドライブを含む３社がデモフライト
を実施。多くの方が空飛ぶクルマに関心を寄せている。

・ＪＲ九州とスカイドライブ社が大分県で２０２８年度頃の実装を目指すと言っているので、ま
ずはここを支援していく。その他の企業についてはまだ実装の年度の話はしていないが、随時明
らかになると思われるので、それに向けて支援していきたい。

88
職業訓練受講支援事
業について

・就職困難者の就職訓練を実施し訓練手当を支給するものだ
が、事業別予算額１１８４万円、決算額が６４３万円と、およ
そ半分の実施金額となっている。人手不足で就職困難者が減少
しているのか、何か要因があるのか。

・職業訓練受講支援事業費は、主に障がい者や高齢者等の就職困難者が職業訓練を受講する場合
に、雇用保険などの他法による給付金を受けられない際に、職業訓練中の生活を支援するために
訓練手当を支給する、セーフティーネット的性格を持つ事業。
　このため、受講希望者が想定を超え、予算不足で訓練手当を受給できずに職業訓練を受講でき
ない事態を招かないよう、十分な予算額を年度末まで措置しており、結果として予算額と決算額
に大きな差が生じている。

89
地域商業・コミュニ
ティ機能活性化推進
事業について

・予算規模は大きくないが、民間事業者と商店街のマッチング
を行う事業ということで、主要な施策の成果でＡ評価となって
おり、今年度の予算が約１，６００万円で観光特化型地域商業
活性化事業という新しい項目でついていた。
　中心市街地活性化にもとても重要な事業であると捉えている
が、この事業でどのような効果が得られたか教えてほしい。

・大分市、日田市、佐伯市、臼杵市、津久見市にて、５件の商店街と民間事業者とのマッチング
が実現し、その取組を支援した。例えば日田市内の商店街では、市内の一般社団法人が、日田の
特産品や祭り、小鹿田焼、日田祇園の山鉾、屋形船などをモチーフにしたキーホルダーや缶バッ
ジを作成し、市内８か所に設置したカプセル玩具自動販売機で販売を行い、これまで約３，００
０個販売するなど、大きな反響があった。この取組により、商店街の認知度向上、来訪者の回遊
促進につながった。
　臼杵市では、市内の事業者が商店街において、店先など６か所に約１８０冊の本を配架した
「小さな図書館」を設置し、本を通じた地区住民や来訪者との交流を創出した。この取組は、現
在も住民から本の提供が行われており、地域に根付いた取組となっている。
　なお、本事業の不用額については、大半が旅費、使用料及び賃借料などの事務費の節減による
もの。
今年度から観光特化型の事業をスタートさせたところ。日田市の事例も受けて、インバウンドを
はじめ観光誘客がこれだけ伸びているという状況を見て、その観光誘客の効果を商店街や地域商
業にも取り込みたいということで始めた事業。



商工観光
労働部

90
地域牽引企業創出事
業について

・５年以内に雇用人数を３０人以上増加した企業ということだ
が、目標１５社に対して１８社という実績になっている。実質
令和６年度は３０人以上増加した企業が何社あったのか。１８
社で良いのか。
　また、何人純増したのか。事業として人材育成や商品サービ
ス力強化などを支援しているが、具体的な内容を教えていただ
きたい。

・本事業の成果指標として、県の支援対象として認定を受けた企業が策定した中期経営計画期間
５か年間において、雇用人数３０人以上または付加価値額を１億円以上増加させるとなってお
り、令和６年度までに計画が終了した企業１６社のうち、５年以内に雇用人数３０人以上増加を
達成した企業は６社で、１６社全体で純増人数は３０１名となっている。
　付加価値額１億円増加を達成した企業は７社であり、これは雇用人数３０人以上増加を達成し
た企業と重複がある。１６社全体でみると、成果指標を達成した企業数は実数で１０社となって
いる。
　なお、主要な施策の成果（事務事業評価）成果指標欄の令和６年度目標値が１５社、実績値が
１８社と記載していることについて、この目標値１５社は、本事業の支援対象として認定した企
業がこれまで２４社あり、その６割が達成することを目標値として掲げ、２４社の６割である１
５社を目標値にしている。これに対し、５か年間の計画期間の途中である企業が８社あり、計画
達成見込みとなっているが、これは例えば５か年計画で今３か年目であれば、雇用人数３０人、
付加価値額１億円に３／５を掛け達成しているということであり、計画期間が終了して達成した
１０社と計画期間の途中で達成見込みである８社を足して１８社となる。
　人材育成の具体例については、例えば大分市の総合設備業の会社では、管工事に係る設計者を
育成するために、実際の設計事務所の技術者から、設備設計の基礎あるいは実際の設計物件を用
いて設計変更の方法を学ぶなどの研修を行ったものなどがある。
　商品・サービス力強化の具体例としては、例えば別府市の製造業の会社では、知的財産権の導
入のために、海外における商品販売を行うにあたり、特許事務所を通じてその国での意匠登録出
願を行い、知的財産の保護を行ったものなどの事例がある。

91
知的財産創出支援事
業について

・本事業において、どのような知的財産（特許）が創出された
のか、具体例の紹介を含め成果を伺いたい。

・知的財産については、発明くふう展の中で素晴らしい特許の
ものが出てくる可能性がある。それを見落とさずにしっかりと
特許登録の支援などをしていただいて大分県としても新たな魅
力や商品の開発に繋げていってほしい。（要望）

・この事業では、県内企業の知的財産の活用を促進するために、知的財産の基本から最先端の活
用方法まで、具体的事例を用いて解説するセミナー等を開催している。
　また、優れた特許や商標を表彰する「特許・商標チャレンジコンテスト」も開催している。昨
年度、特許部門では、音声を同時に多言語に翻訳して多数の聞き手に届ける音声配信方法が最優
秀賞を受賞した。既に翻訳機能付トランシーバーとして製品化され、実用化の段階に入ってお
り、多国籍の外国人労働者が多い工事現場から注文が殺到しているとのこと。また、９月２８日
には全国放送のテレビ番組でも紹介され、その後わずか２日で約１００件の問い合わせがきてい
るとのこと。
　さらに、発明の機運を醸成するため、毎年、小中高校生や一般の方が創意工夫をこらした作品
を一堂に展示する「大分県発明くふう展」も開催している。今年度は１０月２１日から２６日ま
で大分県立美術館ＯＰＡＭにおいて、第８４回大分県発明くふう展を開催する。
　先ほど紹介した製品も、企業の協力により展示することとしており、是非、多くの方に触れて
いただきたいと考えている。今後も、知的財産を活用したビジネスが生まれるよう、関係者と緊
密に連携し、取組を進めていく。

92
デジタル活用佐伯の
魅力再発見事業につ
いて

・本事業における成果と、県内全体への水平展開の展望につい
て教えてほしい。

・本事業では、高校生と地域をつなぐ情報発信サイト「ウロコ」の運営や、地図とコンパスを使
い、制限時間内に設定されたチェックポイントを可能な限り多く回るロゲイニングを実施した。
また、高校生が動画講座を受講し、地元企業を取材してＳＮＳで発信する取組を行った。
　事業参加者２０名に対しアンケートを実施したところ、６割以上が本事業の活動に「大変満足
した」と回答し、８割が佐伯市内の企業への就職に「興味を持った」、「やや興味を持った」と
回答しており、参加した高校生が地元への愛着を持ったということが成果であると考えている。
　県内全体への水平展開の展望についてだが、この事業は県庁ＨＰで成果を掲載しているので、
事業に関心がある市町村からの問い合わせに対しては、丁寧に説明するほか、南部振興局につな
ぐなど対応していきたい。

93
アバター戦略推進加
速化事業について

・事業内容として、教育庁と連携して小・中学校でアバターを
活用した県外の博物館や科学館等での遠隔見学を２５校で実施
したとあるが、具体的にどのような形で取り組んだのか。ま
た、参加した児童・生徒の感触はどうだったか。

・美術館や博物館はアバターによる説明を受ける形でよいと思
うが、科学館のように体験をしなければいけない場所は、アバ
ターでは対応できない部分があると思うので、そのあたりを精
査しながら、アバターによって成果が出る部分についてはしっ
かりと取り組んで、見識を広げてほしい。体験で得るものが大
きいところと区分けして、取組をよりよいものにしてほしい。
（要望）

・具体的には、見学先にアバターを配置し、教室のパソコンからアバターを操作した。生徒は１
つの教室に集まって授業を実施するが、アバターは１名しか操作できないことから、操作者を交
代しながら１回あたり５名程が操作し、その他の児童・生徒はアバターのカメラを通して見える
映像を大型モニターで見学した。施設側では、施設の学芸員等が通常の来館者への対応と同様
に、アバターに対して施設の説明を実施した。アバターは双方に会話が可能であるため、児童・
生徒が自由に質問することができる。
　多くの児童・生徒から、普段気軽に行くことのできない施設に行き、実物を見ながら学芸員の
説明を受けることができ、大変勉強になった、もう一度アバターを操作したいという発言があっ
た。
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94
伝統的工芸品産業振
興事業について

・伝統的工芸品、別府竹細工の後継者の
育成と需要の開拓等を図るため、別府竹
製品共同組合が実施する振興事業等に対
して助成している。

・代表する伝統工芸品としては別府竹細工だと思うが、県内各
地において地域の伝統工芸品が他にあると考える。担当部局と
して、県内の伝統工芸品をどのように把握されているのか。ま
た別府竹細工以外の伝統工芸品への支援をどのように考えてい
るのか。

・伝統的工芸品産業振興は、中津の和傘も入っているようだっ
た。
少人数で伝統的工芸品を作っているので、なかなか販路拡大や
情報発信ができていないところが多い。それと高齢を迎えてい
る。しっかり支援していただいて、大分県内にはすばらしい工
芸品がもっとあることを発信していってほしい。（要望）

・本県の伝統工芸品の支援については、本県で唯一国の伝統的工芸品に指定されている別府竹細
工を中心に取り組んでいるところ。国指定の「伝統的工芸品」以外のいわゆる「伝統工芸品」に
ついては、定義や登録制度等がないが、例えば、国の重要無形民俗文化財に指定されている小鹿
田焼のほか、日田下駄、竹田市の姫だるま、別府市以外の竹工芸、国東市の七島イ、中津市の和
傘などが、本県の伝統工芸品として紹介されることが多いものと把握している。
　県としては、こうしたいわゆる「伝統工芸品」のほか、近年復活を果たした臼杵焼や、県内作
家によるガラス工芸など、広義の「工芸品」についても、情報発信や販路拡大を後押ししてい
る。例えば、坐来大分では小鹿田焼や七島イの販売やワークショップを行っているほか、今年８
月の１カ月間ＫＩＴＴＥ大阪に開設した期間限定のアンテナショップでは、臼杵焼や国東の手染
め手ぬぐいなどの販売を行ったところ。また、産業創造機構においては、工芸品の全国展示会へ
の出展支援や商品開発などの助成を行っている。
　さらには、今月、広く海外に挑もうとする事業者向けのセミナー・相談会を実施するする予定
であり、海外展開についても広く支援していく。

95
おおいた若者就職・
定着応援事業につい
て

・主要な施策の成果で評価はＣとなっている。成果指標は
「ジョブカフェおおいたを通じた就職者数」で、少し目標に届
かなかったようだが、センター移転によりこの点については改
善が期待される。
　一方、若者の早期離職の状況が気になるところで、この事業
を通じた定着に対する効果の狙いはどこにあるのか。
　また、ジョブカフェを通じて就職した方の定着状況は把握し
ているのか。

・（再質問）若者の離職が３年以内に３人に１人というのは大
変な数だと感じている。企業に対するセミナーを行い、企業内
におけるウェルビーイングを高めることは定着にものすごく効
果がある。
　早期離職、セカンドキャリアで相談に来られる方はたくさん
いると思うが、就職した後も気軽に相談できる体制になってい
るのか。
　また、ｄｏｔ.や東京のふるさと回帰支援センターとの連携は
どうなっているか。

・若年者の離職率は高く、就職後３年以内におよそ３人に１人が離職している。理由としては、
賃金や労働条件、ミスマッチなど多岐にわたるが、若年者の職場定着には若年者と企業双方への
アプローチが不可欠。若年者の職場定着により、企業としては経験のある人材が育つため、生産
性・業務効率の向上が期待できる。また、若年者としても、スキルや経験を活かせる場が増え、
様々な業務に深く関わることが可能になる。このように職場定着は若年者、企業双方に好影響を
もたらし、県内企業の持続的発展にもつながるものと考える。そのため、若年者に対し、キャリ
ア教育支援を行うとともに、企業に対しては、若者の価値観に対する理解の向上を目的とした人
材育成・職場定着セミナーの開催や伴走型コンサルティングを通じて、職場定着の支援を実施し
ている。
　ジョブカフェを通じた就職者への定着状況については、すべて把握をしているわけではない
が、求職者に対し適性診断等を活用することでミスマッチを防ぐとともに、就職後も継続的なア
フターフォローを行っている。また、おおいた産業人財センターでは、企業訪問の際に企業内の
定着状況を伺い、状況に応じて個別に支援を行っているところ。今後も、若者の離職防止に向
け、求職者と企業双方に対する支援を着実に進めていく。

・今回、おおいた産業人財センターを駅前に移転した理由の一つに、高校生や大学生がよく通る
場所なので就職の相談場所として認知してもらうという目的がある。一度相談に来た方が再度
困ったときにはいつでも来てもらえるよう、ある程度オープンで気軽に立ち寄ってもらえる場所
ということも含め、駅ビルに移転した。
　県外からのＵＩＪターンも重要なので、ｄｏｔ．や東京でのＵＩＪターンのイベントにおおい
た産業人財センターの職員も行くことにより、その場で就職相談ができる体制をとっている。そ
ういった取り組みも継続しながら、大分に戻りたい人には戻っていただけるような取り組みを進
めていきたい。
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98
流通業務団地造成事
業について

・この事業は、造成に約１６０億円か
け、２００１年度販売開始、２００４年
販売完了で当初計画、実行されてきた事
業である。２０２４年度でようやく残り
１区画が販売され、完売となった。

・塩漬けとなった土地を販売してきた県担当職員には敬服す
る。しかし、２３年もの月日がかかっている。これまでの償還
金及び利子合計、販売金額がどうなっているのか。

・借入金の償還としては、当初起債額１２９億６００万円を償還、その間の利子合計は、
２０億２，６５４万６千円、販売金額は全９４区画で１６４億６，４５４万９千円。

96
中小企業金融対策費
について

・今年７月末までの県制度資金での代位
弁済が８９件、７億６，７３８万円と
なっている。コロナ緊急対策と大分資金
繰り応援資金が３９件占めており、コロ
ナ禍の影響が経営等に深刻に表れている
と考えられる。

・支払期間の延長や減額など条件変更等による相談はどのよう
に行ってきたのか。それによる代位弁済を防げた事例はあるの
か。

・今後物価高騰対策やトランプ関税引き上げによる影響に対応
するための金融対策はどのようにすると考えているのか。

・（再質問）窓口の金融機関、保証協会等に条件変更を相談し
たときに、帳簿だけで判断するのか。総合的に判断するのか。
県はどのように指導をしているのか教えてほしい。

・県では、コロナ対応相談窓口が令和３年度末で終了した後も、通常の相談対応を行っている
が、中小企業・小規模事業者から県に対して返済条件変更に係る相談が入ることはない。県に相
談があった場合は、県では対応できないため金融機関と協議するよう回答することとなる。
　一方県では、毎年年末時期などに金融機関等に対し、既存融資に係る返済期限の延長や元金返
済猶予等、事業者の実情に応じた最大限柔軟な資金繰り支援の要請を繰り返し行っている。
　コロナ関連融資の返済状況だが、大分県信用保証協会によると、令和７年８月末時点で保証承
諾累計件数２０，４７４件のうち９９.０％にあたる２０，２６７件において返済期日が到来し
ており、全体の９４．８％が順調に返済または完済を行っている。しかし、リスケ等の返済条件
緩和が３．０％、代位弁済となった事業者も２．２％であり、今後も状況を注視していく必要が
ある。
　なお、全国の民間ゼロゼロ融資における代位弁済率よりも、本県の代位弁済率は低くなってい
る。これは県内金融機関が返済条件変更など事業者の実情に応じた柔軟な資金繰り支援と経営支
援を行っているためで、代位弁済を防いでいることにも繋がっていると考えている。今後も、金
融機関に対し、事業者の実情に応じた柔軟かつきめ細かな対応を行うよう要請していく。

・物価高騰や米国関税措置により売上原価率等が増加している中小企業者向けには、県が全額負
担することで保証料を免除した経営環境変動対応融資により資金繰り支援を行っている。今年度
は８月末時点で１４２件、約３０億円の融資が行われており、その利用が大きく伸びている。な
お、県では４月４日に米国関税に伴う相談窓口を開設したが、これまでの問い合わせは、今後影
響が生じた場合の支援策を尋ねる４件にとどまっている。引き続き、県内の中小・小規模事業者
の資金繰りへの影響を注視していく。また、今後影響が拡大する場合には、国の追加対策と歩調
を合わせ、県としても更なる資金繰り支援を講じていく。

・条件変更の対応状況について、金融庁が公表している「全国金融機関の条件変更に対する対応
状況」で、令和２年３月～令和７年３月までの実績が公表されている。地方銀行、信用金庫、信
用組合それぞれ分かれてデータが出ており、いずれにおいても条件変更に応じた割合が９９％を
超えている。大分県信用保証協会に確認したところ、県独自の数値は把握してないが、条件変更
の対応状況はこの全国状況と同様と思われるとのこと。さらに、実際に大分県信用保証協会にお
いても、元金返済猶予などの条件変更の申出に柔軟に対応しており、県制度資金における条件変
更中の実績は、令和７年８月末時点で１，３７４件、約１７８億円となっており、柔軟に対応し
ていると考えている。
　審査にあたっては、決算の数字だけで判断するのではなく、事業者の実情と今後の経営改善の
見込み等も含めて柔軟に対応するよう要請文書に記載しており、今後も金融機関に対し、事業者
の実情に応じたきめ細かな対応を行うように要請する。

97
企業立地促進事業に
ついて

・先ほど、新規雇用者数が５４９人と回答があったが、企業そ
のものの投資額がどれくらいあったか。また、県南地域の企業
誘致の取組がどうなっているのか。

・補助金を交付した企業による新規雇用と設備投資について、令和６年度に産業立地促進補助
金、オフィス系企業誘致促進補助金を交付した企業の新規雇用者数は７６４人。５４９人という
のは、令和６年度に立地表明をしたベースの数字であり、補助金適用は数年後なので時差が生じ
る。設備投資額は１２９．９億円。
県南地域の企業誘致の取組については、佐伯市の令和元年度から令和６年度までの直近の企業誘
致件数は１５件、新規雇用者数は１２６人、設備投資額は１５２億。特徴として、九州有数の水
深１４メートル岸壁を有する佐伯港のインフラ設備を活用したバイオマス発電関連企業や、水産
関連では養殖産地に近接して配合飼料の研究開発を行う企業などが立地している。また、旧佐伯
豊南高校を改修したサテライトオフィスへの立地も推進しており、今後もこれらの強みを生かし
て県と市で連携して企業誘致に取り組んでいく。
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農林水産部

99
労働相談への対応に
ついて

・主要な施策の成果の主な事業内容にある、①マーケットイン
の産地づくり、②新たな販路の開拓、取引量の拡大、それぞれ
に投じた事業費は。

・成果指標において、農林水産物の輸出額が目標値を上回る成
果をあげているが、新たな取引先をいくつ増やすことができた
のか、新規で商談成立数はいくつあったのか。

・令和６年度に商談会・展示会を実施した国はどこか。また、
新たに販路を開拓できた国はあるのか。

・（再質疑）宮崎県は農畜水でかなりの輸出額であるが、大分
県はどうか。また、宮崎県の水産物は、輸出先国の順位でいう
と、米国、ＥＵ、台湾となっている。大分県の水産物の輸出先
国の順位は。

・今年度、おおいた和牛がＥＵのドイツにチャレンジするとい
うことで、ぜひそこで成果を挙げていただきたい。
　水産物について、宮崎県はＥＵをターゲット国として輸出し
ており、大分県もＥＵに活路を見い出せるのではないか。大分
県のほうが宮崎県よりも養殖が多いと思うので頑張っていただ
きたい。
　宮崎県はターゲット国を多角的に広げており、大分県も負け
ずに多角化を頑張っていただきたい。（要望）

・①マーケットインの産地づくりの事業費は４，５４８万９千円で、その内訳は、産地形成に向
けた海外市場ニーズ調査や生産・加工体制の構築が１，３３０万４千円、動物福祉に配慮した家
畜の取扱い及び血斑発生低減のための取組が３，２１８万５千円となっている。②新たな販路の
開拓、取引量の拡大については、商談会・展示会への出展等にあたり、農畜林水の各協議会に対
して２，６１１万３千円の負担金を支出しており、残りの５４０万７千円は渡航にかかる旅費等
となっている。

・これまでの取引先への輸出量拡大に加えて、新たな販路開拓を行うことで輸出額は増加してい
る。例えば、牛肉が台湾で１件、木材がフィジーと中国で１件ずつ新規商談が輸入事業者と成立
している。なお、現地の輸入事業者がその国の卸または小売事業者、飲食店等との新規商談を進
めており、例えば、シンガポール、グアム、ハワイの日系スーパーにおいて農産物の取引が始
まった。

・各品目の需要に合わせ、生産者、輸出入事業者等と連携して商談会等を実施している。展示会
であれば、国内はしいたけ、水産物、米国は牛肉、シンガポールは国の日本青果物輸出促進協議
会という団体があり、そちらの展示会で出展をしている。主要な商談については、農産品では、
台湾、東南アジア、牛肉では、米国、台湾、香港等、水産物では韓国、香港、米国、台湾など、
木材についてはベトナム、中国、フィジーで行われている。
　新たに販路を開拓できた国は、木材であればフィジー、農産物であればグアム、ハワイの梨が
ある。また、今年度は新たに牛肉の輸出についても挑戦しており、今月ＥＵのドイツで「ＡＮＵ
ＧＡ２０２５」という展示会が開催されるため、そこで輸出に向けて挑戦する。

・令和６年度の水産物の輸出額は２０億１，１００万円で、主要な品目は養殖ブリとなってい
る。昨年度の養殖ブリの輸出先国に関しては１位が韓国、次は米国、香港、台湾となっており、
韓国については活魚船で生きたまま輸出するという形をとっている。昨年度比２億円の増加と
なっており、ニーズがかなり増えている。

102
ため池の整備等につ
いて

・防災重点農業用ため池１，０２７箇所
のうち、延べ４０３箇所のため池を改修
した。

・緊急の改修を要するため池の進捗状況は。

・国庫補助事業の対象とならないため池の対象数は把握してい
るのか。把握している場合、その進捗状況は。

・対策は進んでいるものの、進捗率は４８％という状況である
ため、今後ともしっかりと取り組んでもらいたい。（要望）

・令和３年度から１２年度までの１０年間で緊急度の高い１７１箇所の改修を実施することとし
ており、令和６年度までに８２箇所で着手し、進捗率は４８％となっている。

・農林水産業施設災害防止緊急対策事業では、防災重点農業用ため池の廃止を進めている。ため
池の廃止は、令和３年度から１２年度までに補助・非補助併せて９１箇所で実施することとして
おり、令和６年度までに５５箇所で着手している。そのうち緊急対策事業では、国庫補助の対象
とならない６箇所を実施している。

農地中間管理推進事
業について

農地中間管理機構を活用した集積面積
は、延べ６，３７３ヘクタールとなっ
た。

・大分県のような中山間地の多い地域では、なかなか担い手に
なる方もいないと思われるが、そうした厳しい農地についての
対策はどのように進めているのか。

・（再質疑）土壌診断数が目標を大きく上回り、達成率１７
８．８％となっている。中山間地域で新しく若手の担い手が増
えているところなどでは、有機農業に意欲をもって取り組んで
いる事例も聞く。有機農業を進めることも併せて中山間地域で
取り組んではどうか。

・中山間地域においても、条件の良い農地については基盤整備事業の活用等により優良農地化を
検討し、地域内外の中核的経営体や参入企業への農地集積・集約化を進めていきたい。一方、条
件不利農地では、残す農地の優先順位付けを行い、花木や放牧、景観作物など粗放的管理手法の
導入により、荒廃化の防止を図っていく。また、現在進めている地域計画の見直し作業におい
て、そうした農地の適正利用に向けた地域主体の取組を後押ししていきたい。

・中山間地域においても個人農家が有機農業に取り組んでいる事例が多くあるが、生産面で安定
していない、販売面で販路をしっかり持っていないなどの課題がある。生産、販売両面の課題を
解決するために、今年、県で有機農業推進協議会を立ち上げた。これは県内の１４市町、関係団
体と県で組織するもので、この中で生産、販売両面の課題解決に向けた取り組みを進めていると
ころである。引き続き生産者の経営安定に向けたフォローをしっかりやっていきたい。

・２０２４年度に行った研修の重点について教えていただきた
い。また、県民から様々な労働相談などあったと思うが、雇用
労働室で受けた相談について、特徴について教えてほしい。
　また、労働相談などで本課を訪れる県民もいると思うが、ど
のような対応をしているのか。

・雇用労働室を訪れての相談者にはプライバシーを保護してい
るとのこと。オフィス改革の議論を今していると思うが、その
中でもプライバシーについては保護される環境を積極的に整備
していただきたい。（要望）

・労働相談員に対する研修について、昨年度は２回外部講師による研修会を実施した。１回目
は、労働相談を受ける際に重要な共感的傾聴について、県の人権啓発講師を講師として学んだ。
２回目は、近年増えている外国人労働者の県内における現状等を踏まえて、外国人労働者に係る
相談対応時の注意点について、大分労働局職員を講師として学んだ。このほか、職員が相互に講
師となる職場内研修では、相談事例や判例に基づいて、労働関係制度の基礎知識等について学ん
だ。
　雇用労働室内に設置している労政・相談情報センターで受けた令和６年度の労働相談の件数
１，７４３件の内訳は、件数の多い順に、賃金が２７６件、労働時間・休日・休暇が２２６件、
退職・退職金が１７１件等となっている。また、ハラスメント関係では、パワハラ１３１件のほ
か、いじめ・嫌がらせが４６件、セクハラ、カスハラが各１５件あり、全体で２０７件の相談が
あった。
　当室での労働相談は、原則、平日の日中に受け付けているほか、年６回実施している集中労働
相談会では、金曜日の夜間や週末にも受け付け、専任の相談員が対応している。
　来所される県民は、複雑な就労環境や生活実態、また病状など、個別、具体的な悩み、苦しみ
を抱えて来所される。大分労働局や労働基準監督署など国などの相談先よりも、敷居が低く、幅
広い面から相談しやすい県に相談する相談者も少なくない。このため来所された方には、プライ
バシーを確保したうえで、相談員２名体制により、できるだけ傾聴に努め、相談者に寄り添った
対応を心掛けている。
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農林水産物輸出需要
開拓事業について



農林水産部

104
持続可能な豊かな有
機産地等活性化事業
について

・成果指標「県域出荷組織構成員の販売額」の達成率が９３．
１％と未達成になった要因や課題は。

・令和７年度から実施している「おおいたの有機産地等拡大促
進事業」の現状や結果に対する改善点等は。

・（再質疑）有機農業に取り組んでいる方はこだわりが強く、
少量多品種となる傾向が多いと思うが、具体的にどういった指
導をしているのか。

・農業施策全般、大規模農家が主体となっている実情がある
が、有機農業については、現状として大きな生産額にはなり得
ないと思う。ただ、有機農業の取組の継続に対する支援は必要
だと思うので、しっかりとした指導をお願いする。（要望）

・特に酷暑の影響などによって有機野菜の出荷量が計画よりも下回った生産者がいたことが要因
となっている。今後の有機農業の取組拡大に向けて、今年の３月に１４市町、関係団体と県で有
機農業推進協議会を立ち上げ、生産安定、販路の確保といった生産・販売両面の課題解決に取り
組んでいる。

・今年度の事業では、生産面については高温対策として潅水設備の整備や、省力化につながる機
械の導入支援をするとともに、県協議会による技術マニュアルの作成に取り組んでいる。また、
販売面については県域出荷組織による販売拡大の取り組みも支援している。引き続き、市町など
関係者と連携しながら有機農業の生産拡大と生産者の経営の安定化、県域出荷体制の確立に取り
組んでいく。

・生産面で課題になっているのは、品目にかかわらず土づくり、雑草対策、病害虫対策である。
　県協議会では、県内の先進事例調査を行い、先進農家の方々がどういった対策をされているか
を技術マニュアルとしてまとめ、市町の関係者や農業者と共有し、技術向上を図っていく取り組
みを進めている。

103
国土調査事業につい
て

・県内の進捗状況は。また、事業完了の目標年は設定している
のか。さらに、市町村で進捗の差があると思うが、県の対応
は。

・昭和３２年から着手し、日田市など５市村で調査が完了しており、現在、県内１３市町で実施
中である。本県の調査対象面積５，７８７平方キロメートルに対する令和６年度までの調査実績
は３，７５２平方キロメートルで、進捗率は全国平均の５３％を上回る６５％（全国で１５位）
となっている。
　事業完了の目標年は特段設定していないが、国土調査法に基づき、市町の意向を踏まえた令和
２年度から１１年度を対象期間とする第７次１０か年計画を策定し、事業完了に向けて取り組ん
でいるところである。
　市町への推進については、各市町の着手年度が昭和３０年代から平成２０年代と大きく異なる
など市町の進捗率は１３％から９２％と差が生じている。調査進捗の向上に向け、ドローン等に
よる航空測量データを活用し、地権者が現地立会を行わずに境界確認を行うなど、効率的な調査
が可能となる新技術の導入を市町に促すなどの支援を行っている。

105
集落営農継続発展対
策事業について

・成果指標「担い手不在集落数」の達成率が８５．１％、主要
な施策の成果の評価がＣとなっており、令和６年度中に７法人
が解散になっている。また、令和７年度の予算規模は６年度と
同じ２，５００万ほどになっている。今後どのように展開して
いくのか。

・（再質疑）若者の雇用を目的とするのであれば、ビジョンが
描ける農業のあり方を行政も一体となって考えていく必要があ
る。再編の話などは伺ったが、ビジョンとしてどういったもの
があるか。

・中山間地域の多い大分県では集落営農法人の働きは大きいの
で今後も頑張ってほしい。（要望）

・令和６年度は汎用コンバインや防除用ドローンの導入など、集落営農法人の経営拡大を支援す
ることで２８の担い手不在集落が解消されたところであるが、構成員の高齢化やオペレーター不
足によって７法人が解散した。一方で、農地の集積・集約化や雇用確保による高収益品目の導入
など、経営拡大を図った集落営農法人は、令和６年度で４７法人にのぼる。周辺の集落営農法人
等と合併や連携する事例も、令和２年度以降で１１あり、広域でカバーしあう体制も進んできて
いる。引き続き、規模拡大や経営の多角化、法人間の連携・統合などを進め、担い手不在集落の
解消を図っていく。

・集落営農法人ごとにこの先どういった経営形態にしていくか自ら考えてもらうべく、連合発展
ビジョンを策定してもらうように話を進めている。令和２年から６年までで１９ビジョンの策定
を進めており、例えば、オペレーターを補完しあう、農作業の受託をするなりカバーしあう、強
み弱みをカバーすべく合併とか連携・統合するといったものである。これらの集落営農法人は、
地域をカバーしながら、経営拡大を図っており、県としても後押しをしていきたい。

106
おおいた食の地産地
消推進事業について

・県産農林水産物の地産地消率は現在どの程度か。また、地産
地消の目標値はあるか。

・（再質疑）都道府県別食料自給率がカロリーベースで４７％
とのことだが、過去５年では上がっているのか、下がっている
のか。

・地産地消推進事業ということで、取り組んでいる割には横ば
いというのが現実で、少し取組が弱いのではないか。５０％を
超えるくらいの気持ちをもって取り組んでいただきたい。（要
望）

・地産地消率については、農林水産物の流通経路が非常に複雑で多岐にわたるため、県産品が県
内でどれくらい流通販売されているかを把握することが難しく、目標値の設定は行っていない。
類似の指標として、農林水産省がまとめた都道府県別食料自給率によると、カロリーベースで全
国平均３８％に対して大分県は４７％になっている。

・農林水産省が発表した一番新しい数字が令和４年度の４７％で、その前年の令和３年度が４
６％、令和２年度が４０％、令和元年度が４２％、平成３０年度が４７％、ここ４年ぐらいは少
し下がったのがまた少し上がってきている状況である。

107
活動火山防災営農施
設整備事業について

・事業説明に「阿蘇山の降灰による生産者の意欲の減退を防ぐ
とともに、農作物などの品質保持を図るため、降灰対策に必要
な農地被覆施設の整備等を行う生産者に対して支援した」とあ
るが、具体的な事業内容、実績、成果は。

・県では令和６年度から８年度までの第４次防災営農施設整備計画を策定の上、本事業を実施し
ており、現在対象は竹田市のみとなっている。令和６年度は竹田市５戸の農業者がミニトマト、
ぶどうの被覆施設約７０アールの整備を行い、阿蘇の火山活動に伴う降灰被害の未然防止と農業
経営の安定を図った。

108
畜産経営緊急支援事
業について

・２，５００万円の事業予算を組みながら、支出がなかった理
由は。

・本事業は飼料価格が高止まりしている中、酪農経営や肉用牛経営の安定を図るため、青刈りと
うもろこしの生産拡大に取り組む畜産農家やコントラクターが国の事業を活用して機械を導入す
る際に、県が上乗せ助成するものである。令和６年度は２件の事業活用を見込んでいたが、国の
別の事業にて着手したことや全国的に事業要望が多く、翌年度の採択となったことから、予算が
不用となったものである。
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109
獣医師確保対策事業
について

・事業概要「県公務員獣医師、産業動物獣医師等を確保するた
め、獣医系大学に在籍する学生に対し就職勧誘活動を行うとと
もに修学資金を支給する」とあるが、県の獣医師の現状は。ま
た、獣医師育成及び確保に向けた新たな取組等はあるか。

・過去１５年間で獣医師確保対策事業の修学資金を受給し、農林水産部獣医師として従事してい
るのは１４名となっている。現在、農林水産部獣医師の欠員が生じているが、県ＯＢ獣医師等で
対応しているところである。
　さらに、令和２年度から高校生を対象とした地域枠選考型修学資金を創設した。令和７年度か
らは、この地域枠選考型修学資金において、就職先を県農林水産部獣医師だけでなく県内の産業
動物獣医師にも拡充し、さらに県の公衆衛生獣医師にも就業可能とした県単枠を創設したところ
である。

110
大分県森林環境税及
びＪ－クレジット制
度について

・大分県では以前から県民一人当たり５００円の森林環境税を
県税として徴収しており、令和６年度から国も国民一人当たり
１，０００円の森林環境税を徴収するようになったが、国と県
でどう違うのか。
　目的と使途、大分県における森林環境税の税収額はいくら
か、支出の内訳は。

・また、国が徴収する森林環境税の大分県に対する配分はある
のか。ある場合、その額はいくらか。
　森林環境税に関わる基金は何があるのか。どのような目的を
もって基金を設置しているのか。
　令和６年度末の基金残高はいくらか。積立目標額はあるの
か。
　国が同じ森林環境税を徴収することから、大分県の森林環境
税の徴収をやめる考えはないのか。どうなればやめるのか。

・大分県におけるJ－クレジットの取組状況は。

・（再質疑）来年度からクレジット販売をするということでい
いのか。

・国と県の森林環境税の目的と使途の違いについて、国の森林環境税の目的は、市町村による公
的な森林管理の推進であり、その使途は経営放棄された森林の整備や担い手の育成等とされてい
る。一方、県の森林環境税の目的は、県域での森林資源の循環利用等の推進であり、その使途は
再造林の推進やシカ被害対策、森林・林業教育の充実等としている。
　県の森林環境税の税収額と支出の内訳について、令和６年度の税収額は約３億４千万円となっ
ており、支出の内訳は低コスト再造林等に４４％、シカ被害対策等の推進に約４０％、森林･林
業教育の推進等に１６％となっている。

・国の森林環境税の大分県への配分額について、大分県全体に対し約１４億８千万円が配分され
ており、このうち市町村に１３億３千万円、大分県には市町村が実施する森林整備への支援を主
な目的に、１億４千８百万円が配分されている。
　森林環境税に関わる基金について、国の森林環境譲与税は「大分県森林環境譲与税基金」、県
の森林環境税は「大分県森林環境保全基金」を、それぞれの条例に基づき設置し、運用してい
る。
　令和６年度末の基金残高について、国の森林環境譲与税基金の決算年度末現在高は７４，９５
５，６００円、県の森林環境保全基金は１５０，０６３，７４５円となっている。いずれも積立
額の目標額はない。 
　県の森林環境税の継続に対する考え方について、有識者、公募委員で構成する「大分県森林づ
くり委員会」で継続の可否も含めて検討していただいた結果、これまでの取組の成果も評価さ
れ、今後も本税で取り組むべき災害に強い森林づくりや循環型林業の推進などの多くの課題が残
されており、継続することが妥当との報告をいただいたことから、引き続き、県森林環境税を継
続する方針である。

・現在、国のＪ－クレジット制度事務局がＪ－クレジットの登録等に係る事務指導や、審査費用
の助成等により取組を進めている。県においても、生活環境部において審査費用の助成や専門家
による支援を行い、クレジット化に向けた取組を進めているところである。農林水産部において
は、県営林のクレジット取得を進めており、今年４月に森林管理プロジェクトの承認を受けて登
録し、現在は年度内のクレジット発行に向け、審査機関による検証を受けているところである。
県営林の登録で得たノウハウを県内の団体等と共有することで、 今後もクレジット登録者の拡
大を図っていきたいと考えている。

・今年度中にクレジット発行までを目指しており、来年度、販売に向けて取り組んでいきたいと
考えている。

111
企業等農業参入推進
事業について

・主要な施策の成果において、農業参入企業件数が目標を上
回ったとあるが、参入後の定着率はどうなっているのか。
　また、県内外の農業法人を誘致する本事業において、地元と
の関わり等どのように対応・対策しているのか。
　予算額と決算額の差が約２５，０００千円あるが、理由は。

・中小企業を含めて参入年数が長くなればなるほど定着率が下
がるという傾向があると思う。地元の就農者と話をする機会が
あり、「地元ファースト」の要望をいただくことがあった。県
外に出た方でも、地元で農業をしたいという気持ちが強い方が
多いと感じる。地元を大事にすることによって、地元のコミュ
ニティの底上げにもつながると思うので、地元優先の施策を含
めて農業を活性化してもらいたい。
　また、農林水産省が儲かる農業という言葉を掲げているが、
他力本願なイメージが中高年の中で強いということで、大分独
自の施策を実施しているという強いメッセージを伝えてもらい
たい。（要望）

・県では、参入相談から営農開始後の目標達成に向けたフォローアップまで、関係部署と連携
し、企業の農業参入を支援している。しかしながら企業活動であるため、撤退判断となった企業
はあり、企業参入に取り組み始めた平成１９年度からの定着率は８１％となっている。
　地元との関わりについて、異業種参入や県外からの企業参入においては、参入時に地元との調
整が特に重要になることを踏まえ、円滑に参入できるように、市町と一緒になって農業委員会等
の関係機関と調整している。また、地域の農業経営者やＪＡ等との連携・協力も必要になること
から、関係機関を集めてサポート会議を開催し、個別企業ごとに支援内容や役割分担について随
時協議しているところである。加えて、企業との参入相談の中で、地域の行事等への参加も促
し、地域住民との交流を進めるよう働きかけも行っている。その結果、地域の行事への参加にと
どまらず、地域住民との懇親の場づくりや、教育機関と連携して地域の農産物を活用した新たな
加工品づくりに取り組むなど、活動の展開が広がる事例も出てきている。
　決算額の乖離について、この事業費内で設けている補助金の内、１件の園芸施設整備につい
て、海外情勢の影響により施設整備に必要な資機材の納入に時間を要し、翌年度まで工期が延長
された。そのため、事業別説明書の右側に記載のとおり、翌年度繰越額として２３，６７５千円
を計上したことにより、乖離が生じている。

・主要な施策の成果において、新規就農者数が目標値２８９名
に対して実績値２９０名でＡ評価となっている。機械購入後の
フォローアップ体制はどのようになっているのか。また、機械
なので当然更新時期が来るが、更新時期後の県の補助について
は何かあるのか。

・本事業は令和４年度に新設された国の事業であり、新規就農者の就農後、経営発展のために必
要な初期投資について支援するものである。これまで６６経営体がこの事業を活用し、トラク
ターや防除機など営農開始に必要な機械等の導入をしている。
　事業実施後は、早期の経営安定に向けて市町等関係機関と連携した技術指導や経営指導などの
サポートを行っていく。また、機械更新等の補助はできないものの、規模拡大や生産性向上にあ
たっては、高性能機械等の導入を支援するなど、総合的なフォローアップを行っている。

112
新規就農者経営発展
支援事業について
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113
中山間地域における
鳥獣被害対策につい
て

・条件不利地域の中山間地域農業に関して、生産意欲がコメの
価格高騰によって幾分上がってきており、また、新規参入を含
めて若い新規就農者も増え始めている。しかし実態として、特
に今の時期はイノシシによる獣害が増える。
　県の事業は色々な支援メニューがあるが、それらをいかに複
合的、総合的に成果が出るように発揮させていくかが問われて
いる。そういう意味においては、特に鳥獣被害対策は地域ごと
にパターンが違うため、集中支援チームを作って対策していく
ことに注目している。
　耕作放棄地や遊休農地が農地のすぐ近くにあるというのが大
分の中山間地域の実態だと思うが、そういう意味において、例
えば田んぼダムでも、企業参入で特別チームに特化して対策し
てもらう、破られたフェンスの補強などを支援チームがＧＰＳ
を用いるなど、コメ生産に力を入れるのと同様に対策していく
ことが必要だと考える。その辺の状況について、複合的な取組
や優良事例はあるか。

・生産者はとにかく生産を頑張ってもらう。鳥獣被害対策につ
いては、企業参入も含めて特化した集中支援チームのような別
枠にＧＰＳを使いながら積極的に動いてもらうようなイメージ
で取り組んでほしい。（要望）

・有害鳥獣の生息場所にならないような遊休農地対策について、農地最適利用土地総合対策事業
では、中山間地域等における荒廃農地の解消のため、粗放的な土地利用の導入や荒廃農地の再
生、基盤整備等を支援している。具体的には、雑木の伐採や簡易な整備、ラジコン草刈り機の導
入や景観作物導入に係る種苗費の支援をしている。
　豊後高田市では令和３年から令和６年までの４年間で４ヘクタールの遊休農地を解消したとい
う優良事例が生まれている。遊休農地の解消に向けては、本事業の他、中山間地域等直接支払交
付金や多面的機能支払交付金の支援により地域の取組を支援していく。

　各集落では、高齢化や人口減少の進行度合、農業法人や被害対策を熟知した人材の有無など、
社会的な状況が大きく異なることから、これまでの統一的な指導では取組が進まない集落や予防
強化集落に指定しても被害が減少しない集落もある。
　そのため、今年度から、県、市町村、農業関係団体などでサポートチームを組織し、集落の状
況に応じた支援を行う取組を佐伯市の集落でモデル的に開始している。
　支援の内容は、カメラ撮影による加害獣の判定や侵入経路の確認、被害マップの作成、放任果
樹の伐採、耕作放棄地の草刈など集落環境対策である。
　今後はこの取組を、市町村や団体と連携しながら全県に横展開し、各集落が自主的に効果的な
被害対策を継続して実施できるよう支援していく。

114
田んぼダム推進事業
について

・遊休農地対策や獣害対策として企業等に参入してもらい、そ
の際に田んぼダムなども整備してはどうか。

・田んぼダム推進事業は、田んぼダムの普及に向けた啓発活動に必要なパンフレット等の作成や
講師派遣に要する費用に活用するものであり、遊休農地対策として充当した事例はない。
　委員提案のように企業が参入するなど具体的な動きがあれば、各種農地整備事業の中で、田ん
ぼダムに必要な桝や畦畔の整備を行うことが可能なため、今後もニーズに合わせた基盤整備に務
めていく。

115
６次産業化サポート
体制整備事業につい
て

・戦略品目等については、私の故郷に梨団地もできて頑張って
いるところだが、規格外品や６次産業としての加工品の廃棄実
態、歩留りについてどのような状況になっているのか。また、
そういった視点から令和６年度決算における助成サポートの実
績は。

・引き続き、色々な相談について、徹底的にサポートして農家
の所得が向上するように、次年度の予算も十分に確保しながら
取り組んでいただきたい。（要望）

・生産段階において、市場流通にのらない規格外品は少なからず発生する。生産者の所得向上を
図るためには、規格外品の発生を削減することはもとより、発生した規格外品の有効活用は重要
である。例えば、庄内梨では生産量の約１５％は規格外品が発生するとされている。こうした
中、生産者の方が規格外の梨を使ったシェイクの開発に取り組み、好調な販売に加え、県農業賞
若手経営者部門で最優秀賞を獲得するなど、規格外品を使った優良事例となっている。こうした
取組を拡大するため、県では６次産業化・地域資源活用・地域連携サポートセンターを通じて、
６次産業化の取組を支援している。
　具体的には、６次産業化希望者及び実施者への専門家派遣による伴走型の支援などを実施して
いる。
大分市のピーマンの生産者で、年間７０トン程度生産するうち約１トンは出荷できない規格外の
ものが出るということで、加工品の開発に取り組まれており、昨年度から、サポートセンターが
伴走支援という形で、加工品の開発とブラッシュアップに向けたアドバイス等を行っている。

116
力強い農業経営体育
成事業について

・重点支援対象者へのサポート活動として、３２経営体を登録
し、３１回の専門家派遣を実施されているが、専門家派遣から
法人化、６次産業化、事業拡大につながったのは何件あるか。
　また法人化するメリット・デメリットともにあるが、現在の
ようにコストが上昇する段階では、社会保障や資材のコスト
等、デメリットのほうが大きく、個人のほうに戻したほうがい
いという声も聞く。そういう意味では、スマート農業にすれば
いいが、スマート農業にすれば自己負担が発生することからで
きないという声も聞く。今大事なのはコストの縮減に向けてコ
スト管理ができるような状況づくりだと考える。
　６月には食料システム法が成立し、来年が本格運用となる。
これからコスト指標や指定品目を決めていくが、今後の大分県
の状況や内容は。

・重点支援対象登録者３２名について、専門家派遣をしながら経営強化を図っているところでは
あるが、引き続き力強い経営体の育成に努めていきたいと考えている。

　法人化になるということで、社会的信用はもちろんのこと家計と経営の分離や経営の効率化を
図れるが、今年度農業専門のコンサルタントを活用した事業の中で、経営体から法人化について
の相談などがあるので、専門家に相談しながら、現状のコスト高も含めて取組の確認をしていき
たいと考えている。

　食料システム法による合理的な価格形成については、農業品目は生産コストを反映しにくかっ
たのを、生産から販売、流通まで適正価格で進めることがこの法の目的である。コストの指標は
これから国が指定品目で策定することになっている。また、このコスト指標に基づき、努力義務
だが卸売市場で価格を適正にしてほしいとお願いしており、合理的でなければ指導ができると
なっている。
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117
日米関税交渉におけ
る影響について

・日米関税交渉においてミニマム・アクセス米を７５％、その
他にも米国産品を購入すると発表されている。また、相互関税
として１５％をかけられ、無税であったものもこれをかけられ
る。大分県農業にとって非常に大きな事態と考えられるが、ど
のように考え、影響緩和策を講じるのか。

・（再質疑）大分県内の米はほとんど主食用米だから影響ない
とのことだが、今現在でも３５万ｔを米国米が占めている。多
くは国内産と競合する中粒種、加工用等で輸入されるが、これ
が大分県のコメ生産に全く影響がないかというと疑問である。
関税の上昇で輸出も非常に厳しくなるが、県としての対策はと
れるのか、とっていくつもりなのか。

・ミニマム・アクセス米の枠内でアメリカからの輸入割合が増加することになるが、増加分は非
主食用として扱われることから、影響はほとんどないと考える。

・ミニマム・アクセス米７７万トンのうち、１０万ｔが主食用米にまわっているが、これ以上は
まわさないのが政府の見解であり、これを信じるなら影響はないと考える。

　大分県の米国への主な輸出品目は養殖ブリとおおいた和牛であるが、おおいた和牛については
２６．４％、養殖ブリについては１５％の関税が課されることとなった。
　一方で、牛肉は日本に２６．４％の関税がかかるなかで、ブラジルには５０％の関税がかかっ
ており、逆にチャンスと捉えられる部分もある。
　また、高所得者層に対してのニーズは高いということで、現地の輸入事業者も引き続きおおい
た和牛を売っていきたいという気持ちがある。養殖ブリについても、高所得者層が対象のため影
響は少ないと考えているが、やはり、関税が高くかかってくるので、状況を注視していかなけれ
ばならない。
　そういった中で、米国以外の輸出先国の多角化も進めている。牛肉については、大分県畜産公
社が今年４月にＥＵ向けの施設認定をとり、ＥＵの展示会にチャレンジしている。養殖ブリにつ
いても同様に、中国の状況も注視しつつ、輸出先国の多角化を進めていきたい。

118
企業等農業参入につ
いて

・令和６年度の農業参入企業件数は２１件、新規就農者数は２
９０人となっており、第一次産業の振興は食料自給率向上にも
大切なことである。
　企業の参入は他業種からの転換や、加工企業による参入形態
など多岐にわたっていると思うが、どのような業種からの参入
が多いのか。また、参入してきた企業と地域の農業経営者との
関係や地域の祭事等への参加などは。

・建設業からの参入が２７％ということで、業種の中では一番多くの割合を占めている。この建
設業については、主に県内からの参入で、特に県外の方からとなると、卸売・小売や流通業等の
業者が多くなってくる。
　県外企業と地域との関わりについては、地域と共に成長する環境をつくることが大変重要であ
ることから、参入企業の中には地元の農業法人と連携を取りながら、自社のネットワークを活か
して規模拡大や販路拡大に取り組む事例や、地元住民との交流行事に参加して自社栽培の農産物
を配布するほか、地域の草刈りなどの共同作業にも積極的に関わるなど、地域農業の発展だけで
なく、地元住民とのつながりを大切にしている企業も多く見られる。また、今年度参入した企業
では、地元企業と「事業協同組合」を設立し、県内外から若手人材を呼び込むことにより、地域
活性化に大きく寄与する事例も出てきている。

119
おおいた和牛と豊後
牛の取扱いについて

・肉質４等級以上の品質をおおいた和牛としてブランド化を推
進している。一方で、豊後牛というブランド名は１００年以上
の歴史があり、県内外にも人気がある。県として、この両ブラ
ンドについて、どのような方向性を持ってやろうとしているの
か。おおいた和牛１本で押しているような気がしてならない
が、両ブランドについての取組は。

・豊後牛については肉質等級の基準はなく、県内で肥育されたものが対象である。他方、おおい
た和牛は県内肥育農家のうち、６４農場で育てられた肉質が４等級以上のものとなっている。一
定の品質基準で差別化を行い、付加価値を付けて販売することはブランド化にとって重要だと考
える。
　種雄牛の改良や飼養管理技術の改善が進んだことから、昨年度の肉質４等級以上の割合は９
０％を超えた。豊後牛のほとんどがおおいた和牛となっており、品質向上と流通量の拡大が着実
に進んでいる状況である。
　おおいた和牛の認知度向上のため、大分県畜産公社では、おおいた和牛の証明書を枝肉購買者
に発行している。また、県外の食肉市場では、おおいた和牛のブランドロゴを枝肉に表記し、浸
透を図っている。
　おおいた和牛の取扱店は、ブランド発表した平成３０年度の７４店舗から、令和６年度では３
１５店舗まで拡大した。今後もおおいた和牛をしっかりＰＲしていくことでブランド力の強化を
図り、豊後牛の中のハイブランドとして、おおいた和牛が認知されるよう取り組んでいく。

120
道路維持修繕費につ
いて

・令和６年度予算は前年より５億円以上
増額し、約２５億９，９００万円となっ
た。

・決算額は約２５億９，２００万円となっており、今後も道路
の草刈りなどの予算について、この額を維持、できれば増額す
べきではないか。

〔内部協議〕
・毎年、複数の委員から出ている道路や河川や県営住宅の草刈
り等の維持管理等について、やはり予算増額が必要だと思う。

・昨年度に予算を５億円以上増額し、観光地へのアクセス道路や交通に支障をきたす箇所におい
て、草刈りの回数や区間の追加を行い、延べ面積で１００万平方メートルを増やしたところであ
る。これにより、通学路や地域のイベント前の草刈りなど、県民の要望に対して、細やかな対応
が可能となり、感謝の声も伺っている。今年は梅雨が統計上最も早く６月末に明けるなど、厳し
い条件であるが、引き続き、コンクリート張りなど発生源の抑制などの取り組みなども進めなが
ら、現状の分析に努める。
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124
共生のまち整備事業
費について

・県有施設改修以外の事業で歩道等の改良、交通環境整備の選
定場所の基準について教えていただきたい。

・また、この事業の計画終了期間を、どのように捉えている
か。

・最後に今回予算額に対して決算額が約１，２００万円減少し
ている。これは繰越ということで次年度予算に計上されている
が、主要な政策の成果の歩道の整備延長が令和６年度９２．
１％の達成率となっているのは、この減額分が原因になってい
るのか。

・障がい者団体等と協議しながら、この事業で音響式信号機の
設置を行っているようであるが、大分駅や別府駅周辺では音響
式信号機が設置されているのに対し、大分駅・別府駅以外の駅
の周辺では、まだまだ整備がうまくいってない。またノンス
テップバスが稼働しているが、そのバス停の整備について、バ
ス会社や道路管理者との兼ね合いがあるのだろうが、なかなか
整備がうまくいってない。障がい者団体の方から、バス停の整
備や音響式信号機の増設について、要望の声はあるのか。

・タクシー料金が高いということもあり、病院に行かれる高齢
者や障がい者の方にとって使いづらい状況である。そのため頼
りにする公共交通機関としてバスを利用したいが、バス停付近
の歩道整備がうまくいっていない現状である。障がい者団体の
皆様の声も聴いていただきながら、他部局とも連携して、共生
のまち整備事業を進めていただきたい。（要望）

・歩道等改良や交通環境整備を実施する箇所については、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の
促進に関する法律や大分県福祉のまちづくり条例などに基づき、市町村や障がい者団体等とも協
議し、現地調査も行いながら優先順位をつけ、整備を進めている。

・事業期間については、土木建築部では、平成１２年度からこの事業を行っており、計画されて
いる残る箇所の整備に８年程度要する見込みである。ただし、今後法律や条例の改正、物価高騰
等の影響などにより、計画の見直しが必要になることも想定される。

・最後に決算額との差額１，２００万４千円については、令和７年度への繰越額である。これは
日田警察署など、３箇所の県有施設のバリアフリー化工事について、上半期に設計を終え工事を
発注したが、技術者不足などによって、入札不調となり繰越しを行ったものである。本繰越につ
いては、令和７年３月に改めて工事を発注し、８月に完成をしている。今後も高齢者、障がい者
など多様な人々が共生する社会の実現に向けて、バリアフリー化を進めていく。

・音響式信号機や歩道の切り下げによるセミフラット化を推進しており、こういった要望の声が
あることは認識している。 要望について、歩道の切り下げについては管轄の土木事務所、音響
式信号機については警察署に要望をしていただき、建設政策課へ要望があれば、管轄の組織とお
繋ぎする。

・令和６年度では子育て世帯向け整備目標５０戸、実績値３０
戸とのことだが、入居希望の状況はどうか。

・また高齢者世帯向けの住居改善の進捗状況はどうか。予算を
確保し、いっそうニーズに応えて整備し、今住居に困っている
方多い中で公営住宅の役割を果たすべく入居をすすめるべきだ
と考えるがどうか。

・最後に、空室を子ども食堂などとして活用できるようにすべ
きではないか。昨年度の答弁のなかで、要望があればというこ
とのことであったが、具体的にぜひ検討協議を進め、考えてい
ただきたいが、どうか。

・令和６年度までに整備完了した子育て世帯向け住戸の３０戸のうち、２９戸は入居済みで、残
る１戸は最近退去したため、今後修繕して募集する予定である。

・高齢者向け住戸改善工事については、令和６年度に１９戸完成し、令和７年度は繰越分も合わ
せて９戸完成予定である。子育て世帯や高齢者が安心して暮らせるよう、予算をしっかり確保
し、ニーズを把握しながら住環境づくりに取り組んでいく。

・県外の自治体において、公営住宅の空室を子ども食堂などとして目的外使用している事例があ
ることは認識している。目的外使用にあたっては、住宅の状況や使用目的などを確認したうえ
で、国の承認が必要となるため、相談があれば、個別に対応していきたい。

・昨年も質問したが、リバーフレンド事
業ということで、自治会のメンバーの高
齢化や、地球温暖化の中で樹木に成長し
ており、素人の手には負えないような状
況になっているところが多くある。

・そのためボランティアでは厳しくなっており、貸出用のラジ
コン草刈機を増やすとともに、業者への委託を増やせるよう予
算の増額をすべきだと考えるがどうか。

・明日の朝に、地域の皆さんと境川の草刈りをする予定になっ
ている。これについては年に３回行うことになっているが、別
府市の場合は、地域の高齢化が進み、市の職員さんたちに手
伝っていただいたりして、なんとかやっている状況である。
そのため公的に予算をつけて、リモコン式の草刈機等を早く増
やしていただくとか、業者に頼んでいただく分も増やして対応
できるようにお願いしたい。（要望）

・河川の草刈りについて、治水上支障となるものについては、河床掘削と合わせて除去するなど
進めており、それ以外の生活環境上支障となる河川の草刈りについては、地域の美化活動を行っ
ている自治会やボランティア団体の方々にご協力いただいているところである。またリバーフレ
ンド事業によって年２回、活動の支援をさせていただいているところである。ご指摘のあった参
加者の高齢化や近年の気候変動の影響等による猛暑の中での作業負担というところについては、
県としても対策が必要であると認識をしている。
・ラジコン式草刈機の導入は、リバーフレンド団体数などの多い土木事務所からこれまで順次配
備を進め、今年の４月にも日田土木事務所に１台配備をしたところである。現在は１２土木事務
所中、半分の６土木事務所でラジコン式草刈機の活用をしているところであるが、今後も引き続
き追加配備できるよう取り組みを進めていく。
・また、今年度から新たに熱中症対策として空調服の貸与を試行しており、使用したボランティ
アの方々からも効果があったという声もいただいているところである。こちらについても、引き
続き効果を検証しながら、拡充できないか検討を進めていく。
・成長した樹木が河川の流水を阻害するような場合には、防災上の観点から、河床掘削と合わせ
て除去を進めているところである。またそれ以外の樹木については、生活環境と生態系への環境
配慮などを踏まえ、現地の状況に応じて、個別に対応をさせていただいているところである。今
後も地域の方と協働しつつ、限られた予算の中で、適切な河川の環境の保全に取り組んでいく。

122
県営住宅等管理対策
事業について

・県営住宅の敷地内の草刈りや木の剪定についても、業者委託
を増やすべきではないか。電動のこぎり等の貸し出しの要望に
応えるべきではないか。昨年度の答弁では、危ないためできな
いという答弁だったが、実際に自分たちで電動のこぎりを購入
して、作業している自治体もあり、電動のこぎり等の貸し出し
の要望があるため、これを踏まえ、考えていただきたい。

・対応策は予算を増やし、業者委託を増やしていくことが大事
だと考えるので、その点を考えていただきたい。（要望）

・県営住宅の敷地内の草刈り等については、基本的に入居者にお願いをしている。ただし、傾斜
が急である等の危険な箇所については、住民の高齢化等も勘案し、例外的に業者委託で対応して
いるところである。
・電動のこぎり等の貸出しについては、 使用に慣れない作業者が怪我をする恐れがあることな
どから貸出しは難しいと考えている。ただ入居者の減少や高齢化により草刈りや剪定が難しく
なっているという声があることは把握している。入居者や自治会のご意見を聴きながら、ともに
対応策を考えていきたい。

123
既設県営住宅改善事
業について

・県営住宅の空室が多く、ニーズに応え
て有効活用すべきということを求めてき
たところである。

121
河川海岸維持管理費
について
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126
道路維持修繕費につ
いて

・県が管理する国道及び県道について、
常時良好な条件を保つため道路パトロー
ルを実施して、道路の応急維持補修と環
境整備の調整を行い、道路の草刈り等、
維持管理業務を外部委託した経費という
ことであるが、草刈り経費等については
増額を図っていただき感謝申し上げる。

・道路の草刈りについて、植樹帯のある箇所は年２回、草刈り
を実施していただいているが、それ以外の交差点内やコンク
リートの割れ目から生えている草等については路線ごとの作業
時に草刈りされていない。なぜ同じ路線のなかで草刈りが残さ
れる部分があるのか理由をお尋ねしたい。

・縁石に長年溜まった土から草や木が生えており、車両通行の
支障になっている。２、３年単位でよいので縁石の土を除去す
る考えがないのかお尋ねしたい。

・草刈りについては、土木事務所職員が出向いて草刈りをして
いるのが現状だと思う。計画的に草刈りを実施しながら、事務
所職員の負担についても配慮していただきたい。（要望）

・道路内の草の処理について、植樹帯とそれ以外の場所で委託業者を分けており、植樹帯につい
ては、街路樹を管理する造園業者が除草作業を行っている。またそれ以外の場所は、道路維持委
託の業者が草刈りをしている。このため作業する時期に時間差が生じることもある。

・植樹帯の除草は年２回行っているが、ご指摘のコンクリートの隙間に生える草刈りは、現場の
雑草の生育状況などを判断しながら、その都度対応しているのが実情である。このため、通学路
や農地など周辺環境に十分配慮するためのマニュアルを作成したうえで、今年度から除草剤の散
布を試験的に実施しており、その効果などを検証しているところである。
・また路側部に堆積した土砂においては、道路の排水が悪いなど通行に支障をきたしている箇所
を優先的に対応しているところであり、道路の美化という観点ではなかなか行き届いていないの
が現状であるが、引き続きパトロール等で把握し、地域の意見なども踏まえながら、道路環境の
保全に努めていく。車両通行等危険な場所があれば、情報提供をお願いしたい。現地を確認のう
え、迅速に対応していく。

127
安全・安心な道路環
境創出事業費につい
て

・安全・安心な道路環境を創出し、県民の命と暮らしを守るた
め、災害発生時に倒木等により復旧活動の妨げとなる樹木の事
前伐採を実施したということであるが、事前伐採する箇所はど
のような条件で選定しているのか。

・また、伐採箇所選定時に電力会社や通信会社など電線施設管
理者と協議を行っているのか、お尋ねしたい。

・道路沿線の森林環境の保全を目的に、災害発生時に倒木によって道路を塞ぐなど、甚大な被害
につながる恐れのある樹木を対象に、森林環境税を活用し事前伐採を行っている。
対象の樹木は、山間部の民地から自生する木を対象として、各土木事務所にて調査を行い、地元
同意が得られた路線より実施している。

・また、伐採箇所選定時に電力会社や通信会社が所有する電線がある場合には、電線施設管理者
と協議を行うこととしている。

125
大分スポーツ公園等
管理運営事業費につ
いて

・今回の会計管理者の決算審査で大分県
使用料及び手数料条例について、条例に
基づくものは受益者負担が原則のもと設
定しているということであったが、しか
しながら、今回の追加資料として提出し
ていただいた「使用料及び手数料の減免
実績一覧」を確認したところ、スポーツ
団体や教育関係、大分スポーツ公園の減
免実績が多く、そのなかで教育関連やス
ポーツ競技団体への減免実績が約２，５
００万円、一方で大分フットボールクラ
ブについては約１億円弱の減免実績と
なっている。

・実際に減免したイベントの経費として
トイレの水道代やメンテナンス・維持等
に費用がかかっているが、受益者負担の
原則にもかかわらず原価計算の差が大き
すぎる。

・クラサスドームについて、指定管理制度の利用料金制と使用
料制を適用しているものの経費の分類ができているのか。また
減免した水道代等の経費が使用料に原価計算できているのか見
える化して説明をしてほしい。

・クラサスドームの可動屋根の開閉について、１回につき使用
料２万８，１００円となっているが、今年度の開閉実績とそれ
にかかった経費はいくらか。

・いずれにしても原価計算をしていくうえで、例えばイベント
開催時は多くの人が来ているが全額減免となり、減免による負
担が全て指定管理者の負担となっているのであれば問題であ
る。そのためイベント毎の減免の際には、原価計算をしっかり
行い、どれくらい経費がかかるのか、しっかりと計算していく
必要があると思う。あわせて、減免の判断基準というのはどう
なっているのか伺う。

・減免基準の三つ目について、特に認めるという部分は曖昧な
ものであり、それについて、２０年間減免を行っていることは
大きな問題であるため、これは指摘及び改善を求める。（要
望）

・土木建築部として、クラサスドームへのアクセスを改善する
ことやそれに伴う県道を改修すること。またドームの可動屋根
の改修について、早く取り組んでいく必要がある。そのために
は所管課は予算計上して使用料を払うように徹底的に主張して
いくことが重要だと考える。そのうえでアクセス問題を早く改
善する等土木建築部がやらないといけないことが多くあるた
め、厳しく主張して取り組むことを強く求める。（要望）

〔内部協議〕
・経費、予算、減免も含めて、乖離が大きい。特に大分フット
ボールクラブに対する減免の部分については２０年間、安穏と
続けていることはよろしくない。原価計算意識の欠如が指摘さ
れるので、しっかりと改善をしていく必要がある。さきほど時
間がなかったので言えなかったが、現在のクラサスドーム
フィールド及び観客席の使用については、入場料等を徴収する
場合の加算額がある。加算額は３００倍ということだが、極端
な話、ロイヤルシートで年間の使用料を払えるぐらいのやり方
もあってもいいと思う。この問題は関係者、関係部局へ協議を
して、一歩でも前進して改善できることを求めて、何らかの形
で、共に改善していく必要があるかと思う。

・大分スポーツ公園においては、使用料制を適用している。大分スポーツ公園の維持管理費につ
いて、個別の説明は難しいが、６年度の大分スポーツ公園及び高尾山自然公園における全体の維
持管理費は、４億５，１４６万３，７６７円であった。このうち水道使用料は５６４万５，１１
７円、電気使用料は９，１３４万９，５７０円であった。個別のイベントごとのトイレ等の利用
について、個別での使用料を設けていないが、それぞれの使用料を支払うなかで水道代等は含ま
れていると認識している。

・クラサスドームの可動屋根は、６年６月から不具合が生じ利用していない。６年度の実績回数
については計６回であり、使用料は１６万８，６００円である。また可動屋根の開閉に係る経費
は人件費や電気料含め１回あたり約１万９千円であり、昨年度は６回利用されているため約１１
万４千円が実際にかかった経費である。

・減免の判断基準については、県営都市公園における使用料に係る減免基準を定めており、三つ
の基準がある。一つ目、他の地方公共団体において、公用または公共用に供する使用の場合。二
つ目、公共団体および公共的団体が県の事務または事業に直接関連のある公益を目的とした事
務、事業の用に直接供するために使用する場合。三つ目、県の行政側からの必要性が特に認めら
れる場合である。トリニータの減免については、三つ目の減免基準に該当すると考えている。ま
た、高校総体や中体連については、二つ目の減免基準に該当すると考えている。
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128
ポートセールス推進
加速化事業費につい
て

・予算額が２，８２１万５千円に対して執行額が６３４万７，
６１９円であり、執行率が２２．５％となっているが、執行率
が低い理由はなぜか。

・また、予定どおり事業が執行された場合の得られた効果とは
どのような効果か。

・２７社が利用する予定で予算を確保したのに、６社の利用実
績にとどまったことについて、利用予定であった２１社はなぜ
利用しなかったのか。

・執行率が低かったことについて、主な理由は運送事業者への助成金が見込みを下回ったことに
よるものである。助成金の利用を促進するために県内外でセミナーや顧客企業訪問等を行い、周
知をしたが、助成金２７社分の予算に対して、実際に利用したのは６社にとどまった。

・この助成金は、まずは一度トライアルとしてＲＯＲＯ船を利用してもらうためのものであり、
この助成をきっかけに今後の継続利用につなげ、ＲＯＲＯ船での取扱貨物量の増加を狙ったもの
である。これまでにこの助成金を利用した事業者のうち９０％以上が継続利用の意向を示してい
る。令和８年度には、中九州横断道路の滝室坂道路の開通が予定されている。今後も引き続き熊
本や宮崎でのセミナーや、県外企業のほか県内企業への個別訪問によるポートセールスを行うな
かで、助成金の周知を行い、ＲＯＲＯ船の利用促進を図る。

・２７社については、運送事業者から申し込みや予定があったわけではなく、予算として確保し
ていたものである。

129
港湾施設点検ドロー
ン活用推進事業費に
ついて

・港湾施設の点検を迅速化、効率化するため、目視による点検
に時間と労力を要する防波堤等において、ドローンの撮影画像
をＡＩで解析する実証実験を実施したとあるが、この実験の成
果について伺う。

・その他公共建造物等の点検への水平展開について、例えば河
川や道路の擁壁は作ってから点検がされていないと感じるた
め、それらに展開していくのかということについてどのように
考えているのか。

・ドローンの撮影画像をＡＩで解析することについて、ダムに
は特に効果的と考える。港湾だけでなくダムでも実証試験を行
うなどして、今後の大規模な災害の防止や適切な管理につなげ
ていくよう要望する。（要望）

・従来の海上港湾施設の現場点検は船が必要であり、波浪など天候に左右されやすいことや船上
で損傷状況を紙にスケッチし、事務所で手入力によりデータ化及び判定を行っていたため、多く
の時間と費用を要していた。

・本事業において、従来の点検とドローン撮影画像をＡＩで解析する点検を同一施設で比較し、
点検の精度や作業時間、コストの縮減効果について検証を行った。取組の結果、従来点検と同様
の精度が確認され、作業時間は３割から４割、コストは４割の削減効果が得られた。この結果を
踏まえて、今年度から海上港湾施設点検の全ての現場に本技術を導入し、実施することとしてい
る。まずは今年度から運用を始める海上港湾施設への実績と検証を積み重ね、今後も新技術の取
り込みを行いながら、他の公共土木施設への水平展開を検討していく。

住宅耐震化総合支援
事業、子育て・高齢
者世帯住環境整備事
業について

・住宅耐震化総合支援事業は、２０２４
年度末までで診断１，８２０件、改修８
０１件。子育て・高齢者リフォームは
１，７４０件で、１４年間で平均すると
年間１２４件の実績となる。

・これまでも度々取り上げてきたが、地域経済のためにも、ま
た建築事業者の技術力向上と維持のためにも、また家の長寿命
化、県産材の活用のためにも、一般的な住宅リフォーム助成制
度をつくってもよいと考えるがどうか。

・これまで県の姿勢は、地震に対応するためなどの目的でリ
フォームする考えであったが、地域全体を活性化させるために
も、県産材の利活用も含めて、一般的な住宅リフォーム助成制
度の検討をすべきと考える。
中小企業活性化条例の中にも規定されており、条例と住宅リ
フォーム助成制度はリンクしていると考えているがどうか。

・原課の方から所管部局に声をあげていくというのは大事だか
ら、それは強く要望する。（要望）

・住宅耐震化総合支援事業では、今年度から耐震改修の補助額を従来の補助率３分の２、上限１
００万円から１５０万円までは自己負担が生じないよう拡充した。これにより、８月末時点の申
込み件数が過去５年平均の約２．３倍に当たる５６件と大幅に増加した。また、従来の約７割の
費用で改修可能な低コスト工法の普及にも取り組んでおり、今年度開催した施工者向けの講習会
には５１社が参加した。
・子育て・高齢者世帯住環境整備事業では、令和６年度から補助要件を緩和した結果、三世代同
居支援型の利用が前年度の約２．８倍と大幅に増加した。今年度は、更なる利用拡大を目指し、
子育て世帯のニーズ把握や施工者との連携による広報強化に努めているところである。地震によ
る住宅被害から命を守り、子育て世帯や高齢者世帯の住環境を向上させる目的を持った取り組み
を通じて、地域経済の発展、建築事業者の技術力向上・維持、住宅の長寿命化に貢献していきた
いと考えている。

・県は長期総合計画に掲げている住宅耐震化や全ての子どもが健やかに生まれ育つ暖かい社会づ
くり、健康長寿社会の構築の方針に基づき、現在の住宅耐震化総合支援事業や子育て・高齢者世
帯住環境整備事業に取り組んでいるところである。今後も引き続き、方針の実現に向けた取組を
展開していきたいと考えているため、一般的なリフォームに対する補助制度の創設については現
在のところ予定していない状況である。
・中小企業活性化条例に関しては、所管している商工観光労働企画課と情報共有や相談対応など
適宜連携しているところである。中小企業活性化条例に基づく取組としては、中小企業の現状や
課題等の把握を行い、課題等に対してどのような対策を講じるのかということについて、中小企
業活性化条例推進委員会等で方針を検討していると聞いている。当課としては、その方針決定の
過程における、建築行政的な側面からの支援や方針が出された場合には、その中の建築行政とし
ての役割をしっかり担っていきたいと考えている。

130

131
県営住宅等管理対策
事業費について

・県は国による管理標準条例の参考を受けて、大分県県営住宅
の設置及び管理に関する条例の第１１条の連帯保証人の徴求
を、現在は１名もしくは保証会社というふうになっているとこ
ろを、廃止も含めて検討していると聞いているが、現状はどう
か。

・県営住宅の保証人制度について、来年の３月までに結論を出
すとのことであるが、具体的に教えてほしい。

・保証人制度については大変なので、廃止の方向で具体的に検
討していただきたい。（要望）

・連帯保証人については、確保できないことが県営住宅への入居の支障とならないよう、令和２
年４月に保証人制度の見直し（改正）を行い、連帯保証人を２名から１名に減じて負担を軽減す
るとともに、連帯保証人が不要となる家賃等債務保証制度を選択することも可能とした。 ま
た、特別な事情があると認める方については、免除規定を設けている。保証人制度の在り方につ
いては、保証人制度を廃止した自治体への聞き取り調査を実施するなど、廃止も含めて調査、検
討を行っている。今年度、方向性を決定する予定である。

・保証人制度について、現在廃止した自治体、またまだ廃止をしていない自治体などの状況を含
め調査しており、廃止も含めて現在調査・検討を行っている。
今年度中には方向性を決定したいと考えている。



土木建築部

会計管理局

人事委員会
事務局

監査事務局

135
最低賃金引上げの影
響等について

・今年度の最低賃金が８１円引き上げられ１，０３５円となる
が、人事委員会として最賃引き上げの影響等はどのように公務
員給料に反映させるのか。

・地方公務員の給与決定は、地方公務員法の情勢適応の原則、均衡の原則等、給与決定の諸原則
に基づき、民間給与や国、他の都道府県の給与等を考慮して行われている。本年の勧告では、平
成３年以来３４年ぶりとなる３％を超える月例給の引上げ、また４年連続となる月例給及び特別
給の引上げとなり、行政職の平均年間給与で２０万６千円の増額となっている。これは、民間給
与の調査結果を踏まえたものであるが、地方公務員法により最低賃金法は適用対象外となってい
るため、最低賃金の引上げについては、勧告において直接考慮されていない。ただし、比較する
民間企業の給与は、企業業績や物価等を背景に決定されるものと思われ、最低賃金の引上げもそ
の要因の一つとも考えられる。そのような情勢が結果として、県職員の給与に今後反映されてい
くものと推察される。

・基本的な管理については県だが、美化活動については自治会
や住民とルール作りをしている状況のなかで、入居者にお願い
していると説明してきたが、そろそろ高齢化も厳しくなってき
ているなかで、予算の必要な金額の算出や、財政への要望をし
ているのかどうか。

・ある自治体においては、自治体が業者に発注し、費用は自治
会の経費から捻出しているというケースなど様々なケースがあ
るが、そのようなケースについて、実際に検討してきたのかど
うかを具体的に教えてほしい。 

・自治会が草刈りを委託しているところがあるということにつ
いて、県がまとめて発注したほうが費用は安いため、それを自
治会に請求するというケースなども考えられるため、そういっ
たことを検討しなければいけない。また財源を予算要求したの
かどうかということについて、回答がなかったため、再質問す
る。

・草刈りにかかる経費について、例外的な場合の草刈りの委託についても、基本は住宅の改修経
費の一部を草刈り委託費用に回しているのが現状である。ご指摘のとおり高齢化等で草刈り等が
できない現状は聞いているところである。そういった声も聴きながら、予算化等含め検討してい
きたい。

・一部の自治会においては、自治会の経費から捻出をして、草刈り委託をしているところもあ
る。そういった事例を参考にして、他の住居においても、自治会活動の中において、草刈り等行
えるように呼びかけ等を行いたいと思っている。

・今のところ、予算要求するという段階までにはない。
現在いろいろと意見をいただいているため、そういった意見を拾い上げながら、考えていきた
い。

133
安心・元気・未来創
造ビジョン２０２４
の実施状況について

・評価一覧が５７個あるが、そのなかで
Ｃ評価は、土木建築部と福祉保健部の二
つしかない。土木建築部として、このＣ
評価について、来年度に向けて改善して
いく必要があると考える。

・土木建築部は災害復旧や河川事業など幅広く対応していく必
要があるが、今回Ｃ評価である歩道の整備などの交通安全対策
について、県としてもっと力を入れて取り組んでほしいと思
う。私の地元でも歩道の整備などいろいろな相談があり、また
自転車の規制も変わっていくなかで、交通安全対策について来
年度にＣ評価からＡ評価になるように向けてどのように取り組
んでいくか、思いを伝えてほしい。

・土木建築部において長期計画の実施状況で、Ｃ評価が一つあったことについて、今年度歩道の
整備で技術者等の要件が合わなかったため、入札が不調に終わったといった状況もあり、そのよ
うな結果となっている。歩道の整備について、現在遅れている状況であるが、今年度その工事に
ついてはしっかりと進めているところである。来年度長期計画の目標の達成に向けて、例えば地
元の調整や、事業の平準化等、そういった情報を収集しながら、今後計画的に進められるよう努
めていきたいと思っている。またこれ以外の土木建築部の長期計画の目標について、毎年目標達
成できるように、さまざまなことを想定しながらしっかりと準備し、取り組んでいきたいと考え
ている。

132
県営住宅等管理対策
事業費（草刈り）に
ついて

・県営住宅の敷地内の草刈りの問題につ
いて、例外的に実施しているというのは
わかっているが、高齢化が進み大変な状
況にある。

136
監査への技術職員の
同行について

・施設維持管理の電気関係など、工事等
に係る監査に土木建築部の技術職員が同
行している。

・２年前の決算特別委員会において、例えば施設維持管理の電
気関係など、監査の内容によっては専門的な知識を持って監査
し、質を保つ必要があるのではないかと質問した。その時の答
弁は、実績報告書等を精査しているとか、工事等に係るものに
ついては土木建築部の技術職員が同行しているという答弁だっ
たが、維持管理、電気等に関しても専門的な技術職員が監査に
同行すべきと考えるが、何か改善があったか。

・（再質疑）それは以前から行われていたのか。最近改善され
たということなのか。

・電気等の施設維持管理に係る委託等についても、専門的知識を有する土木建築部の電気設備の
職員が同行して監査を行っている。

・令和５年度から、土木建築部に協力してもらいながら監査を実施している。

134
会計管理局における
発注について

・会計管理局で、物品調達や庁舎管理の役務等が行われている
が、地場企業への発注比率、額、あるいは件数について伺いた
い。中小企業振興条例もあり、地場振興を県としても目標を掲
げているわけだが、それに対しての達成率・状況についてお知
らせいただきたい。

・ＷＴＯ案件に関わる発注は何件あったか。あった場合は、海
外からの参入があったのか。

・ＷＴＯ案件の６件は、結果として、県内企業と県外企業とい
う分類をした時にどうだったか。

〔内部協議〕
・地方自治体によるＷＴＯ案件の発注について、実質的にはほ
とんど海外からの参入はない。結果として地場企業に対しての
適正価格に影響が出ている。国に対して見直しを求めるという
ことを県議会で議論して上げてみてはどうか。

・中小企業や県内企業の調達等の発注の状況であるが、県内企業について令和６年度は、全体で
７９６件。全体の件数との割合は８２．２％となっている。また、県内に支社や支店を置く、い
わゆる準県内企業を合わせた発注の件数になると９４７件で、９７．８％となっている。
　中小企業活性化条例の目標の達成率は、令和６年度の目標値は８７．８％。対して、用度管財
課が発注した分のうち中小企業との契約の率は８８．７％である。

・ＷＴＯ案件について令和６年度は６件あった。いずれも海外からの参入はない。

・６件のうち、４件が準県内企業、２件が県外企業である。



教育委員会

137
教員業務サポートス
タッフ等派遣事業に
ついて

・スクールサポートスタッフの決算額がかなり多額となってい
るが、効果は上がっているのか。

・人件費も上がっていく中、費用対効果も考慮しなければなら
ないが、今後の見通しについて。

・令和６年度は、県立学校８０人、市町村立学校１８８人のスクールサポートスタッフを配置し
た。
・県教育委員会としては、市町村教育委員会とも連携しながら、教員の負担軽減や働き方改革に
向け、スクールサポートスタッフの配置を含め、様々な取組を進めているところ。
　その結果、県立学校では、令和６年度における１か月あたりの平均時間外在校等時間は事業導
入前の令和元年度と比べ約２２％、時間にして６時間２８分減の２２時間５１分となっている。
　市町村立学校については、服務を監督する市町村教育委員会からの情報提供では、記録が残る
令和２年度と比べて約８％、時間にして２時間３２分減の２８時間１３分。新型コロナの流行に
より学校行事等が大幅に削減されていた令和2年度と比べても、時間外在校等時間は減少してい
る。
　また、現場の教員からは、子どもと向き合う時間が増えた、業務の負担が軽減されたなど多く
の声をいただいている。
　スクールサポートスタッフが、授業準備や採点業務の補助、プリント印刷・配付など、教員が
担っている業務を支援することで、教員が教師本来の仕事、すなわち、児童生徒一人ひとりへの
指導や教材研究に専念できる環境づくりに繋がっていると考えている。

・今年６月には給特法等が改正され、その付則において令和１１年度までに１か月の時間外在校
等時間を３０時間程度に削減するとの数値目標が盛り込まれたところであり、各教育委員会に
は、文部科学大臣が定める指針に基づき、業務量管理・健康確保措置実施計画の策定が義務付け
られるなど、働き方改革の一層の推進が急務となっているところ。
　この指針においても、教師の業務だが負担軽減を促進する業務として、授業準備や学習評価、
成績処理などにおいてスクールサポートスタッフ等の支援ｽﾀｯﾌの活用を図ることが示されてい
る。
　これから、県及び市町村教育委員会において計画を策定し、実効性のある取組を進めていく中
で、引き続きスクールサポートスタッフの活用を図りつつ、その効果的なあり方を検討していき
たい。

138
教員の産休・育休取
得促進事業について

・この事業の成果について具体的に説明いただきたい。切迫早
産のリスク軽減にもつながるのではないか。

・（再質疑）３学期の開始当初も教員の配置を行うべきではな
いか。

・年度途中からの教員の確保が難しいことや学期途中における担任交代等は児童・生徒へ与える
影響が大きいことから、本事業によりR2年度から国に先行して代替となる教員の早期配置を行っ
ているところ。
・令和６年度は、一学期中に産休に入る教諭・養護教諭５２人に対して５０人を、二学期中に産
休に入る学級担任２５人に対し１０人を早期配置したところ。
・学校現場からは、「産休代替の早期配置をしていただいたため、引継ぎがスムーズにでき、安
心して休みに入ることができた」、「産休に入る人に加えて、臨時講師が４月当初から学級担任
をし、保護者や子どもも安心できる環境づくりができている」などの声をいただいているとこ
ろ。
・また、「体調が悪い時に無理して出勤することが減った」などの現場の声も聞かれており、母
体保護にも繋がるものと考えている。
・近年、産休を取得する教員が増加しており、その代替となる教員の確保が難しくなってきてい
る状況ではあるが、引き続き、市町村教育委員会とも連携しながら、必要な人材確保に努め、教
員が働きやすい職場環境づくりを推進していく。

・現状、早期配置は、１学期は教諭及び養護教諭を対象としており、２学期は学級担任のみを対
象としている。
　２学期を担任のみとしているのは、学期途中における担任変更等により児童・生徒へ与える影
響が大きいことから、優先的に早期配置を行っているところ。
　現状においても、学級担任の代替配置が十分にできていない状況であることから、３学期への
拡大よりも、先ずは、児童・生徒へ与える影響が大きい２学期の学級担任の代替を優先して、市
町村とも連携しながら、必要な人材確保に努めていく。

139
学校防災教育推進事
業について

・児童生徒の主体的体験的な防災教育で
あるが、地域の防災力向上にとって有効
だと思う。

・釜石の奇跡が有名だが、この事業の成果について具体的に説
明いただきたい。

・本事業については、平成２４年度から文科省委託事業として、モデル校モデル地域を指定し、
これまで５２の学校、１３市町において、地域と連携した取り組みを進めてきたところ。
　その成果について、１点目は、地域の防災訓練への児童生徒の参加など、地域と連携した取り
組みの実施率が、令和４年は６６．１％位であったが、令和６年は９０．５％に上昇するなど、
着実に成果が上がっている。
　２点目は、モデル地域で学習した生徒たちが、卒業後、水害発生時に被災した母校の復旧活動
に、ボランティアとして多数駆けつけた事例ある。このことは、学校教育を通じた地域防災を担
う人材の育成という視点からも成果が上がっていると考えている。
　３点目は、県教育委員会が実施する教職員向け防災士養成研修において、平成２７年の開始以
降、これまで、４９２名の資格者を養成したところ。
　今後も、地域に根差した防災教育の一層の推進に向けて、防災教育の中核を担う人材の育成に
引き続き取り組んでいきたい。
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スクールソーシャル
ワーカー活用事業に
ついて

・対応件数の達成数は２９９．９％と３
倍。また、解決また好転した割合の達成
率は令和５年度で１５３．３％、令和６
年度１８０％となっている。

・それだけ求められている大事な事業だと思うが、今後さらに
充実すべきではないか。

・スクールソーシャルワーカーについて、平成２２年度にモデル事業として、２市に配置し、令
和３年度に全公立学校をカバーする形に整えた。
　現在、全県で９２名を配置し、これまで各県の状況を見ながら、時代に応じた処遇改善を行っ
てきたところ。
　また、スキルアップ研修会等を通じた事例研究やスーパーバイザーによる助言等を通して、ス
クールソーシャルワーカーの資質能力の向上にも取り組んでいる。
　今後も国の動向などを注視しながら、教育相談体制のさらなる充実を図っていく。

141
高等学校等施設整備
事業費について

・所管事務調査で、衛生環境研究セン
ターに行った際にスプレーで水をかけ温
度が下がる実験を見た。検証結果資料よ
り、気温がミストでどれくらい下がるか
というと、１．０～１．２度、ＷＢＧＴ
は０．６～０．９度、日陰とミストを併
用した場合２．８度、ＷＢＧＴは２．３
度低い状況にあった。直接ミストファン
にて人の皮膚を濡らした場合、被験者実
験では平均皮膚温が平均２．３度、最大
で５．０度低下したという検証結果の資
料をいただいた。

・温暖化がすすみ暑さが厳しくなる中でエアコンの整備が進ん
でいるが、加えて、屋外活動の熱中症対策として、ミストシャ
ワーの整備・活用についてもすすめるべきではないか。
・屋外の子どもたちの活動やスポーツなどの際に温暖化対策に
ミストシャワーを活かしてはどうか。

・県立学校の空調整備については、これまで、全ての普通教室と必要な特別教室への空調整備を
完了しており、加えて、昨年度から特別支援学校、中学校及び避難所となる高校の第一体育館、
計47校について、空調整備を行っている。
・屋外活動については、ＷＢＧＴ値が高い日中の時間帯の活動を避けるよう要請しているほか、
その日の状況によっては屋外ではなく空調が効いた屋内での活動に変更するなど、児童生徒等の
安全管理に努めているところ。
・なお、他県では、小中学校等で屋外活動の熱中症対策として、ミストシャワーを整備している
事例があることから、今後学校からの要望があれば必要性について協議するなど、効果的な熱中
症対策を進めていく。

142
教員業務サポートス
タッフ等派遣事業に
ついて

・主要な施策成果では、スクールサポートスタッフ配置人数が
目標値に達していないが、この理由をどう分析しているか。

・市町村の負担が壁になっているのではないか。教育の機会均
等を考えると、財政状況により、スクールサポートスタッフを
配置できるところとできないところがあるのは問題があると
思っている。
　大分市では、６時間勤務のところ４時間勤務に変更してい
る。直接関係ないが、不登校の支援員を週４日から週２日で兼
務して配置校を増やしている。
　県の負担を変えることは難しいと思うが、財政支援について
もしっかりと検討をしてほしい。（要望）

・本事業は、平成３０年度の３０人から令和６年度は２６８人と大幅な増員を図ってきたとこ
ろ。
　目標値については、特別支援学校を含む県立学校は８０人（全校配置）、市町村立学校は、前
年度の予算要求時に要望があった２１８人を合わせた２９８人を設定している。
　県立学校は目標値を達成しているものの、市町村立学校については、財政状況を踏まえ、市町
村負担が難しいなどの状況もあり、実際の申請数が当初の要望数を下回ったため、実績値１８８
人と３０人の差が生じたもの。
　スクールサポートスタッフの配置は、教員の負担軽減と学校現場の働き方改革の推進に繋がる
と考えているため、引き続き、国に対して制度充実の要望を行うとともに、学校設置者である市
町村にも理解を求め活用を図っていきたい。

143
特別支援教育支援員
活用事業費について

・主要な施策の成果３２４ページにあるように、１２校各１名
の配置となっている。これはどのように決められたのか。
・また、高等学校において合理的配慮の申請数が年々増加して
いるとあり、本施策を今後さらに拡充させていく必要があると
思うが、その見解をお聞かせいただきたい。

・（再質疑）特別支援教育の件について、県立高校の魅力ある
高校づくりということで生徒の確保を一生懸命やってると思
う。現在、爽風館高校通信制を希望する生徒が非常に多く１，
２００人を超えている中で、実際に登校せずにレポート提出に
より先生方が一人一人の生徒をしっかりと支えている。爽風館
高校通信制が選ばれている理由は、そのような信頼感によるも
のだと私は思っている。
　やはり魅力ある高校づくりとは、最終的にはどれだけ子供達
を大事にするかというところに尽きるのではないかと考えてい
る。そのように高校が選ばれていく中で、不登校の子供達、特
別支援学級在籍の子供達は非常に多くなっている。
　県立高校においても特別支援学級的な考え方をもって、教員
を配置していくというような思い切った変革しなければならな
い。もちろん合理的配慮が必要であり、サポートをする人がい
るということは非常に心強いが、数の問題としてやはり１２人
ということではいかないのではないかと思っている。
　今後のさらなる拡充と、特に県立高校における特別支援教育
の在り方についてどのようにしていくか。

　配置については、希望する学校を募り、障がいの程度や人数に応じて、特別支援教育支援員の
配置校を決定している。また、特別支援教育支援員の配置については、平成３０年度より６校各
１名からスタートし、学校のニーズに応じて支援員の人数を増やしてきた。
　近年の県立高等学校の合理的配慮を要する生徒数については、年々増加傾向にあり、特別支援
教育支援員のサポートの必要性についても認識をしているところ。
　支援員の配置人数の拡充については、ニーズを踏まえながら今後検討していく。

（再質疑）
・現在、県立高校においては合理的な配慮を要する生徒数を調査し、把握しているところ。
・その中でも、特に支援を要する生徒ということで調査を行い、例えば車椅子の使用や常時介助
が必要というようなことを優先する、それから通級による指導を優先する等を考えながら、配置
校を決めているところ。
・先ほど私が回答で申し上げたが、今後は拡充も含めて検討が必要と考えている。先ほど委員が
言われた在り方についても、しっかり検討して参りたい。
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読書だいすき大分っ
子育成事業費につい
て

・主要な施策の成果で、子ども読書推進
への意欲・関心の割合が目標値に少々及
ばすＢとなっている。

・懸念されるのは、子どもたちの読書量の低下である。小学
生、中学生の読書量（月間又は年間）が５年前、１０年前と比
べ、現状どのように変化しているのかお示しいただきたい。
　また、その変化の要因、分析・評価についてもお示しいただ
きたい。

・（再質疑）この問題は、社会教育課単独では解決が非常に困
難な点が多々ある。長年にわたり継続事業として、今年度も約
４００万円を投じ、目標８０％を掲げているが、不読率は上が
り続けているのが実情である。この状況を踏まえると、本事業
が成果を上げるためには、社会全体で考える必要があると考え
る。
　また、教育委員会だけでなく、知事部局も含めて連携しなけ
れば、この事業の成果は上がらず、不読率は上昇し続けること
は明らかである。
　先ほど触れられたスマートフォンの普及も背景にある。小学
生でもスマートフォンを持つ家庭が増え、低年齢化が進んでい
ると聞く。キッズ携帯でも良いのではと思うが、スマートフォ
ンを選ぶ家庭が多いようだ。この状況が、前述の読書離れに繋
がっているのではないかと考える。小中高校生の読書率は、さ
らに悪い状況かもしれない。
　このままでは良いのかという問いに対し、愛知県豊明市の条
例制定や海外の事例にも見られるように、日本を含め国際的に
も社会全体で考えるべき状況にあると思う。
　このような中で、子供たちが親が本を読んでいる姿を見てい
るのか、日本の家庭に本が並んでいるのか、といったことも懸
念される。
　社会全体を変えなければ、この事業は何年繰り返しても成果
は上がらないのではないかと思うが、教育長のご見解はいかが
か。

・人を成長させる上で、本との出会いが極めて重要であること
は明らか。社会教育課には、就学前や就学後も、子供に対する
読み聞かせ、特に寝る前の読み聞かせといった活動を、ぜひ広
めていただきたいと思う。
　また、義務教育段階や高校教育においても、読書の大切さを
皆で伝え続けていくことが重要。今後とも、この取り組みをお
願いしたい。（要望）

・１か月に１冊も本を読まない、いわゆる不読率だが小学生の不読率は、平成２７年度が９．
１％、令和２年度が６．６％。令和６年度が１６．８％となっている。中学生の不読率は、平成
２７年度が１７．３％、令和２年度が１８．４％、令和６年度が３０．４％であり、小中学生と
もに不読率が上昇している。
　不読率の上昇は本県だけではなく全国的な傾向であり、国及び県の調査では、スマートフォン
等の普及による読書機会の減少、保護者の関心の低下、さらに「読みたい本がない」「楽しくな
い」という児童生徒の意識が要因として指摘されている。
　小中学生の不読率は、低年齢段階で形成された読書が好きか嫌いかという評価に影響されてい
ることから、未就学段階から読書を好きになるような取り組みが重要であると考えている。
　このことから、小中学生の読書量を増やし、不読率を改善していくためには、就学前の家庭読
書の充実を図るほか、身近な学校図書館の機能を強化することが必要と考えている。
　県としては、引き続き、家庭での子どもの読書活動の促進や学校図書館の環境整備に向けた支
援を進めていく。

・委員からのご指摘の通り、おそらく子供だけでなく大人も含め、読書離れが進んでいると、私
自身も感じている。
　スマートフォンの有用性については、弊害もある一方で、その利便性や有用性も否定できな
い。スマートフォンの利用制限条例を定めた自治体もあるが、それがどのような効果をもたらす
のか、注視していきたいと考えている。また、オーストラリアをはじめとする海外では、子供の
スマートフォンやＳＮＳの利用を制限している事例もある。そうした事例についても、どのよう
な効果があり、逆にどのような弊害があるのか、両面から見ていく必要があると考えている。
　それとは別に、読書が豊かな心を育み、情緒を育んでいくことは間違いなく、その効果は事実
としてしっかりと皆さんに伝えていくべきものである。
　先ほど課長から答弁があったように、幼いうちから本に親しむことがまず大切である。そのた
め、関連事業にも注力しており、時代にマッチした電子図書も増えているため、県立図書館にお
きましても電子図書の導入を進めている。
　このように、時代に合わせた読書のあり方も模索していきたいと考えている。

145
スクールカウンセ
ラー活用事業費につ
いて

・いじめ不登校等学校課題、児童・保護
者の抱える学校課題に対応するためス
クールカウンセラーの配置がなされてい
るが、成果を見るとＢと目標値に少し及
ばなかったということでＢだと思う。

・全公立学校を網羅して配置するということであったが、その
部分について、Ｂ評価ということで十分な配置ができていたの
か。効果が上がったのか。正直、このカウンセラーというのは
件数が多ければいいということではなく、1つ1つ丁寧にやるこ
とが大事だと思っている。その辺の対応についても、併せてお
伺いをしたい。
・各市町村から、スクールカウンセラーだけではなく、スクー
ルサポートスタッフ等含めて、教員の負担軽減、そして保護者
児童のために、こういった教職員をサポートするスタッフが増
えることは非常に望ましい事業だということで、望む声が多い
が、今後の方向性についてもお伺いをしたい。

・（再質疑）評価についてＢであるが、どういった部分でＢに
なったのかお伺いしたい。

・いじめ等々子供たち、保護者、家庭の部分も含めて、様々な
問題を抱えている。
　これまでは学校現場の教職員中心にやってきたが、そうでは
なくて、このような形で、スクールサポートスタッフと合わせ
てスクールカウンセラー等支援体制をきちんと作りながら子供
たちを見守る人達をいかにして増やすかということだと思う。
ひとつひとつの事例が、長期にわたる部分でもある。
　是非これからの充実もお願いしたい。（要望）

・スクールカウンセラーについては、平成７年度の開始以降、配置の拡充を続けており、令和元
年度に全公立学校をカバーする形で配置が完了したところ。
　昨年度のスクールカウンセラーへの相談件数は延べ５万１，７５０件であり、全公立学校配置
前の、平成３０年度と比較すると、５１．３％増となっている。
　さらに、昨年度の個別の相談件数のうち、５５．３％が解決もしくは状況が肯定していると回
答しており、令和５年度と比較すると、５．８ポイント増となっている。
　また、連絡協議会や実務研修会を通じた事例検討や、スーパーバイザーによる助言等を行い、
スクールカウンセラーの資質能力の向上にも取り組んでいるところ。
　今後も国の動向を注視しながら、教育相談体制のさらなる充実を図っていく。

・いじめの解消率が指標になっているが、いじめの解消は二つの定義があり、いじめ行為が止ん
でいる状態が３か月続いていること。また、被害生徒が心身の苦痛を感じていないこと。
　この３か月というところで、学校は非常に慎重に子供を常に見守りながら安易に解消したと判
断していない、まさに前向きな部分もあると考えている。
　もう１点が、この数値については、本年度１月以降にいじめがあると、解消まで３か月かかる
ので、年を越してしまう。そういった点も若干は影響があると捉え、Ｂ評価の判断としている。
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いじめ・不登校等対
策事業費について

・県内でも約４，０００名程度の児童生
徒が不登校という状況があるが、不登校
の子供の数が増え続けている中で、不登
校傾向の子供もいる。
　学校には登校できるが、教室には入れ
ない子どものために、令和５年度より校
内教育支援ルームが設置され、登校支援
員が配置されるようになったと思う。
　それまでは教室に入れない子供は保健
室登校であるだとか、または別室登校だ
とか、子どもたちに対する関わりが教職
員は難しかった状況があったが、この事
業によって新聞にもあったが登校支援
ルームから学級に復帰できた子供が１７
５名と示されていた。非常に大きな効果
があったと評価している。
　また、中学校において学校に来れな
かった子供が、学校に登校できるまたは
できるようになったという復帰率が、令
和４年度３１．３％だったのが、令和５
年度３８．８％と７．５歩イント上昇し
ているという資料が、県から示されてい
る。これは令和５年度より登校支援員が
配置されるようになったことも非常に大
きな影響ではないかと思う。

・この事業の課題として、登校支援の勤務時間、基本的には、
年間１４０日、週４日、１日６時間となっている。これだけの
効果を表しているが、まだ十分に関わりきれていない面もあ
る。勤務時間の設定の理由についてお伺いしたい。
　併せて、登校支援員を令和５年度、６年度、７年度と年々増
やしていただいている。特に今年度から市町の小学校に1名配置
されている。小学校不登校の出現率は全国的に見れば低い。小
学校にも増やして欲しいという声が管理職や教職員から聞こえ
ている。さらなる拡充についてどのような検討が行われている
か伺いたい。

・（再質疑）私自身、勤務時間の設定については１０６万円の
壁があるのではないかと捉えていたが、そのことについてもう
１回お聞きしたい。
　併せて登校支援員や学校の管理職から、こんな声がある。勤
務時間等を伸ばすことが出来ないならば、朝から来る子ども
や、午後から来る子ども、お昼から来る子どももいる。登校支
援員についてその子どもに合わせて柔軟に勤務時間を合わせる
ことができないのかと。
　併せて、今現在単独で登校支援員が、関わってる子どもの家
庭訪問に行くことが許可されていない状況がある。また、その
子に登校支援ルームに来ないかと、担任と一緒に声掛けもして
いきたいと、話をされていた。そのような勤務について検討で
きないか。

・登校支援員については非常に評価をしている。今後、ぜひ拡
充していただきたいと思う。
　様々な理由で、学校に行けない子ども、学校に来れても教室
に入れない子どもがいる。例えば、フリースクールや教育委員
会の行う教育支援センターの適応指導教室といった様々な居場
所があり学ぶ場がある。それはそれとして認められるものだと
思うが、情緒的になるが、やはりいろんなトラブルを起こしな
がらも教室、学校で友達と一緒に学ぶそして育つということ。
ここは大事にしていければと思う。
　そのための校内支援ルーム、登校支援員非常に大きな効果で
あると思う。今後の充実に向けてお願いしたい。（要望）

・国の補助事業を活用する形で、令和３年度から配置を開始している。勤務時間については、当
時、先行配置していた他県の状況、また、独自配置していた県内自治体の状況を勘案し、設定し
たもの。
　令和３年度当時１１市町１４の中学校に設置した登校支援員は、現在１７市町５５の中学校に
拡大しており、昨年には先ほど委員がおっしゃったように、１７５人の生徒が別室から教室に復
帰でき３９１名の生徒が不登校から別室登校に繋がっている。
　また、早期支援の観点から今年度より７市町７小学校に拡大配置をしている。
　今後、小学校における配置の効果を検証するとともに、国や各県状況にも注視しながら、支援
体制のさらなる充実を図っていきたい。

・令和８年度の国の概算要求において、この校内教育支援センター支援員の配置拡充が出てい
る。
　この要求を鑑みながら、登校支援員は国庫が３分の１使われているので、状況を注視しなが
ら、時間については進めていきたいと思う。
　アウトリーチの件は、来年度の取り組みについて検討したい。

147
学校部活動改革サ
ポート事業費につい
て

・令和７年度末を目標に休日の部活動は地域クラブに移行する
方針で動いているが、その達成状況はどのようになっている
か。

・人材バンクにおける、現在の登録人数と機能状況はどのよう
になっているか。

・（再質疑）多くの指導者登録に向けて様々な活動を行ってい
ることは理解できたが、肝心なマッチングについて、令和６年
度におけるマッチング率や実績はどうなっているか。

・現在令和８年度から１２市町村において休日の地域クラブ活動が実施される予定となってい
る。その他の６市については、それぞれの移行計画に基づき、遅くとも令和１２年度末までには
移行を完了する予定である。県としても、部活動改革に知見を有する専門家の派遣や、人材バン
クの活用、好事例の情報提供など、市町村への支援を強化しているところである。

・現在２４６名が県の指導者人材バンクに登録している。県としては、より多くの人材に活動へ
参画してもらうため、システムの機能改善を進めているところである。
　具体的には、医療従事者やスポーツ推進委員による見守り支援なども登録要件に追加するな
ど、幅広い地域人材が関われる仕組みを構築している。
　また、登録者を増やすために、総合型地域スポーツクラブやスポーツ少年団担当者への説明会
を実施するとともに、新たな指導者の確保へ向けて、県内在住の大学生を対象とした指導者養成
講座を実施するなど、指導者の質と量の充実につながる取組を進めている。

・令和６年１２月に指導者人材バンクを構築したため、今後、市町村と指導者のマッチングが始
まると考えている。

148
災害時県立高等学校
等通学対策事業費に
ついて

・この事業のスキームについて教えていただきたい。災害の定
義、バス会社との提携内容、誰がこれを発動していくのか。
・また県立私立関係なく、通学困難高校生が対象なのか。

・本事業の発動要件は、大規模災害、ＪＲの線路が寸断される
場合などといったことであることは十分承知しているが、今年
の９月５日台風１５号接近時、県内小中高合わせて２１３校で
繰り上げ下校があった際に、高等学校の生徒が帰ろうとした
が、バスに乗れず２時間ほど待った例もあったとのこと。
　４００万円という予算がついており、県内の小規模な、通学
困難を伴う災害にも柔軟に対応できるような仕組みに変更して
いただきたい。帰宅困難な高校生が発生しているという状況を
踏まえ、来年度の施策につなげてもらいたい。（要望）

・事業のスキームについては、原則として災害救助法が適用される程度の災害によりＪＲの路線
が被災した際、ＪＲが手配する代替バス運行開始までの間、通学する高校生徒のために臨時通学
バスを運行することとしている。
　災害時には契約期間中継続して、同時に多数の車両を手配する必要があることから、バスを運
行する場合は、県内バス事業者のほとんどが加盟している大分県バス協会との随意契約により調
達している。
　当該事業は、該当する災害が発生し、必要があると教育委員会が判断した場合に実施するもの
であるが、対象となる生徒については県立のみならず、私立高校に在学する生徒も対象とし、被
災地域に在住する生徒にとって安全・安心な通学手段の確保に備えている。
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149
大分県公立学校情報
機器整備基金事業費
について

・Ｇｌｏｂａｌ　ａｎｄ　Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ　Ｇａｔｅｗ
ａｙ　ｆｏｒ　Ａｌｌ、すべての人にグローバルかつ革新的な
入口を、ということでＧＩＧＡスクール構想があり、それに関
連して、大分県公立学校情報機器整備基金事業費の決算額が２
８億円となっているが、本事業の対象者及び調達手法について
伺う。

・主要な施策の成果３３６ページに記載されている新時代の学
びを支えるＩＣＴ活用推進事業について、Ｃ評価となっている
要因をどのように分析しているか。

・大分県公立学校情報機器整備基金事業において調達した１人
１台端末の機種選定にあたり、機種ごとの特徴や主要な違いを
踏まえ、どのような判断基準で選定に至ったのかを伺う。

・最後に、ＧＩＧＡスクール構想の目的が「変化の激しい社会
への対応及び教育の質の向上と可能性の拡大を目指す」として
いる中で、答えのない時代にあって探究が鍵を握るわけだが、
特にポイントとなるクラウド活用の現状について伺う。

・大分県公立学校情報機器整備基金は義務教育段階の小中学校を対象にタブレットを調達してお
り、昨年度は４市町が基金を活用して端末の調達を行った。
　機種と仕様は文部科学省が示している基準をもとに、自治体ごとに選定し、大分市、豊後高田
市、杵築市では保存容量が６４ギガバイトのｉＰａｄ第１０世代、九重町では保存容量が３２ギ
ガバイトのＮＥＣ製のＣｈｒｏｍｅｂｏｏｋを採用した。

・新時代の学びを支えるＩＣＴ活用推進事業のＣ評価について、本評価は、授業にＩＣＴを活用
して指導できる教員の割合を指標としている。
　最近は、生成ＡＩなどの先端技術が急速に広まっており、先生方の中には先端技術を使うこと
に不安を抱えてる方もいる。実績値８５．９％は、教員の自己評価に基づくものであるため、Ｃ
評価となっているが、全国平均は上回っている。
　先生方の不安を解消するにあたり、ＩＣＴ教育サポーターなどを今年度も学校に派遣しなが
ら、先端技術の活用を学校に普及させていきたいと考えている。

・ｉＰａｄとＣｈｒｏｍｅｂｏｏｋはデータをどこに置き、どのように処理するかという設計思
想が異なっている。クラウドに適しているとされるＣｈｒｏｍｅｂｏｏｋは、処理・保存・共有
の全てをクラウド上で行うことを前提としているため、オフラインでの使用については制限がか
かっている。一方、ｉＰａｄについては、高性能な端末内で処理を行うことで、データの保存場
所や共有場所としてクラウドを活用し、校外学習での記録撮影や編集作業などはオフラインでも
行うことが可能となっている。

・ｉＰａｄ、Ｃｈｒｏｍｅｂｏｏｋともにクラウド環境を活用することは、技術的には可能だ
が、Ｃｈｒｏｍｅｂｏｏｋは、クラウドを活用しない場合、全機能を発揮しない性能になってお
り、ｉＰａｄはクラウドを活用しなくてもオフラインでの活用もできるため、それぞれの自治体
によって、こうしたことを踏まえ判断しているものと考えている。

150
学校部活動改革サ
ポート事業費につい
て

・決算額が予算額から1,600万円下回った内容について伺う。

・部活動指導員の配置実績及び配置人数に対する評価について
伺う。

・文部科学省のホームページにある参考事例や成功事例が増え
てきている中、実際、周囲の話を聞くと、悪戦苦闘されている
と耳にする。指導者の確保が困難であるが、引き続き部活動の
地域展開早期実現に向け、努めてもらいたい。（要望）

・主な要因は２点。１点目は部活動指導員の予算に対し、各市町村の人材不足等が要因になり、
部活動指導員の配置や活動実績が想定を下回ったことによるものである。
　２点目は部活動の地域展開に係る国庫事業を受託した市町村において、地域クラブ活動を円滑
に進めるためのコーディネーターの配置や指導者確保が計画通りに進まなかった等により事業実
績が下回ったことによるものである。

・部活動指導員の１２５名は、現時点では概ね充足されていると判断している。一方、地域展開
が過渡期にある現在、高校も含め、部活動指導員の積極的な活用が必要であると考えている。

151
実習船運営費につい
て

・本事業は、海洋科学高等学校の実習船
（翔洋丸、海幸丸）運営に要した経費で
あり、共同実習船翔洋丸に係る大分県負
担金約７，８２８万円が支出されてい
る。

・翔洋丸は香川県と共同運用されているが、共同運用の内容並
びに共同運用することでの課題があれば教えていただきたい。
　また、翔洋丸運航に関する経費の総額がいくらで、大分県の
負担割合はどうなっているのか。

・翔洋丸は、大分県立海洋科学高等学校と香川県立多度津高等学校により、年２回の遠洋航海実
習のため共同で運航している。
　令和６年度の翔洋丸運航に係る経費の総額は約３億３，５６６万４千円であり、この額から遠
洋航海での漁獲収入等を差し引いた額を2等分した額から、人件費等の直接本県で支出した額を
差し引いた額を負担金として支払っている。
　共同運航に際し、職員の服務に関する規定の違いなど課題はあるが年２回の関係者による共同
運航調整委員会を開催により綿密に意思疎通を行いながら、両校の教育活動の充実につなげてい
きたい。

152
スクールバス整備事
業費について

・約６，０６５万円で特別支援学校２校のスクールバスの買替
を行っているが、バス買替に当って電気バスの検討はしたの
か。電気バスを採用しなかったとするならば、採用しなかった
大きな要因は何か。
　また、今後のスクールバスの買替時の考えは。

・（再質疑）スクールバスについて、ＥＶ車の研究を進めてい
くということだが、第4次環境基本計画の中に県や市町村の公用
車更新時に電気自動車やハイブリッド車などの導入を推進して
いくと書かれている。ということは、研究や検討ではなく、公
用車の更新時には電気自動車やハイブリッド車の導入を進めて
いくということなので、この方針に従うとスクールバスもＥＶ
車にしていくのではないかと思うが、教育長に教育委員会とし
ての考え方を伺いたい。

・ＥＶバスについては、経費面やスクールバスとして必要な整備面などの諸条件を検討したもの
の、現状では折り合わずこれまで導入には至っていない。
　ＥＶバスは、本県の民間事業者においても導入されているが、スクールバスとして採用するに
当たり、大きな課題は、車両本体及び充電設備等にかかる経費面ととらえている。
　さらに、車いす用のリフト等の設置の可否など、バスを利用する児童生徒の実情等に合致した
車両があるかなどについて、メーカー等から情報収集しているところ。
　今後、県教育委員会の更新基準に沿って、学校の要望等を丁寧に聞き取り、必要なスクールバ
スの更新を進めるとともに、ＥＶ化についても、関係部局と連携し、研究を進めていきたい。

・第４次環境基本計画において、公用車の更新時にＥＶ自動車の導入を推進していくというのは
大きな方針としてあり、当然検討をしているが、現状、購入費用について、ディーゼルバスが１
台３千万円ほど、ＥＶバスが６，５００万円と倍以上の経費がかかることに加え、必要な急速充
電設備にも３００～４００万円ほどの経費が必要。
　さらには、走行可能距離が現時点ではディーゼルに比べ短く、１回の充電で２８０キロメート
ル程度しか走れないことを考えると、例えば特別支援学校のスクールバスは１日あたり１９０キ
ロメートルほど走っており、それに加え非常事態があれば途中で止まってしまうといった心配も
ある。
　ＥＶ自動車も世界的に技術革新が進み性能が向上しているため、方向性としては脱炭素のため
にＥＶに向かっていくと考えるが、技術革新の状況を見ながら、実際にスクールバスの運行・運
用に支障をきたさないレベルに達したタイミングで導入すべきかと考えているところ。
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153
日本スポーツ振興セ
ンター災害共済給付
事業費について

県立学校の管理下における児童生徒の災
害に対し、災害給付、医療費、障害見舞
金、死亡見舞金を行ったということであ
るが、決算額が約１億３，６８４万円と
なっており、額を見てびっくりしてい
る。

・給付内容、災害の内訳並びに災害の再発防止についてどのよ
うな検討がされたのか。

・決算額の内訳は、給付金が約９，１００万円、掛金が約４，５００万円。災害給付の内訳は、
医療費４，５５７万円、障害見舞金３，０９５万円、歯牙欠損見舞金１６万円、死亡見舞い金
１，５００万円。このうち、県の実質負担分は、掛金のうち設置者負担分である約５５２万円。
　災害の内容は、熱中症も含め体育部活動中の事故が６９．４％を占めている。その他、登下校
中の事故が１４．３％、休憩時間中の事故が７．１％となっている。
　再発防止に向けては、県立学校に対し、熱中症や自転車事故等、学校生活に係る事故の未然防
止について、取組の徹底を依頼するとともに、県や文科省のガイドライン等の周知を図ってい
く。また、体育保健課においても、体育部活動中の事故の再発防止に向けた取組を行っていると
ころ。
　加えて、管理職を対象に、他県の先進的事例を踏まえた事故防止についての研修を実施する
等、学校の組織的対応力の強化と職員の資質能力の向上にも引き続き取り組む。

154 成人教育費について

・家庭における教育力の向上を図るた
め、ＰＴＡなど社会教育団体関係者や保
護者を対象とした研修等の実施支援をし
たとあるが、現在、ご存じのとおり全国
大でＰＴＡが消滅してきている。大分県
においても例外ではない。

・教育委員会としてＰＴＡが消滅している現状をどのように受
け止めているのか。また、ＰＴＡ消滅に歯止めをかけるため、
県としてどのような検討がなされているのか。

・ＰＴＡは学校行事のサポート、保護者同士の交流、学校と家庭の連携強化など、子供たちの健
全な成長を支える上で、重要な役割を担っていると認識をしている。
　しかし、保護者の価値感の多様化や、共働き世帯の増加等により、従来のＰＴＡ活動のあり方
に疑問を持つ保護者が一定数存在をしており、教育委員会としても、ＰＴＡをめぐる様々な課題
等については、大変危惧をしている。
　一方で社会教育法では、社会教育関係団体の活動に行政が統制的支配をおよぼしてはいけない
と定められており、ＰＴＡの解散等、存続に対する自主的な判断に、行政が関与することができ
ない。
　しかしながら、ＰＴＡ活動は、子供の教育において重要な役割を担っていることから、活動の
充実に向けた優良事例の紹介や、活動の活性化に向けた指導助言を行っているところである。
　今後もＰＴＡが抱える課題や悩みに寄り添いながら、支援を継続して参りたいと考えている。

155
スポーツ大分パワー
アップ事業について

・国民スポーツ大会において、上位成績
を獲得するため、拠点チームへの強化対
策やスポーツ医科学の活用促進に要した
経費として１億１千万円執行している。

・どこの団体がどのような事業をしているのか事業内容を伺
う。また、業務委託しているのかについても伺う。

・（再質疑）スポーツ大分パワーアップ事業は大分県スポーツ
協会に業務委託しているという認識でよいか。

・本県は、毎年実施される国民スポーツ大会において、天皇杯得点１千点獲得を目標に掲げてい
る。この挑戦は、広く県民に勇気と元気を与え、スポーツの振興を図る重要な取組であると考え
ている。
この目標達成のために、特に有望な高校や企業チームを強化指定し、合宿等の支援を行うととも
に、スポーツの基盤整備などが必要不可欠である。そのため、県は公益財団法人大分県スポーツ
協会と連携を図っているところである。同協会は国内スポーツの統括団体である日本スポーツ協
会の傘下組織であり、本県におけるスポーツ振興の中心的な役割を担っている。具体的には、ス
ポーツ少年団の推進、スポーツ医科学の研究、国スポのサポート、指導者の育成などを展開して
いるところである。
　今後もスポーツ医学の活用によるサポート体制の充実や、指導者の資質向上を図りながら効果
的な競技力向上対策を推進し、スポーツ協会と連携しながら、国民スポーツ大会における、天皇
杯得点1千点獲得を目指していく。

・スポーツ協会へは全額負担金として交付している。

156
県立高校未来創生事
業費について

・現在、全国募集を６校で行っており、令和７年度入学者選抜
においては１９名が入学した旨の記載があるが、全国募集を実
施するうえで選定条件はあるか。また、今後の全国募集拡大の
考え方を伺いたい。

・例えば、海洋科学高校などの水産系の高校は、各県に１校程
度であまり多くない。そのうち、全国募集を実施している学校
には、全国から入学することも多いと聞いているため、そうい
う意味で全国募集を拡大する考えがないかお聞きしたい。

・全国募集については、他県から意欲のある生徒を迎え入れ、本県の生徒と切磋琢磨できる環境
ができるということで非常に学びにとっても有効であると認識している。
　その上で、全国募集の明確な条件ということについて、明記したものはないが、他県の例も踏
まえると、生徒が安心して生活できるというような住居環境が整っていることは重要だと捉えて
いる。
　加えて、生徒の学びや生活に対し、様々な形で地域からの支援や補助を実施する体制が整って
いるということも挙げられる。
　また、何よりも全国にアピールできるような高校の魅力・特色があるかということは非常に大
きい要素と考えている。

・海洋科学高校については、水産系高校としての魅力があると認識している。ただし、委員発言
にもあったように、全国にも水産系高校があるため、その中でもどんな特別な魅力を打ち出して
いくのかということは重要であると考えている。
　また、高校入試においては身元引受人制度を設けており、全国募集を展開している学校以外に
も、身元引受人を選定すれば他県からも入学できるようになっている。実際に海洋科学高校も臼
杵市内に親戚の方がいる生徒が入学したケースもあると記憶している。
　いずれにせよ、全国募集については有効な手段であると認識しているため、学校の魅力をいか
に打ち出すかということを地域とも協力しながら考えていきたい。



教育委員会

警察本部

157
遠隔教育システム構
築事業について

・遠隔教育センターからの配信で、かな
り時代も進んだと思っている。また今後
の展開にも期待しているところである。
・しかし、難関大学向けの講座が多いと
聞いており、成績上位層向けの対策に傾
注しているのではないかと思っている。

・公教育の場であり、税金を使っている以上、多くの生徒に効
果がある施策に取り組んでもらいたいが、見解を伺う。

・小中学校ではいまだに教員の旅行命令や給料明細などいわゆ
るバックオフィスの面で紙による処理が主流であると聞いてい
るが、このような面も時代の潮流に合わせていくことが教育の
ＤＸ化ではないか見解を伺う。

・（再質疑）教育においてもＤＸを進めることは良いことだと
思うが、児童生徒にタブレットを持たせ、理解を促進させる授
業を行うこと以外にも時代に即してデジタル化を進めることが
大切だと考える。総務系業務のデジタル化についてスケジュー
ルはどのように考えているか。

・県内どの地域においても、生徒の可能性を最大限に伸ばせるよう、まず地域の普通科4校で遠
隔授業を開始した。
　難関大学志望者向けの授業をオンラインで提供できるようになったことにより、それ以外の生
徒に対しても、対面授業における習熟度に応じた指導の充実が図られているところ。
　また、県内全ての普通科等設置校を対象に実施した夏休みの特別授業には、２３校３１８名の
生徒から参加申込があった。参加した生徒からは、学校とは異なる視点の解説に新たな発見が
あったといった好意的な感想も多く寄せられ、幅広い層の学びの充実に繋がっている。
　こうした取組の中で、委員ご指摘のとおり、公教育においては、できるだけ多くの生徒に効果
が及ぶことが重要だと認識しており、今後の生徒のニーズを踏まえ、どのような工夫ができるか
模索していきたいと考えている。

・市町村立小・中学校のいわゆる総務系業務においては、委員ご指摘のとおり出勤簿の押印や旅
行命令簿、あるいは給与明細の配付、各種文書の供覧・決裁といった多くが依然として紙媒体に
よる処理が主流となっている。
　現状の紙媒体による煩雑な事務処理は、本来、最も時間を割くべき児童生徒と向き合う時間を
圧迫する一因となっているとも考えられる。特に、教頭の負担が大きくなっており、本来の業務
である学校マネジメントや人材育成に割く時間が十分にとれない状況も見受けられる。
　総務系業務のデジタル化により、教頭の負担を軽減し、若手職員からの相談支援などにも対応
が可能となるとともに、業務の効率化が図られることで、子どもたちのための教育に一層注力で
きる環境整備にも繋がるものと考えている。
　こうした状況を踏まえ、県教育委員会としては、市町村教育委員会と連携・協力しながら、ど
のような進め方ができるか検討を進めていく。

・どのようなシステムにするかという点が具体化できておらず、これから市町村教育委員会と話
しをしていくことになり、現時点でいつまでというスケジュールは決まっていない。
　しかしながら、国の給特法等が改正され、令和１１年度までに1か月の時間外在校等時間を３
０時間程度に削減するという数値目標が盛り込まれたところであるので、それを目指してやって
いければと考えている。

158
教員業務サポートス
タッフ等派遣事業費
について

・成果指標として、スタッフの配置によって削減された教員の
勤務時間が示されていますが、超勤時間がどの程度になったの
か。
　また、この事業によって教員の皆さんが児童・生徒に向き合
える時間を作り出すことが大切だと考えていますが、縮減され
た勤務時間以外に勤務する時間中に児童・生徒に向き合える時
間が確保できたのかについては、状況把握されているのか。

・令和６年度における県立学校の１か月あたりの平均時間外在校等時間は２２時間５１分、市町
村立学校については、２８時間１３分となっており、スクールサポートスタッフの配置を含めた
働き方改革の取組の推進により、いずれも近年減少傾向にある。
　スクールサポートスタッフの配置にあたり、市町村教育委員会が配置校の教員に対して実施し
た独自アンケート結果によると、教員の負担軽減になるなど肯定的な意見が多く、中には配置校
すべての教員が「こどもと向き合う時間が増えた」と回答した市町村もあった。
　引き続き、教員の負担軽減と働き方改革の推進に向け、スクールサポートスタッフﾌの活用を
図っていきたい。

159
警察手数料（自動車
保管場所証明手数
料）について

・自動車保管場所事務委託に関する経費について、件数と額に
ついて伺う。

・令和２年１２月２８日に定められた自動車の保管場所証明事
務取扱要綱の時から単価が変わっていない。現在の物価高騰や
人件費高騰の中で、各種委託に関わる条件も厳しいものとなっ
ている。
　受託業者が大変苦労していると思われるため、改善を含めて
検討いただきたい。（要望）

・普通乗用車と軽四乗用車合わせて約8万件となっている。金額は単価契約となっている。

160
通信傍受機器等の購
入等について

・昨年度決算の中で、捜査活動用ビデオカメラや通信傍受機器
などの購入費やリース料、所有台数はどれくらいあるのか伺
う。

・令和６年度決算における捜査活動用ビデオカメラの購入等の費用及び所有台数について、購入
はない。借り上げ料については２，８９９，１６０円となっている。
・所有台数については、令和７年３月末時点で６７台を所有している。
・また、委員質疑の通信傍受機器については、通信傍受法で特定電子計算機と定められている
が、この機器については購入や借り上げはなく、また所有もない。

161 ＤＮＡ鑑定について

・佐賀県警のＤＮＡ鑑定で不正という記
事が出ていた。

・大分県での昨年度の鑑定件数と今回の不正を受けて調査は実
施したのか伺う。

・佐賀県警科捜研職員による不適正事案は、犯罪捜査におけるＤＮＡ型鑑定や科捜研の鑑定に対
する信頼を揺るがしかねない重大なものと考えている。
　県警察における令和６年中のＤＮＡ型鑑定作業件数は２，２８２件となっているが、県警察で
はこれまでも個々の鑑定ごとに複数の幹部や同僚職員によるチェックや鑑定結果書類と分析結果
書類の突き合わせ等を厳格に行っており、問題は認められてない。また、今般の佐賀県警におけ
る事案を受けて、チェック体制の一層の強化を図る。
　いずれにしても、県警察としては、佐賀事案を決して他人事ではなく、他山の石として受け止
め、今後も日々の鑑定業務を適正に遂行することで、県民の皆様の期待と信頼に応えていきたい
と考えている。

162
通信傍受機器等の購
入等について

・さきほどの答弁の中で、ビデオカメラの所有台数が６７台と
あったが、借り上げと所有の違いを伺う。また、リースの台数
は分かるのか。

・６７台の所有は、備品として管理しているものである。借り上げ台数は１５台である。



警察本部

企業局

病院局

工業用水道事業の経
営概況について

・工業用水道事業では、契約水量の全量
を買い取る責任水量制を採用していると
のことである。

・契約水量と実使用量が大きく乖離している企業はあるのか。
また、契約水量を超える実使用料が発生したケースがあるの
か。特に気になるのは、日本スチールがＵＳスチール買収等に
より揺れ動いている中で、契約水量が減るといったことも考え
られる。そういった中で、早めの契約見直しや対応をする必要
があると思われるが、その実態はどうか。

・契約水量に対する実使用量は８４％で、妥当な数字だと感じ
る。最近の世界情勢は変化が厳しく、各社が株主から厳しいコ
ストカットを指摘される可能性があるため、常に情報を把握
し、対処できるような形にしてしていただきたい。また、利益
をあげ、地域貢献に回せるよう頑張っていただきたい。（要
望）

・現在、契約水量に対して実給水量は８４％となっている。実使用量が契約水量を超えるという
ケースは発生しており、その場合は、通常の２倍の料金を徴収する対応をしている。

事業費支弁給与費に
ついて

・事業費支弁給与費は、どのような事業に充てられているのか
伺う。

・事業費支弁給与費は、給与費に計上された給与以外に、事業費に含めて職員に支出する給与を
いうが、主に衆議院議員選挙違反取締に係る時間外勤務手当である。

164
特殊詐欺等水際対策
強化事業費について

・特殊詐欺等水際対策強化事業につい
て、犯罪手口の巧妙化により被害件数の
増加はやむを得ないとも思っている。

・特殊詐欺には、オレオレ詐欺や架空料金請求詐欺など様々な
手口がある中で、どのような犯罪が増加しているのかその傾向
を伺う。

・特殊詐欺の関係で増加した主な要因は、昨年の10月頃から警察官を語るニセ警察官詐欺が急増
したことによる。また、一番多い手口としては、副業名目による架空料金請求詐欺である。

165

若者を犯罪に加担さ
せないためのメッ
セージコンテストに
ついて

・若者を犯罪加担させないためのメッ
セージコンテストについて、若者の視点
で作成された動画等を募集し、優秀作品
はＳＮＳ広告で活用するなど、参加した
若者が自ら動画を作成することで、闇バ
イトの危険性等についての理解を深めて
欲しいという効果を期待しての施策であ
ると認識している。

・コンテストの応募状況について伺う。 ・コンテストの応募状況は、動画部門が２０作品、静止画部門が４９作品である。

病院経営全般（経営
改善と収支均衡）

163

・審査意見書の経営分析比率表を見る
と、病床利用率や医師一人当たりの患者
数、診療収入などほとんどの指標で昨年
度や全国指標より大きくなっている。

・病院自体の努力、奮闘等が功を奏したと考えられるが、昨今
の物価高騰や人件費、診療報酬の問題等で今後の経営が厳しく
なると予想されるがどう対応していくのか。

・常任委員会などでも診療報酬については繰り返し、国に対し
て働きかけを強めていくべきだと何度も申し上げてきた。１３
億１，３００万円の赤字ということで、今後収益確保に向けた
対策に着手するとの答弁をいただいたが、我々としても、国の
診療報酬アップを一層働きかけていきたいと思うし、いろんな
面での経営努力もしていただきながら、地域医療を支えていく
ためにご努力いただきたい。（要望）

・病院は２年に１度改定される診療報酬により運営されており、物価高騰や賃金上昇の影響を価
格転嫁できず、前回の診療報酬改定が十分でなかったため、全国的に経営環境が大幅に悪化して
いる。
　このような状況の中、当院では、中期事業計画最終年度である令和８年度までの収支均衡を達
成するため、収益の確保と費用の削減の両面において、具体的な取組を定めた経営改善アクショ
ンプランを本年３月に策定した。これにより、２年間で１３．９億円の収支改善を目指し、職員
一丸となって取組を進めているところ。あわせて、来年度予定されている診療報酬改定は、病院
経営に直結する重要な要素であり、十分に注視していく必要がある。
　改定に向けては、全国知事会や全国自治体病院協議会などの関係団体を通じて、上昇する医療
コストに見合った診療報酬となるよう、繰り返し国に要望してきた。当院においては、改定内容
が明らかになり次第、新たな加算の取得など、さらなる収益の確保に向けた対策に着手すること
としている。
　今後も、経営改善の取組を着実に実行するとともに、その効果をしっかり検証し、県民医療の
基幹病院としての使命を果たすことができるよう経営基盤の強化に努めていく。

168

166
電気事業報告書につ
いて

・特別損失・経常収支比率の悪化につい
て、芹川第一・第二発電所のリニューア
ル工事による電力料の減少のためとのこ
と。

・工事の予定とそれによる全体損失額はどれくらいと考えてい
るか。また、その損失の回復はいつ頃にできるか。

・工事の予定について、芹川第一・第二発電所は令和５年１１月からリニューアル工事に伴い運
転を停止しており、令和１０年度の運転再開を目標に工事を進めている。この間の損失額につい
ては、芹川第一・第二発電所を合わせた電力料金収入が約２５億円、設備撤去費等の特別損失が
約１２億円、合計で約３７億円と見込んでいる。損失の回復について、令和１０年度から運転を
再開し、年間約１２億円のＦＩＴ収入を見込んでいる。これはリニューアル工事前のおよそ２倍
にあたり、年間約６億円の増収となるため、６～７年程度で回収できると見込んでいる。

167



病院局

169
大分県病院事業会計
決算書について

・令和６年度決算における経常収支比率
は、前年度比で１．６ポイント減少し９
５．５％となっている。また、医業収益
は約１６億５千万円の医業損失を計上し
ている。

・物価高騰、人件費の高騰などが赤字の大きな要因と考えられ
るが、このことによって、設備投資への影響等は出ていないの
か。

・病院経営の中で、医師の時間外労働を制約した働き方改革の
影響はあるのか。出ているとすればどのような形か。

・自治体病院は、民間が採算を見込めない地域医療の確保や産
科や小児科、精神科など民間が敬遠する診療領域を担うために
存在しており、「最後の砦」と呼ばれ、その使命は経営効率で
はないことは確かであり、医師等の人員削減などに手を付ける
べきではないと考えるが、収支改善のために、そのことも検討
しているのか。

・最近の若い世代の医師は、急性期医療や公的医療を選ばない
という話を雑誌で読んだ。いろいろな要因があると思うが、そ
の中で働き方という部分で言えば、いかに働く意欲、モチベー
ションを向上させるかというときに、先端医療機器、設備に魅
力を感じて、そこで働きたいという医師が多くいるだろうと。
そういう意味では、先ほど質問した施設、設備の整備が、安易
に経費削減されないように危惧するところである。
　一方、自治体病院ではあるが、赤字を減らす努力はしていか
なければならないことは確かだと思う。これまで医師の長時間
労働によって支えられてきた面がある。医師の覚悟ということ
もあった。尊敬に値するが、だからこそ医師の命と健康に留意
しなければならない。
　安定した医師の確保と、安心して働き、研究できる環境に努
めていただきたい。（要望）

・当院では、高度・専門医療や急性期医療など当院に求められる機能を果たしていくため、医療
機器や施設・設備の整備が重要である。整備にあたっては、年次計画に沿って、医療需要や採算
性・効率性等に留意して優先順位を定め、予算の範囲内で整備を行っており、今のところ計画的
な整備ができている。
　今後も企業債や補助金の活用を図りながら、病院機能を維持するために必要なものを計画的に
整備していけるよう経営改善に取り組んでいきたい。

・令和６年４月から、医師の時間外労働の上限規制が始まり、当院でも取り組みを行っていると
ころ。
取り組みにあたっては、現在の診療機能や医療の質を維持することを前提に、病院全体で業務の
効率化やタスクシフトを進めるなどしており、現状では、病院運営への影響は出ていない。
　委員ご指摘のとおり、県立病院は県民医療の最後の砦として、高度医療や政策医療など民間医
療機関では採算性の関係で対応が難しい医療を担っており、経営の効率化のみを理由に人員体制
の縮小などを検討すべきでないと考える。

・当院では、これまでも医療の質と経営改善の両面から人員体制を慎重に検討し、可能な限り効
率的な病院運営に取り組んできたところであり、現在の診療機能と医療の質を確保したまま、職
員数を削減することは難しいと考えている。
　しかしながら、経営基盤の強化に向けては、増加する総人件費を抑制することは極めて重要と
考えている。そこで、現在は職員が手作業で行っている各種事務処理をロボット化するなど、業
務の見直しや効率化を進めることにより、時間外労働の縮減に取り組んでいく。

171
マイナ保険証につい
て

170
アクションプランの
進捗

・経営改善アクションプランの中で取組が進められていると思
うが、現時点で効果が上がっているものをいくつか教えていた
だきたい。

・現在、収益の確保と費用の削減の両面において、具体的な取組と目標を定めた経営改善アク
ションプランを策定。これに基づき、２年間で１３．９億円の収支改善を目指し、取組を進めて
いる。
　収益の確保では、患者数を増やしたいので、紹介患者の獲得に向けた地域医療機関への訪問を
重点的に行っている。昨年は年間８０件ほどだったが、今年度は目標を１００件として、すでに
それを超えている。今後も取り組んでいきたい。
　費用の削減については、給与費について、時間外手当の縮減を勤怠管理システムも用いて各診
療科部長と随時状況共有しながら進めている。時間外勤務が月に100時間を超えそうな医師には
診療科部長が面談をして気を付けており、ある程度効果も出ている。

・マイナ保険証の使用率は、県病ではいくらか。また、ミス等
で１０割徴収した例はあるか。

・現場の医療機関の声として、「紙の方が事務効率は良い」
「マイナ保険証を持ってくる方は少ない」「紙に戻してほし
い」などが聞かれるが、県病としてマイナ保険証が利便性向上
につながっていると考えているのか。

・（再質疑）マイナ保険証について。スマホ保険証も始まった
が、これはまた別のカードリーダーが必要となる。その対策は
どうしているか。
　あと、マイナ保険証の利用率４１％は高くはない。全国平均
より少し高いくらい。利便性がよくないといったところが現
実。私はマイナ保険証を持っていないが、紙１枚があれば行け
る。そういう利便性が高いということは認識していただきた
い。

・（再質疑）スマホ保険証のカードリーダーには国の助成金は
あるのか。それと、カードリーダーが普通のカード用とスマホ
用の２つになって、窓口が大変になるのではないか。事務の人
は大変だと思うが。

・当院では、令和３年１０月からマイナ保険証の利用を開始したところ。昨年７月では約７％
だった利用率は、本年７月の実績では約４１％となっており、今後も増加が見込まれている。
　７月末に国保や後期高齢者医療制度の保険証の有効期限が到来したが、多くの方はマイナ保険
証や資格確認書、資格情報のお知らせなどで保険情報を確認できている。有効期限切れの保険証
を持参された場合は、オンライン資格確認システムで照会するなどして確認しており、１０割で
請求した例は今のところない。

・マイナ保険証は利便性向上につながっているかについては、導入から４年ほど経過し、職員も
患者もマイナ保険証の利用に慣れてきたこともあり、大きな混乱は生じていない。マイナ保険証
の利用により、保険情報の入力が省力化できるうえ、入力ミスを防ぐことができ、確認作業の効
率化につながっている。

・スマホ保険証については９月１９日から全国で利用を開始したところ。当院では、現在、スマ
ホ用のカードリーダー等の購入など、導入に向けて準備を進めており、１０月中の準備ができ次
第運用を開始する予定。我々としては患者の利便性向上を一番に考えて、スマホ保険証も含め、
マイナ保険証の受付がスムーズに進むよう、利用状況も注視しながら、引き続き、必要な対策を
講じていく。

・助成金は、３台分は２分の１補助があるので、それを活用したいと考えている。現場での対応
は、現在のマイナンバーカード用リーダーの横にスマホ用リーダーを並べ、今ある顔認証式の
カードリーダーの画面内でスマホ用を選んで進んでいく形となる。あとは案内通り、患者が来た
らスマホを置いて認証する。あまり手のかからないような仕組みにはなっている。

・昨年の１２月２日以降、国保と後期高
齢者医療は暫定的に来年３月までは通常
医療区分で受診ができるが、従来の健康
保険証の利用を停止する方針である。保
険証の廃止以降、医療機関の窓口で利用
者の保険情報を確認する証明書は、期限
切れ保険証の暫定的な運用も含めると少
なくとも９種類も混在する異常事態とな
る。
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人件費抑制と次期計
画について

172

・経営改善アクションプランの中で、人件費の抑制とあった
が、スタッフの給与をどのように抑制するのか。心配するの
は、非正規雇用に転換されるのではないかということを危惧す
る。また、アクションプランは来年度で終わるが、それ以降
は、当然５年度から８年度の期間を通じての結論に基づきなが
ら次年度どうするかと検討するのだろうが、その検討の中身を
具体的に今どう考えているのか。

・給与費の抑制は大変に難しい問題と考えている。質の高い医療を提供していかなければならな
いので、そのためには、適正な人員を配置するという視点のもとにこれまでもやってきた。診療
報酬が重要な収入源であるので、これに見合う人員を配置しなければ運営は厳しくなる。そう
いったものを注視しながら、当院としてはこれまで適正な人員を配置している。現時点では、先
ほど申し上げたとおり時間外手当の縮減を第一に考えていきたい。
　続いて、次期アクションプランの対応だが、中期事業計画が来年度に終わり、次期計画が令和
９年度からとなる。そういったものも踏まえて、アクションプランももう一度見直すこととな
る。現在進行中の中期事業計画、アクションプランを精査、分析しながら、病院経営にとって今
後必要な取組みを来年度に検証したうえで、次期計画とアクションプランを策定したい。

コロナ禍の増員と平
常時の配置、搬送訓
練について

・県立病院の定数については、新型コロ
ナ禍に感染症対策として、以前３８人の
増員を行っている。

・平常時にも増員した人員を日常業務に配置する中で、有事に
は体制を速やかに組み替えられるようにしなければならないと
考えるが、どのような工夫をしているか。新たな感染症の発生
など非常時に速やかに体制の確立を図るために、病院局内でど
のような議論や訓練を行っているのか。

・（再質疑）平常時にどのように配置するかは、先ほども人件
費削減の話があったが、増員の分がそれと拮抗する部分もある
ので、いろいろ工夫が必要と思っているが、速やかにいざとい
うときに人を配置するために、それがいないと大変だし、前回
のコロナ禍であちこちの部門を削りながらやってきたという状
況を踏まえると、どういうところが大変だったということを常
に意識しながら取り組んでいただきたい。
　さきほど、よそからの搬入訓練も実施しているという話だっ
たが、それは実際に実働的な訓練をしているのか。

175
全国的な医療体制の
見直しについて

令和６年度決算の評
価等について

・医業費用のうち給与費の増が８億４千
万円で、これは昨年度、福祉保健生活環
境委員会で説明を受け、また冒頭、病院
局長からも説明があった、医師への時間
外手当の追加支給分４億５千万円を含む
としている。
本年３月の第１回定例会補正予算議案で
は、令和６年度分を医業費用に、５年度
以前分を特別損失に計上するという説明
があり、４億５，２００万円の補正予算
を可決した。

・令和６年度の評価、指標等について説明いただきたい。

・特別損失について、最終的な決算額について説明いただきた
い。

・令和5年度から赤字となっていて、病院としてはかなり改善も
したんだろうが、入院の収益も6年度は5年度よりだいぶん増え
ている。それでも赤字が広がるのは、医療体制が、診療報酬も
含めて、制度全体を見直さないと変わらないと思うが。今、全
国的に6割、7割の病院が赤字だから。医療体制全体を見直すこ
とを国の方へ言わないといけないのではないかと思うが。県立
病院だけを改革するといったレベルではない。そこはどうした
らいいと思うか。

・今委員がおっしゃったことに尽きているのかなと正直思う。県立病院、自治体病院の宿命とし
て、医療行為のほとんどが保険診療で賄うべきもの、しかも高度医療や政策的なものもすべて含
んでいる。これは民間病院とは決定的に違っていて、民間であれば赤字を出したら、その赤字診
療科を閉じる、縮小する。もっと言うと、自費診療、サービス的な医療行為を新たに始めて、収
益を上げるといった代替案ができるが、公立病院は、診療報酬で決められた医療を提供し、そし
て県民のために必要な診療科は開設し続けておかなければならない。そこに診療報酬改定で十分
な手当てがないと、委員がおっしゃる通り全国的な問題となる。
　それに対して、だからしょうがないと申し上げるのではなく、数名の議員からも温かい言葉を
交えてご指摘いただいたように、我々に何ができるかというと、院内でも医療提供体制について
考えるべき。それが効率の向上につながることを私どもは目指している。
　具体的には、さきほどから時間外手当の削減と申しているが、我々医師がよく考えるべきこと
は、患者が来るかもしれないから、夜、念のためにいるといったことが、今までは良かれと思っ
て是認されてきた。しかし、医師も労働者の一人として、必要なときには勤務するが、それ以外
は自分の時間を作って、逆にいえばそんな時には時間外手当をつけてはならない。自身が必要な
時には病院にいるべきであるが、代替の医師で務まるような業務を時間外でやらなければならな
いときは、チーム医療として、それを他の医師に一任して、効率的に運営する。これが手術でも
処置でも、急患の診察でも同じようなスタンスであると医師側が認識していなかったというとこ
ろも、この赤字という場面に直面して、我々も感じている。今そこにメスを入れている。これは
チーム医療という言葉で全部含まれるので、詳細に分析しながら、そこにいなければならない理
由があるのか。「医師だから一応いました」ということがまかり通っていた分野でもあると自己
反省もあって、そういう分野が、いま私たちが一番力を入れているところ。タスクシフト、チー
ム医療などは時間外手当の削減という実益にも通じるし、医師の働き方、時間調整にも直結する
ところで、数年かけて定着させねばならないと考えている。

173

・決算審査意見書に記載されている達成状況については、項目のうち、３つについては目標を達
成したところだが、入院患者数や診療単価などは達成されていない。一番厳しいのは入院患者。
入院患者は収益の一番大きいところであるので、そこは何とか達成したいという思いはある。そ
ういった中で、先ほどご説明したとおり、地域の医療機関を重点的に訪問しながら、新規患者を
増やしていきたいと考えている。診療単価には、どうしても診療報酬の影響があるので、なかな
か思うようにコントロールできないが、加算等が取得できるような取り組みも重点的に行ってい
る。

・決算額は、時間外の追加支給がなければ、最終的には８億５千万円の赤字となっていたとこ
ろ。この赤字の解消については、来年度には収支均衡を目指しているので、引き続き努力してい
きたい。

・感染症が拡大する状況において、感染症医療と通常の一般医療の両立を図ることは極めて重
要。コロナ禍に一般病棟を縮小、閉鎖して人員を割かざるを得なかった経験を踏まえ、新たな感
染症が発生した場合においても通常の一般医療を維持できる体制を確保するため、令和５年１月
の条例改正により職員定数を３８名増やし、現在までに看護師１９名、臨床工学技士２名の計２
１名を増員した。残りの看護師１６名については、現在の厳しい経営状況を踏まえ採用を留保し
ているところ。
　増員した職員については、増収効果が見込まれる救命救急センターや手術室に重点的に配置
し、経営改善につなげられるよう工夫している。
　感染症への備えとしては、突発的な感染症に対応できるよう、初期対応する医師、看護師を常
時決めておくなど、病院全体で迅速に移行できる体制を構築している。また、毎月開催の感染防
止対策委員会において院内の情報共有を図るとともに、一類感染症を想定した防護服の着脱訓練
や、福岡検疫所と協力して海外からの感染者発生を想定した患者搬送訓練を実施するなど、専門
性を高めるための取組みも行っている。

・実際の搬入訓練をしている。福岡検疫所では、海外からの旅行者ではなく、いろんな荷物を国
内に搬入する。そういったところで運搬船の乗組員などから感染者が発生したときに、患者を当
院の三養院に搬送することを想定し、訓練を実施している。


